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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 

総括研究報告書 

 

ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究 

（令和６年度） 

 

研究代表者 小池司朗 国立社会保障・人口問題研究所 

 

研究要旨 

 本研究では、ポストコロナ時代における人口動態と社会変化について主に歴

史的、国際的、制度的な観点から見通し、高精度の将来人口・世帯推計を実施

するために必要な各種の分析研究を行う。2020 年から顕在化した新型コロナ

ウイルスの感染拡大により、リモートワークやオンライン会議が急速に浸透す

るなど、柔軟な働き方の選択等を通じて、人々の生活様式はコロナ前から大き

く変化するとともに、人口動態にも顕著な影響が表れている。日本において出

生に関しては出生率の一段の低下、死亡に関しては平均寿命の意図しない変

化、国際人口移動に関しては外国人住民数の増加の停滞、国内人口移動に関し

ては東京圏一極集中の鈍化という、いずれもこれまでの趨勢からは予測不能な

変化が観察されており、将来の全国および地域別の人口動向はいっそう不透明

性を増している。こうした状況下において精度の高い将来人口・世帯推計を実

施するためには、コロナ禍がもたらした短期的な人口動態の変化について、そ

の背後にある社会的要因を含めて的確に把握することが不可欠である。同時

に、コロナ禍の収束が見通せない現状においては、当初は短期的と考えられた

人口動態の変化が長期化することも想定され、ポストコロナ期に移行したとし

ても、コロナ禍において定着した「新しい生活様式」のもとで不可逆的な傾向

となる可能性も否定できない。本研究では、コロナ禍が人口動態にもたらした

影響を的確に把握するとともに、ポストコロナ時代における社会変化を見据え

た将来人口・世帯数の推計へと還元させていくことを主たる目的とする。 

本研究は，①新型コロナウイルスの人口動態への影響に関する研究，②コロ

ナ禍およびコロナ後を見据えた将来人口・世帯推計モデルの開発，③コロナの

影響を踏まえた将来推計の政策的シミュレーションへの応用に関する研究，の

３領域に分けて進めた。令和 6 年度は、①として、(1) コロナ禍が地域別の人

口移動および出生にもたらした影響の詳細分析、(2) コロナ禍に伴う企業のフ

レキシブル施策導入に関する研究、(3) 「職業を通じた結婚」に関する初期的

分析、について，研究代表者が中心となり研究協力者の協力を得ながら研究を

進めたほか，各研究分担者においても①～③の研究課題に対応する研究が遂行

された。 
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研究分担者： 

林玲子   国立社会保障・人口問題研究

所 所長 

小島克久  同 副所長 

岩澤美帆  同 人口動向研究部長 

守泉理恵  同 人口動向研究部第 1 室長 

菅桂太   同 人口構造研究部第 1 室長 

中川雅貴  同 国際関係部第１室長 

石井太   慶應義塾大学経済学部教授 

 

Ａ．研究目的 

本研究では、ポストコロナ時代における

人口動態と社会変化について主に歴史的、

国際的、制度的な観点から見通し、高精度

の将来人口・世帯推計を実施するために必

要な各種の分析研究を行うことを大きな目

的とする。2020 年から顕在化した新型コロ

ナウイルスの感染拡大により、リモートワ

ークやオンライン会議が急速に浸透するな

ど、柔軟な働き方の選択等を通じて、人々

の生活様式はコロナ前から大きく変化する

とともに、人口動態にも顕著な影響が表れ

ている。日本において出生に関しては出生

率の一段の低下、死亡に関しては平均寿命

の意図しない変化、国際人口移動に関して

は外国人住民数の増加の停滞、国内人口移

動に関しては東京圏一極集中の鈍化という、

いずれもこれまでの趨勢からは予測不能な

変化が観察されており、将来の全国および

地域別の人口動向はいっそう不透明性を増

している。 

こうした状況下において精度の高い将来

人口・世帯推計を実施するためには、コロ

ナ禍がもたらした短期的な人口動態の変化

について、その背後にある社会的要因を含

めて的確に把握することが不可欠である。

同時に、コロナ禍の収束が見通せない現状

においては、当初は短期的と考えられた人

口動態の変化が長期化することも想定され、

ポストコロナ期に移行したとしても、コロ

ナ禍において定着した「新しい生活様式」

のもとで不可逆的な傾向となる可能性も否

定できない。とくに、国際人口移動と国内

人口移動に関しては、コロナ禍の動向に起

因する国や地方自治体による政策にも大き

く左右されうるため、将来を見通すことが

非常に困難となっている。 

このように短期的にも長期的にも不確実

性の高い人口動態の現状を踏まえながら、

将来の変化を可能な限り的確に見通すため、

わが国や世界各国における新型コロナウイ

ルスと人口動態に関する最新のデータを用

いて全体のトレンドの中からコロナ禍がも

たらした影響を抽出すること、過去のパン

デミックや災害等がもたらした社会変化と

人口動態の変化について、人口以外の様々

な統計も参照しながら客観的に評価し、今

日の状況と照らし合わせて分析することを、

それぞれ1年目・2年目の主な目的とする。

さらに、以上のような幅広い観点に基づく

研究成果からポストコロナ時代における社

会変化と人口動態を見通すとともに、それ

らの知見を将来人口・世帯推計の各仮定に

定量的に反映させていくことを研究期間内

の課題とする。 

 

Ｂ．研究方法 

研究は以下の①～③の３領域に分けて進

めた。 

 

①新型コロナウイルスの人口動態への影響

に関する研究 

 コロナ禍が地域別の人口移動および出生

にもたらした影響の詳細分析、コロナ禍に

伴う企業のフレキシブル施策導入に関する

研究、「職業を通じた結婚」に関する初期的

分析、X-13-ARIMA-SEATS 法と（その他

の手法一般を含む）死亡の季節性に関する

実証研究の整理、新型コロナウイルス感染

症拡大期以降の外国人の地域別分布および
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国内人口移動に関する分析を行った。 

 具体的な研究タイトルは、「都道府県別人

口移動モビリティの変化に関する分析－コ

ロナ前後における東京圏の移動を中心に

－」、「2000 年代以後の地域別月別人口動態

の趨勢」、「コロナ禍からの回復過程におけ

る外国人の国内移動と地域分布の変化」で

ある。 

 

②コロナ禍およびコロナ後を見据えた将来

人口・世帯推計モデルの開発 

 ひのえうま等干支等の人口動向に非連続

的影響を与える事象の影響分析と推計（分

析）、出生順位別配偶関係多相生命表に対応

した出生・死亡モデルに関する研究を行っ

た。 

 具体的な研究タイトルは、「2026 年の丙

午（ひのえうま）に向けて－推移と展望」、

「結婚力、結婚出生力に関する地域指標の

検討と合計特殊出生率の比較」である。 

 

③コロナの影響を踏まえた将来推計の政策

的シミュレーションへの応用に関する研究 

 コロナ禍やコロナ後における外国人受入

れ動向に対応した将来人口に関する研究、

新型コロナ禍における介護サービス利用と

家族介護の関係の変化の要因分析（詳細分

析）を行った。 

具体的な研究タイトルは、「外国人受入拡

大の公的年金財政影響シミュレーションに

関する研究」、「わが国の家族介護者支援策

と新型コロナ禍での家族介護負担の変化」

である。 

 

なお，研究全般にわたり，社人研や研究

者個人が属する国際的研究ネットワークを

最大限に活用し，研究を進めた。また，研

究所が有する人口・世帯の将来推計に関す

る研究蓄積を方法論やモデル構築研究に活

かすとともに，所内外の関連分野の複数の

研究者に研究協力者として参加を要請し，

総合的に研究を推進した。具体的には，社

人研からは，国際関係部是川夕部長・千年

よしみ特任主任研究官・大泉嶺室長・井上

希主任研究官、情報調査分析部別府志海室

長・中村真理子研究員，社会保障基礎理論

研究部鈴木貴士研究員、人口構造研究部藤

井多希子室長・小山泰代室長・久井情在主

任研究官，人口動向研究部余田翔平室長・

吉田航研究員、木村裕貴研究員、所外から

は，鈴木透（元、国立社会保障・人口問題

研究所副所長），山内昌和（早稲田大学教

育・総合科学学術院准教授）、堀口侑（慶應

義塾大学大学院生）、金子隆一（明治大学政

治経済学部特任教授）の各氏に研究協力者

を依頼し，研究協力を得た。 

 

Ｃ．研究成果 

(1) 「住基台帳移動」から得られる 1994～

2024 年の都道府県間人口移動数を人口構

造要因とモビリティ要因に分解し、そのな

かでとくにコロナ禍とコロナ前後における

東京圏・非東京圏間のモビリティ要因に着

目して分析を行った。 

(2) コロナ禍において、テレワークやフレ

ックスタイムなど、柔軟な働き方を可能に

する施策（フレキシブル施策）の導入が、

大企業を中心に進んだ。そうした施策の導

入が、自社と同産業の企業における導入状

況の影響を受けていることを、過去 10 数

年にわたって国内大企業の動向を追跡した

パネルデータの分析によって明らかにした。 

(3) 「職業を通じた結婚」研究の初期分析

として、厚生労働省「job tag」で公開され

ている職業情報を用いた因子分析を実施し

た。同データは、500 超の職業ごとに 150

項目以上の価値観・スキル・興味などの指

標を含むものであり、6 因子が抽出された。 

 

Ｄ．結果の考察 
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(1) コロナ後においても西日本の府県で散

見される高い転入モビリティ比の要因には、

コロナ以外の要因も含まれている可能性が

ある。たとえば、コロナ後前後の指標にお

いて男女で最高値となった熊本県と福井県

は、それぞれ大規模半導体工場の立地およ

び北陸新幹線の延伸という産業・交通面で

のイベントがあり、それらの影響が多分に

含まれていることも考えられる。コロナ禍

が各地域の人口移動に及ぼした影響を精査

するには、こうした特殊要因によるモビリ

ティ変化を除外する必要がある。 

(2) 企業が施策の導入に至るのは、その

施策が収益を高めるといった、経済的合理

性のみに基づくわけではない。ある施策を

導入することに正当性があると企業が認識

し、他社の動向を踏まえて施策を導入する

ことがあり、これを「制度的同型化」とよ

ぶ。こうした制度的同型化は、不確実性の

高い状況、すなわちベストプラクティスが

不明瞭な状況において発生しやすく、フレ

キシブル施策の効果に対する評価が定まっ

ていなかった 2000 年代以降の日本企業に

も当てはまることが予想された。 

コロナ禍においてフレキシブル施策をめぐ

る制度的同型化が観察されたことは、効率

的な企業活動のためだけではなく、施策を

導入した同業他社の動向を踏まえて、導入

に踏み切った企業が一定数存在したことを

示唆する。ただし、同一産業からの影響は、

コロナ禍以前と比べてむしろ弱まっていた。

これは出勤抑制の要請などを通じて、社会

的な「ベストプラクティス」がむしろこの

時期に定まりつつあった可能性も示唆する。 

(3) 本研究で用いた「job tag」データは、

職業ごとに 150 項目以上の価値観・スキ

ル・興味等の数値指標を含み、500 以上の

職業に対応する。職業は個人の労働市場で

の位置づけに加え、人々に広範な影響を与

える。国勢調査や就業構造基本調査などで

も職業データは収集されており、job tag と

接続することで、個人の特性や生活様式に

関する定量的分析の可能性が開かれる。一

方で、項目数が非常に多いため、クラスタ

ー分析や主成分分析、因子分析等により構

造の縮約や背後因子の抽出が必要となる。

今回の分析は、こうしたデータ縮約・構造

把握の一環として因子分析を用いたもので

あり、今後の応用に向けた準備的段階に位

置づけられる。 

 

Ｅ．結論 

(1) 本稿での知見は主に以下 3 点である。

第 1 に、人口構造の変化が移動数変化に及

ぼす影響は、とくに転出数に関して大きい

が、転入元の人口構造の変化に起因して、

転入数に関しても少なからず地域差がみら

れた。第 2 に、コロナ禍の状況を男女別に

みると、女性において非東京圏から東京圏

への転出モビリティの低下、および東京圏

から非東京圏への転入モビリティの上昇が

目立った。第 3 に、コロナ前と比較して転

入モビリティが大幅に上昇した地域は、東

京圏から距離的に近い県が大半であるが、

西日本においても散見された。 

 今後の短期的な課題として、年齢別の分

析および外国人を含めた分析が挙げられる。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の拡大によ

ってフレキシブル施策が広く普及したが、

この研究は、そうした普及が部分的に同業

他社からの影響によって説明でききること

を明らかにした。今後は、コロナ禍後にど

の程度の企業がこうした施策を維持してい

たか、および施策の維持を規定する企業の

要因についても、さらなる検討が望まれる。 

(3) job tag データにおいて、全項目（163

項目）が揃う 430 職業を対象に探索的因子

分析を行った。スクリープロットや因子の

解釈可能性から、6 因子の抽出が適当と判

断された。因子負荷量に基づき、第 1 因子：
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対人援助・ケア志向、第 2 因子：身体能力・

感覚特性、第 3 因子：理工系・操作技能志

向、第 4 因子：芸術系・自己動機づけ、第

5 因子：認知・言語理解スキル、第 6 因子：

ビジネス・マネジメント志向と命名した。 

各因子で因子得点が高い職業としては、第

1 因子では助産師、小児科医、言語聴覚士、

第 2 因子では、救急救命士、商業カメラマ

ン、歯科医師、第 3 因子では、高分子化学

技術者、情報工学研究者、土木・建築工学

研究者、第 4 因子では、イラストレーター、

音楽教室講師、ネイリスト、第 5 因子では、

麻薬取締官、科学捜査研究所鑑定技術職員、

新聞記者、第 6 因子では、銀行支店長、中

小企業診断士、経営コンサルタント、など

が挙げられた。 

 今後、これらの因子得点を国勢調査や就

業構造基本調査に接続することで、個人の

特性や生活様式に関する定量的な分析が可

能になると期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

※本事業の成果並びに成果に寄与した本

プロジェクトメンバーの業績を記す。ただ

し，研究分担者の研究発表については，各

分担研究報告書を参照のこと。 

 

１．論文発表（書籍を含む） 

小池司朗, 藤井多希子, 小山泰代, 菅桂太, 

清水昌人, 中川雅貴, 大泉嶺, 貴志匡博, 

久井情在 , 鈴木透 , 西岡八郎 , 石井太 , 

山内昌和（2024）「日本の世帯数の将来

推計（全国推計）（令和 6（2024）年推

計）―令和 2（2020）～32（2050）年―」

『人口問題研究』第 80 巻第 2 号、

pp.258-292.  

小池司朗（2024）「東京出生率 0.99 の衝

撃 基本から知る低出生の現実」『中央公

論』第 138 巻第 9 号、pp.114-121. 

小池司朗（2024）「東京出生率 0.99 の衝

撃 基本から知る低出生の現実」中公新

書・人口戦略会議編著『地方消滅２ 加

速する少子化と新たな人口ビジョン』、

pp.148-166. 

小池司朗・菅桂太･藤井多希子・小山泰代・

貴志匡博・久井情在･ 中川雅貴・大泉嶺・

井上希・西岡八郎･江崎雄治・山内昌和・

丸山洋平（2024）「地域人口の将来見通

し : 日本の地域別将来推計人口(令和 5

年推計)より」『厚生の指標』第 71 巻第 6

号、pp.34-41. 

小池司朗・小山泰代・藤井多希子・菅桂太･

清水昌人・中川雅貴・大泉嶺・貴志匡博・

久井情在･鈴木透・西岡八郎･石井太・山

内昌和（2025）「日本の世帯数の将来推

計（都道府県別推計）令和 6（2024）年

推計―令和 2（2020）～32（2050）年―」

『人口問題研究』第 81 巻第 1 号、

pp.85-99. 

藤井多希子・小池司朗・小山泰代・菅桂太･

清水昌人・中川雅貴・大泉嶺・貴志匡博・

久井情在（2024）「世帯の将来見通し : 

日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令

和 6(2024)年推計)より」『厚生の指標』

第 71 巻第 14 号、pp.31-37. 

吉田航（2024）「結婚・出産がもたらす女

性内賃金格差の規定要因－働き方の分布

と報酬による要因分解－」『人口問題研

究』第 80 巻第 2 号、pp.205-226. 

 

２．学会発表 

小池司朗(2024)「人口の未来」、日本人口

学会第 76 回大会（中央大学）（2023.6.9） 

小池司朗、岩澤美帆、菅桂太、別府志海

(2024)「都道府県間人口移動がコーホー

ト出生数分布に及ぼした影響の分析」、日

本人口学会 2024 年度第 1 回東日本地域
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部会（札幌市立大学サテライトキャンパ

ス）（2024.9.20） 

小池司朗(2024)「コーホート別国内人口移

動が出生数に及ぼす影響—都道府県別の

分析—」、人文地理学会 2024 年大会（近

畿大学）（2024.11.24） 

藤井多希子・小池司朗・小山泰代・菅桂太・

清水昌人・中川雅貴・大泉嶺・貴志匡博・

久井情在(2024)「全国世帯推計からみる 

2050 年の世帯構造」、日本人口学会第

76 回大会（中央大学）（2023.6.9） 

吉田航(2024)「不平等研究に対する組織的

アプローチの意義」、第 78 回数理社会学

会大会（青山学院大学）（2025.3.14） 

鈴木貴士（2024）「妻が 30 歳台核家族の

従業上の地位の夫婦組み合わせ別子ども

数―国勢調査を用いた地域別分析―」日

本人口学会第 76 回大会（2024.6.9） 

鈴木貴士（2024）「妻の親／夫の親との組

み合わせ別同別居関係の記述的分析―国

立社会保障・人口問題研究所『全国家庭

動向調査』を用いて」日本人口学会関西

地域部会（2025.3.16） 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 
分担研究報告書 

ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究 
「2026 年の丙午（ひのえうま）に向けて－推移と展望」 

 
研究分担者 林玲子 国立社会保障・人口問題研究所 

研究要旨 
丙午（ひのえうま）は 1666(寛文 6)年から始まる日本固有の迷信である。1666 年

から 7 回目の丙午が来年 2026 年となるが、毎回一定の影響を社会に与えてきた。ひ
のえうまに関する論考を参照したうえで、1966 年ひのえうまについて再度統計を整
理した結果、①出生数減少の 1/3 は中絶による、②乳児死亡率の増加は分母の影響に
よるもので実際に乳児死亡率が上がったわけではない、③前年 1965 年と比べ 1966 年
の出生数は 25%減少したが、1965 年と 1967 年に出生数の増加があり、3 年間を合算
すると出生数の減少は 4%にとどまり、これは 1966 年に「ひのえうまには生みたくな
い」と回答した女性の割合 3.9%に近い、といった知見を得た。2026 年ひのえうまに
対し、20%の学生が丙午を気にしている、という調査結果があり、実際に 20%出生数
が減少する、という可能性も皆無ではないものの、1966 年にあったようなメディア
による過剰な煽りは今回まだ生じていない。近年出生数の減少が著しく、それがさら
にひのえうまの迷信により拍車がかかることは望ましくないものの、「丙午は迷信な
ので子どもを産むように」という政策は個人の権利侵害であり実施は不可能である。
各自が適切に判断できるよう正しい情報を提供することが必要である。 

 
※別添論文「2026 年の丙午（ひのえうま）に向けて－推移と展望」を参照のこと 

 
Ａ．研究目的 
 ひのえうま（丙午）についての情報を整
理し、2026 年ひのえうまについての見通
しを得ることを目的とした。 

 
Ｂ．研究方法 
 既存文献を収集すると共に、過去のひの
えうま時点の統計を整理・分析した。 

 
（倫理面への配慮） 
 本研究は公表された統計・資料を用いて
分析を行った。 

 
Ｃ．研究結果 
ひのえうまに関する論考多く、それらを

参照したうえで、1966 年ひのえうまについ
て再度統計を整理した結果、①出生数減少
の 1/3 は中絶による、②乳児死亡率の増加
は分母の影響によるもので実際に乳児死亡
率が上がったわけではない、③前年 1965年
と比べ 1966年の出生数は 25%減少したが、
1965 年と 1967 年に出生数の増加があり、
3 年間を合算すると出生数の減少は 4%に
とどまり、これは 1966 年に「ひのえうまに
は生みたくない」と回答した女性の割合
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3.9%に近い、といった知見を得た。 
 
Ｄ．考察 
「この現代でそのような迷信を信じる人

はいないだろう」というのは、1966 年の時
の言説であったが、それは見事に外れた。
現在の若者は、恵方巻、一粒万倍日、天赦
日など、その親の世代が聞いたこともなか
った新たな「伝統」をフォローしていると
共に、「空気をみる」ことに長けている世代
でもある。 

1966 年では「ひのえうまには生みたくな
い」と答えた女性は 4%で、それと同様の出
生数の減少があった。2026 年ひのえうまに
対し、20%の学生が気にしている、という
調査結果があり、実際に 20%出生数が減少
する、という可能性も皆無ではないものの、
1966 年にあったようなメディアによる過
剰な煽りは現状では起こっておらず、この
まま何もなかったかのように 2026 年を迎
えることを願うばかりである。 

 
Ｅ．結論 
近年出生数の減少が著しく、それがさら

にひのえうまの迷信により拍車がかかるこ
とは望ましくないものの、「丙午は迷信なの
で子どもを産むように」という政策は個人
の権利侵害であり実施は不可能である。各
自が適切に判断できるよう正しい情報を提
供することが必要である。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
なし 

 
２．学会発表 
林玲子「2026 年の丙午（ひのえうま）に向
けて－推移と展望」日本人口学会 2024 年

度第 1回 東日本地域部会、札幌市立大学、
（2024.9.21） 
林玲子「2026 年の丙午（ひのえうま）に向
けて－推移と展望」国立社会保障・人口問
題研究所「人口・社会保障研究アーカイブ
形成事業」研究会「2026 年ひのえうまに
向けて－過去から学ぶ」、国立社会保障・
人口問題研究所（2024.11.21） 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 
分担研究報告書 

ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究： 
「わが国の家族介護者支援策と新型コロナ禍での家族介護負担の変化」 

 
研究分担者 小島克久 国立社会保障・人口問題研究所 

研究要旨 

 本研究では、新型コロナの家族介護への影響を、厚生労働省「国民生活基

礎調査」の公表統計を用いて検討した結果をまとめた。わが国の介護サービ

ス利用者数は新型コロナの期間中も増加してきた。しかし、2019年から 2022
年にかけて、家族介護の負担増が見られる。新型コロナの間に介護サービス

の利用を完全にやめたのではなく、一時的に止めるなどの対応があったと考

えられるが、その変化を補うために、家族介護の負担が増えたと考えられる。

家族介護負担の増加という影響の現れ方は一様ではない。要介護者の年齢階

級では 85 歳以上を除く後期高齢者を中心に、それより若い年代の要介護者

で家族介護者の負担が増えている。また、より少人数世帯の要介護者の介護

のための家族の負担も増えている。特に、後者は世帯員数が少ないため、同

居家族からのサポートが期待できない場合が多い。つまり、新型コロナの影

響としての家族介護者の負担が大きくなった集団をある程度推定すること

が可能であった。 
後期高齢者が要介護者になる場合、家族介護者は配偶者、子が想定される。

介護者の側も高齢であることを考えると、「仕事と介護の両立」が想定する

若年層の支援策ではカバーされない可能性がある。高齢でリタイアした家族

介護者には介護休業は機能しない。むしろ、レスパイトケアのような家族介

護者に休息を与える機能のある介護サービスの提供が有効であろう。高齢の

男性介護者が孤立しないような、介護などに関する各種相談サービスも有効

であろう。 
大規模感染症や災害時に、最も影響を受け、最も困っている人を把握し、

その人に合った支援を提供できるような体制の構築、運営が重要であること

が、今般の新型コロナによって明らかになったと考えられる。 
なお、詳しくは別添の論文「わが国の家族介護者支援策と新型コロナ禍で

の家族介護負担の変化」を参照されたい。 
 

Ａ．研究目的 
 新型コロナ感染症の広がりは、わが国の

社会経済にさまざまな影響を与えた。介護

分野もその例外ではなく、介護サービスの

提供だけではなく、家族による介護にも影

響があったと思われる。本研究では、この

ような問題意識のもと、①わが国の家族介

護者支援の概観、②わが国の介護サービス

利用者の推移（特に新型コロナの前後）、③

厚生労働省「国民生活基礎調査」からみた

家族介護者の状況、特に新型コロナ前後で

の介護負担の変化、について検討した。 
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Ｂ．研究方法

本研究では、厚生労働省「国民生活基礎

調査」などの政府統計を活用した。特に、

3 年に 1 度行われる介護票の調査項目のう

ち、家族介護に関する調査項目の集計表を

活用した。また、家族介護支援の視点から

わが国の介護制度を整理するために、厚生

労働などが公表する政策資料も活用した。

（倫理上への配慮）

本研究は、厚生労働省などの政府統計、

政策資料を活用して行ったものである。す

べて一般に公開されており、個人に関する

情報は含まれていない。また、個票データ

の利用、個人を対象とした調査、試料の収

集も行っていない。そのため、倫理面での

問題は発生しなかった。

Ｃ．研究成果

本研究で明らかにしたことは以下の通り

である。

①わが国では介護保険などの介護制度が

あり、これらは直接、間接に家族介護者を

支援している。

②新型コロナの中、介護サービス利用者

数は増加している一方で、2019 年から

2022 年にかけて、家族介護の負担増が見ら

れる。新型コロナの間に介護サービスの利

用を完全にやめたのではなく、一時的に止

めるなどの対応があったと考えられるが、

その変化を補うために、家族介護の負担が

増えたと考えられる。

③その影響は一様ではなく、要介護者の

年齢階級では 85 歳以上を除く後期高齢者

を中心に、それより若い年代の要介護者で

家族介護者の負担が増えている。また、よ

り少人数世帯の要介護者の介護のための家

族の負担も増えている。特に、後者は世帯

員数が少ないため、同居家族からのサポー

トが期待できない場合が多い。

Ｄ．結果の考察

新型コロナが介護に与えた影響の検証は

容易ではない。しかし、公表済の政府統計

だけを使った分析でも、家族介護者の負担

増加という影響を明らかにすることができ

た。その影響は、要介護者の年齢、世帯構

成によって異なり、後期高齢者、小規模な

世帯を中心に家族介護負担の増加が顕著と

いう、影響が大きな集団を推定することも

できた。後期高齢者が要介護者になる場合、

家族介護者は配偶者、子が想定される。介

護者の側も高齢であることを考えると、「仕

事と介護の両立」が想定する若年層の支援

策ではカバーされない可能性がある。高齢

でリタイアした家族介護者には介護休業は

機能しない。むしろ、レスパイトケアのよ

うな家族介護者に休息を与える機能のある

介護サービスの提供が有効であろう。高齢

の男性介護者が孤立しないような、介護な

どに関する各種相談サービスも有効であろ

う。

今回の分析では、公表済の政府統計のみ

で行った。その分析は集計された統計表の

範囲に限られる。介護負担が増えた家族介

護者の属性のより精緻な特定、彼らの生活

や健康への影響の分析のためには、個票レ

ベルでの分析が不可欠である。本稿での分

析も今後の分析の基礎とした上で、今後の

分析を行う必要があろう。

Ｅ．結論

大規模感染症や災害時に、最も影響を受

け、最も困っている人を把握し、その人に

合った支援を提供できるような体制の構築、

運営が重要であることが、今般の新型コロ

ナによって明らかになったと考えられる。

本研究の詳細は、別添の論文「わが国の

家族介護者支援策と新型コロナ禍での家族
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介護負担の変化」を参照されたい。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 

なし 
２．学会発表 

Katsuhisa KOJIMA “Family 
caregiver support policy measures 
and their caregiving burden change 
including the Covid-19 pandemic 
period in Japan”, EASP & FISS 
Joint Conference2024, Kyoto, 
2024.6.14. 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 
分担研究報告書 

 
ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究 

「結婚力、夫婦出生力に関する地域指標の検討と 
合計特殊出生率との比較」 

 
研究分担者 岩澤美帆 国立社会保障・人口問題研究所 

研究要旨 

人口の規模や年齢構成の異なる社会の出生力を比較できる指標として合

計特殊出生率が利用される。しかし、人口移動、とりわけ若い未婚者の転出

入がある地域別の指標を解釈する場合、未婚人口の転入が合計特殊出生率を

低めることで、子どもの生まれやすさが過小に評価されることが懸念される

ことがある。そこで本研究では、出生力あるいは結婚力に関する様々な指標

の特徴を検討した上で、公表されているデータを使って、より簡便に、適切

に地域の結婚力と結婚出生力を測る指標を考案した。前者は未婚者からの初

婚発生を反映する「未婚者初婚率」である。また後者は過去 5 年の初婚数に

対する当該年の出生数の比である「出生初婚比」であり、未婚人口の多寡に

影響を受けない。合計特殊出生率、未婚者初婚率、出生初婚比の都道府県順

位を比較したところ、合計特殊出生率に結婚力の寄与が大きいところ、夫婦

出生力の寄与が大きいところなどの違いはあるものの、都道府県別の合計特

殊出生率の高低は、概ね結婚力、結婚出生力の高低と整合していた。2015
年、2020 年のデータに基づくと、未婚者初婚率は福井、島根、愛知で高く、

奈良、京都、宮城で低いこと、出生初婚比は、沖縄、島根、熊本で高く、東

京、北海道、神奈川で低いことが分かった。また、出生初婚比、あるいは出

生婚姻比は各年の人口動態統計の公表値から計算出来、コロナ禍後の出生行

動への影響について、地域比較も含め速報できることも有用である。 
なお本研究の成果は令和 6 年度報告書において「結婚力、結婚出生力に関

する地域指標の検討と合計特殊出生率との比較」（岩澤美帆、小池司朗、菅

桂太、別府志海、余田翔平、守泉理恵）として収録されている。 
 

Ａ．研究目的 
 本研究の目的は３つあった。一つ目の目

的は、合計特殊出生率が示す出生力はどの

ような出生力なのかを、その他の指標と比

較することで明らかにする。２つめの目的

は、日本の場合は、ほとんどの出生が結婚

したカップルから生じるため、出生力には、

結婚が起きやすい効果と結婚した夫婦が子

どもを持ちやすい効果に分けて考えること

が出来る。両者を分離することにより、出

生力を低めている要因が結婚への移行にあ

るのか、夫婦の出生行動にあるのかを判断

することができる。そこで、結婚出生力に

関連した指標を複数算出し、合計特殊出生

率との比較を行った上で、都道府県や市区

町村レベルで、結婚出生力を比較的簡便に
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評価できる指標として、出生初婚比を考案

し、その有用性を述べた。3 つめの目的は、

こうした都道府県別の結婚力や結婚出生力

が、合計特殊出生率の多寡とどの程度整合

的かを確認し、合計特殊出生率を子どもも

生まれやすさの指標として用いる妥当性を

議論することである。こうした指標の長短

を理解し、指標の変化と行動変化を結びつ

けて理解できるようになると、2020 年に生

じた新型コロナの影響を理解する上で重要

な指標となる。 
 これらについて、小池司朗、菅桂太、別

府志海、余田翔平、守泉理恵各氏の協力を

得て報告書論文「結婚力、結婚出生力に関

する地域指標の検討と合計特殊出生率との

比較」として取りまとめた、 
 

Ｂ．研究方法 
本研究では、出生力，結婚力に関する 17

の指標を、主に 2015 年と 2020 年について

都道府県別に算出した。出生力指標は主に、

総人口の出生力、女性の出生力、夫婦の出

生力に分類でき 13 の指標を整理し、さら

に女性の結婚力に関する４つの指標を算出

した。あわせて 17 の指標を検討した。 
総合的な出生力については出生数①に

対し、人口規模や女性人口規模を統制した

頻度指標として、②粗出生率（総人口千対）、

③総出生率（15～44 歳総人口女性千対）と

④日本人女性総出生率（15～44 歳日本人女

性千対）がある。 
 次に女性の年齢構成を統制した生涯指

標として⑤合計特殊出生率を示した。なお

算出に必要なデータ量を節約できる間接標

準化による合計特殊出生率がある。 
 コーホートの生涯指標としては、⑥コー

ホート合計出生率がある。 
 夫婦の出生力については、日本では

98％が婚姻内で発生しており、結婚が出生

の前提となっている。 ⑦日本人有配偶女

性総出生率（15～44 歳日本人有配偶女性

千対）は、有配偶女性の規模では統制され

るが、年齢構成は統制されていない。⑧合

計有配偶出生率は有配偶女性の年齢構成の

統制を試みてはいるものの、結婚からの経

過年を統制していないため、晩婚化による

上昇効果があり、結婚パターンが異なる地

域間の比較には適さない。 
 結婚出生力を別の角度で捉えるものに、

⑨国勢調査に基づく夫婦完結出生児数があ

る。妻の年齢が 40～44 歳の夫婦のいる世

帯で、同居する子ども数を算出したもので

あるが、子どもの離家の時期に重なるため、

過小になる可能性がある。その他コーホー

ト合計特殊出生率を既婚者割合で割って、

既婚女性一人あたるの出生子ども数を推定

する方法も考えられる（⑩既婚者コーホー

ト合計出生率）。 
ただし、同居児法や既婚者コーホート合

計出生率は、多くの出産が起きた時期が観

察時点よりも少し前とあり、足下の出生力

指標とは解釈しにくい問題がある。 
 期間の指標である期間合計特殊出生率を

結婚による影響と夫婦の出生力に分解する

方法として ⑪ログリニア夫婦出生力指数、

⑫ログリニア指数に基づく夫婦完結出生児

数もある。 
 これらに対して、期間指標を用い、かつ

比較的簡便な方法で足下の結婚出生力を把

握できる指標として、⑬出生初婚比（ある

いは出生婚姻比）を考案した。具体的には

当該地域の t 年の出生数を、t-5 年～t-1 年

の初婚数（あるいは婚姻数）の合計で割る

というものである。過去 5 年の初婚数の合

計、すなわち過去 5 年に初婚をした夫婦数

に対する、当該年の出生数の比である。  
その他、結婚力については⑯日本人女性

総未婚者初婚率（20～39 歳日本人未婚女性

千対）を考案した。 
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Ｃ．研究成果 
６つの総合的出生力指標、７つの夫婦出

生力指標、４つの結婚力指標を都道府県別

に再出し、都道府県別の順位に換算し相関

などを確認した。年齢構成を統制するかが

大きく影響し、年齢を統制すれば多くの指

標で都道府県順位に相関があるが、結婚出

生力の指標は都道府県によって指標間の分

散が大きかった。 
また、未婚者初婚率と出生初婚比の都道

府県別順位の関係をみたところ、概ね合計

特殊出生率の順位との関係が強く見られた

が、結婚力は高いが夫婦出生力が低い地域、

逆に、結婚力は高いが夫婦出生力は高くな

い、といった地域があることがわかった。 
 
Ｄ．結果の考察 

本研究では前半で、様々な既存の出生力

や結婚出生力、結婚力に関する都道府県別

指標を検討し、年齢構成をある程度統制で

きれば、合計特殊出生率と相関の高い指標

であると評価できることを示した。ただし、

地域別の合計特殊出生率は、結婚発生の情

況に影響を受けるので、夫婦の出生力とし

て解釈ににくい問題や、地域間の若年未婚

者の転出入が出生力を過大あるいは過小に

示すことが懸念されることがある。そこで

研究の後半では、公表されているデータを

使って、より簡便に、結婚力と結婚出生力

を評価できる指標を考案し、合計特殊出生

率の都道府県順位との比較を試みた。結婚

力は、未婚者からの初婚発生を反映する指

標を用い、結婚出生力は、未婚人口の多寡

に影響を受けない、結婚間もない初婚人口

と出生数の比を用いた。2015 年および

2020 年の都道府県別の指標を用いて検証

したところ、合計特殊出生率に結婚力の寄

与が大きいところ、夫婦出生力の寄与が大

きいところなどの違いはあるが、都道府県

別の合計特殊出生率の高低は、概ね結婚力、

結婚出生力の高低と整合していた。本研究

で用いた結婚出生力指標は、初婚数とその

後の出生数のみを用いており、地域間の未

婚者の転出入の影響はうけない。この指標

によれば、結婚出生力は沖縄、島根、熊本

で高く、東京、北海道、神奈川で低いこと

が確認できた。 
 
Ｅ．結論 

出生力に関する指標は、出生行動が年齢

に規定されていることから、年齢構成で統

制することが比較に有効であることが改め

て示された。しかしながら、年齢で統制し

ても適切ではない場合はある。特に夫婦の

出生力を観察しようとする場合は、有配偶

出生率や合計有配偶出生率は、結婚年齢パ

ターンの大きく異なる地域間での比較には

適さない。これに対して、出生初婚比は直

近の初婚発生と出生発生の比をみたもので、

未婚人口の多寡や流出入に影響を受けにく

い。毎年公表される基本的な情報のみを使

い、また算出が簡便な指標であり、足下の

結婚出生力を把握できるこうした指標は、

コロナ禍のような不測の事態の影響をいち

早く把握することができ、自治体における

モニタリングなどでも有用だと考えられる。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 

なし 
 

２．学会発表 
岩澤美帆・余田翔平(2024)「1982 年～2021

年における未婚状態の類型化－「前駆

型」「解放型」「剥奪型」「離脱型」の構

成変化とその特徴－」日本人口学会第

76 回大会（中央大学）(2024.6.8) 
岩澤美帆・余田翔平(2024)「結婚の前駆か

ら結婚の剥奪へ、そして結婚からの

離脱へ－1982～2021 年における未
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婚の類型化とその構成変化－」日本

家族社会学会（法政大学）(2024.9) 
Iwasawa, M., M. Beppu, R. Moriizumi 

“Population Projections for Japan: 
What Happens to Aging Society?” 
6th Asian Population Association 
Conference, Kathmandu, Nepal 
(2024.11.27-30) 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 
分担研究報告書 

 
ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究 

「出生力と出生意欲の乖離の測定ならびにその要因に関する予備的分析」 
 

研究分担者 守泉理恵（国立社会保障・人口問題研究所） 

研究要旨 

 本年度は、公的統計を用いた各種の出生力／結婚力指標を整理・比較検討

を行ったうえで、COVID-19 によるパンデミック期を経て合計出生率（TFR、

ピリオド、調整）の変化を観察するとともに、近年の出生意欲と出生力の乖

離の状況を探索的に分析した。 
合計出生率の推移を見ると、パンデミック期に短期指標（Short-Term 

Fertility Fluctuations, STFF）では急落と回復が見られ、コロナ禍の直接的

影響が示されているが、年次データではそうした動きは相殺され、コロナ禍

前からの低下トレンドが続いている状況にある。コロナ禍後も出生数、合計

出生率とも下落が続き、2023 年には TFR は戦後最低値の 1.20 を記録した。 
出生意欲指標を見ると、こちらも長期的には低下傾向にある。とりわけ、

結婚意欲の有無で分けずに集計した 18−34 歳未婚者全体での平均希望子ど

も数は、2021 年に未婚女性で 1.55 人、未婚男性で 1.56 人であり、晩婚化・

晩産化による出生タイミングの変化を調整した同年の調整合計出生率 1.49
にかなり近くなっている。これは、あくまで未婚者のみの値との比較である

が、希望と現実の一致に近い状況であり、出生意欲と出生力の乖離（出生力

ギャップ）の観点から、人口の一部において新たな局面が生じている可能性

がある。 
コロナ禍による直接的な出生率への影響は収束したと見られるが、この時

期に行われた「ソーシャル・ディスタンシング」などに起因する行動変容は、

その後の社会における人間関係や働き方、人々の価値観など広範に影響を与

えている可能性がある。とりわけ出生意欲が大きく低下している未婚者につ

いて、どの層でそうした動きが顕著なのか予備的分析を行ったところ、学歴

が低い、不安定な就業形態（有期雇用等）、脱旧来的な意識が強い、交際相

手がいない・交際経験がない、小さい子どもとふれあった経験が少ない等の

グループで出生意欲が低い傾向にあり、居住地では西高東低、とりわけ九

州・沖縄では出生意欲が高いという特徴が見られた。 
出生意欲の低下が、元来無子志向である者の増加に起因しているのか、少

子環境で育ったことや、社会規範の緩和や脱旧来化などに意識が影響されて

いるのか、経済的要因により「諦めて」いる者が多いのか、より詳細な分析

が必要とされる。 
 

–23–



Ａ．研究目的 
 本年度は、公的統計を用いた各種の出生

力／結婚力指標について整理・比較検討を

行ったうえで、COVID-19 によるパンデミ

ック期を経た合計出生率（ピリオド、調整）

の変化を観察するとともに、近年の出生意

欲と出生力の乖離の状況を探索的に分析し

た。 
 

Ｂ．研究方法 
出生力／結婚力指標の合計出生率との比

較分析については、岩澤の分担研究報告を

参照のこと。 
本研究では、以下のとおりデータ収集を

行なった。ドイツのマックスプランク人口

研究所とオーストリアのウィーン人口研究

所により運営されている Human Fertility 
Database より、出生タイミングの変化を

調整して、晩産化が進む中でも生涯の出生

の「量」をより現実に近く表せるものとし

て考案された調整合計出生率のデータ

（1969～2022 年）と、コロナ禍による出

生への影響を観察するために独自に算出さ

れている短期出生変動指標（Short-Term 
Fertility Fluctuations）のデータ（2012
年 1 月～2024 年 5 月）を取得し、その動

きを観察した。年次の合計出生率は、日本

の人口動態統計のデータを取得した。出生

意欲データについては、国立社会保障・人

口問題研究所が実施している「出生動向基

本調査」の夫婦（妻の年齢 50 歳未満及び

35 歳未満の 2 種類）の理想・予定子ども数

（1977～2021 年）、18～34 歳の結婚意欲

を持つ未婚者及び結婚意欲の有無に関わら

ない未婚者全体の 2 種類の希望子ども数

（1982～2021 年）のデータを取得した。

そして、これらを合計出生率のデータと比

較し、出生率と出生意欲の乖離の状況を観

察した。 
また、未婚者の出生意欲に関する分析で

は、出生動向基本調査の公表集計データか

ら、社会経済的属性や居住地、就業状況等

による違いについて情報収集し、どのよう

な層で出生意欲が低い／高いのか、予備的

分析を行った。 
 
Ｃ．研究成果 

日本の合計出生率は、2005 年の 1.26 を

記録したあと、10 年にわたって上昇し、

2015 年には 1.45 を記録したが、翌 2016
年から低下に転じた。年次で見ると、コロ

ナ禍の時期である 2020 年、2021 年も低下

傾向は変わらないが、月別合計出生率で見

ると、2020 年 4 月を境に出生率が急速に

低下し、2021 年 1 月に底を打った後、4 月

月までに 2020 年 4 月の水準まで回復する

という短期変動が観察できる。しかし、

2022 年以降は元の低下トレンドに乗って

下落し続けており、年次の合計出生率は

2022 年に 1.26、2023 年には戦後最低値の

1.20 を記録した。 
日本では、上昇の勢いは緩んでいるもの

の、平均出生年齢の上昇は続いており、い

まだ晩産化が進んでいる。こうした状況下

では、毎年公表されるピリオドの合計出生

率は、女性が平均して生涯にもつ子ども数

という「量」の指標としては不安定かつ過

小に算出されることが知られている。この

弱点を補正した「調整合計出生率」は、出

生タイミングの変化の効果を除去した合計

出生率であり、生涯に持ちたい子ども数と

して測られる出生意欲指標との比較検討に

は、通常の合計出生率よりも適切である。 
出生意欲は、夫婦・未婚男女ともに長期

的には低下傾向にあるが、夫婦の理想子ど

も数は妻 50 歳未満でも 35 歳未満でも、常

に 2.2 人以上を維持しており、予定子ども

数でも、これまで平均で２人は下回ってい

ない。一方、かつてはほぼ夫婦の予定子ど

も数と同様の動きをしていた未婚男女の希
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望子ども数は、2010 年代に入ると夫婦の指

標と明確に乖離を見せ始めた。まず未婚男

性全体（結婚意欲のない者も含める）、次い

で結婚意欲のある未婚男性で２人を下回っ

て大きく低下していき、2021 年には未婚男

性全体の平均希望子ども数は 1.56 人、結婚

意欲のある男性に限っても 1.82 人となっ

た。未婚女性は、2015 年に結婚意欲のない

者を含めた未婚女性全体で平均希望子ども

数が1.88人と2人を下回った。そして2021
年には、結婚意欲のある未婚者でも 2015
年の2.02人から1.78人へと大きく下落し、

結婚意欲のない者を含めた未婚女性全体で

は、1.55 人となった。これら未婚者の平均

希望子ども数は、合計出生率が回復を見せ

ていた時期からすでに低下を開始しており、

出生意欲の一つの閾値として知られる「2
人」を下回っていった。上述した 18～34
歳の未婚者全体の平均希望子ども数（男性

1.56 人、女性 1.55 人）は、同年の調整合

計出生率 1.49 とかなり近い値を示してい

る。また、2021 年の夫婦の平均予定子ども

数とも大きく乖離し、新たな傾向を示した。

2021 年 6 月に行われた第 16 回調査は、コ

ロナ禍のもとで実施されているが、特に未

婚者で結婚意欲や出生意欲に大きな低下の

動きが観察されたといえる。

今後、結婚・出産の主力世代となる人々

を多く含む未婚者の出生意欲指標が低くな

っていることが見出されたが、これについ

て、結婚意欲がある 50 歳未満の者に限り、

社会経済的属性などの別に差異を観察して

みたところ、学歴が低い、不安定な就業形

態である（パート・アルバイトを筆頭に有

期雇用）、意識が脱旧来的である、交際相手

がいない・交際経験がない、小さい子ども

とふれあった経験がないといったグループ

で出生意欲が低い傾向にあり、居住地では

西高東低の傾向が見られた。居住地では、

九州・沖縄の居住者は出生意欲が高く、文

化的な特徴が背景にある可能性がある。こ

れらは、項目によって差の程度はあれ、男

女で同傾向にあった。

Ｄ．結果の考察

コロナ禍が明けて 2 年が経過したが、出

生率は回復を見せていない。これは、日本

のみならず多くの先進諸国で軒並み観察さ

れている動きであり、その原因として考え

られる要因の一つには、プレパンデミック

期の少子化傾向への回帰がある。社会生活

がコロナ禍前に近い状態に戻ったものの、

出産を延期する要因や社会構造は何ら変わ

っておらず、再び出産延期が始まったとい

う動きに加え、パンデミック期のソーシャ

ルディスタンシングに関わる行動変容や社

会混乱の経験が、交際や出会い、結婚の機

会減少をもたらし、将来の不確実性に対す

る不安感を増大させ、現在まで続く出生

数・出生率の下落に影響している可能性が

ある。そうであれば、この下落傾向は簡単

には回復しないだろう。

出生率だけでなく、出生意欲も低下して

おり、特に未婚者で低下が大きい。出生率

が低下することで希望と現実の乖離が大き

くなるのではなく、希望水準が低下するこ

とでむしろ両者が一致していく傾向すら一

部ではみられるようになった。未婚者の出

生意欲が特に減少している背景には、結婚

意欲の低下が影響している。結婚意欲がな

い者は、年齢・性別に関わらず平均希望子

ども数が 0.2～0.3 人程度であり、「子ども

はいらない」と考えている場合が多い。結

婚意欲がない未婚者が増えれば、平均希望

子ども数も減少することになる。また、

2015 年頃から、かつては近い水準だった夫

婦の予定子ども数の平均値との乖離も大き

くなってきており、2021 年には結婚意欲の

有無に関わらず、未婚男女とも夫婦の予定

子ども数を大きく下回った。コロナ禍は、
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特に未婚者の結婚・出産見通しにダメージ

を与えた可能性がある。コロナ禍後も、結

婚の動向にほぼ回復が見られず、出生率も

低下が止まらない背景には、未婚者の結

婚・出生意欲の低下があると見られる。そ

して出生意欲の低い未婚者は、社会経済的

地位が低く、子どもとの親和性が低く、交

際相手がいないなど、いずれも子どもを持

つ際に条件となる資源を持っていない傾向

にある。かつては、高学歴・正社員など社

会経済的地位が高い女性はむしろ出生意欲

が低い傾向があったが、近年はそうした属

性条件は逆に働くようになっている。 
ただし、大きな変化が見られた 2021 年

調査は、コロナ禍のもとで行われたため、

意識項目では通常より悲観的な回答が寄せ

られた可能性も排除できない。経済的苦境

もコロナ禍での一時的なものに終わった

人々も一定数いると見られるため、2025
年調査で、結婚・出生意欲の低下の動向が

定着していないかどうかを観察し、出生意

欲の動向は慎重に判断する必要がある。 
 
Ｅ．結論 

今回の分析により、コロナ禍が、これか

ら結婚・出産を担っていく層の結婚・出生

意欲に大きなダメージを与えた可能性が示

唆された。日本の少子化対策は、結婚・出

産の希望、つまり結婚意欲や出生意欲のあ

る人々が、その通り結婚したり出産したり

できるように支援する、いわば意欲と現実

の乖離解消対策であり、両者の乖離の状況

を分析して把握することは重要である。近

年、出生力だけでなく意欲も低下してきて

おり、その乖離が低水準で一致するならば、

それは出生促進的な政策が行われる前提条

件が失われることを意味する。出生意欲の

低下が、元来無子志向である者が増加して

いることに起因しているのか、少子環境で

育ったことや、社会規範の緩和や脱旧来化

などに意識が影響されているのか、経済的

要因により「諦めて」いる者が多いのか、

より詳細な分析が必要とされる。 
出生意欲自体の水準を決める要因及び、

近年の低下の要因の分析が急務であり、今

回の研究ではその手がかりとなる結果を得

られたものと考えられる。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 

なし 
２．学会発表 

なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 
分担研究報告書 

 
ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究 

「センサス局（X-13-ARIMA-SEAT）法を用いた人口動態の季節性に関する実証研究」 
 

研究分担者 菅桂太 国立社会保障・人口問題研究所 

研究要旨 

 月別人口動態系列（出生、死亡、都道府県間転出入）に含まれる季節性に

センサス局法（X-13-ARIMA-SEATS）を用いて対処したうえで、2000 年以

来、新型コロナウイルス感染症の流行が始まった 2020 年を経て、最小限の

タイムラグをおいた最新の人口動態の趨勢の変化を観察した。とくに、最初

の緊急事態宣言が発出された 2020 年 4～5 月前後に、人口動態系列の趨勢

の変化があったのか否かについて検証した。都道府県別に分析した結果を、

全国と三大都市圏に縮約し、主要なものを示した。 
 分析の結果、出生と死亡に全国的なショックが広範な地域で観察される傾

向にあり、2022 年 2 月以後の死亡には水準変化（死亡の持続的な拡大）が

起こっていることがあきらかになった。人口移動は地域によってかなり事情

が異なっており、2020 年 5 月の「新型コロナショック」は、すべての地域

で転入数・転出数の双方を減らしたものの、東京圏では転出減よりも転入減

が大きく転入超過数の減少をまねき、非大都市圏では転出減よりも転入減の

方が小さく転出超過数の縮小があったことなどがわかった。 
 詳しくは別添えの論文「2000 年代以降の全国と三大都市圏の別にみた月

別人口動態の趨勢」を参照されたい。 
 

Ａ．研究目的 
 本研究では 1995 年 1 月から 2024 年 11

月の「人口動態統計」による都道府県別出

生数と死亡数並びに 2000 年 1 月から 2025

年 3 月の「住民基本台帳人口報告」都道府

県間転入数と転出数を用いて、月別変動の

パターンを地域別に分析することを目的と

する。とくに、新型コロナ感染症の流行が

始まり、最初の緊急事態宣言が発出された

2020 年 4～5 月前後に、趨勢の変化があっ

たのか否かについて検証した。 

 
Ｂ．研究方法 
 新型コロナ感染症の流行以前から出生と

死亡については「人口動態統計月報」が約

5 ヶ月後、「住民基本台帳人口移動報告月

報」が調査月の 2 ヶ月後に、都道府県別の

実数が公表されており、最小限のタイムラ

グをおいた最新の人口変化の状況を知るこ

とができた。しかし、月次人口動態はすべ

ての系列（出生、死亡、人口移動）が顕著

な季節性を示すため、月別原系列から最新

の状況を読み取ることは容易ではなかった。

そのため、人口学領域では月別系列はあま

り用いられてこなかった。 

 本研究では経済統計に広く適用され一般

的・標準的な季節調整（季節成分分解）の

手法であるセンサス局法（最新の
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X-13-ARIMA-SEATS）を月別の人口動態

系列に適用し、季節性のパターンと一時的

な撹乱的変動を除去した中長期的な趨勢の

変化について分析した。 
 
Ｃ．研究成果 
 人口動態系列にセンサス局法

（X-13-ARIMA-SEATS）を適用するのに

あたり、分析手法に関するサーベイを行い、

これまで季節成分分解にあまりなじみのな

い人口学領域の研究者にとっても分析結果

の解釈を行うことができるようにセンサス

局法についての詳細な紹介を行った。 

 1995 年 1 月から 2024 年 11 月の「人口動

態統計」（確定数及び月報）による都道府県

別出生数と死亡数、並びに 2000 年 1 月から

2025 年 3 月の「住民基本台帳人口報告」（年

報及び月報）による都道府県間転入数と転

出数に対し、季節成分分解を行い、全国と

三大都市圏に縮約し、主要なものを取りま

とめた。 
 出生・死亡については、いくつかの地域

差もあるものの、後にみる人口移動と比べ

ると 2015 年以後の変化パターンは共通し

ており、全国的なショックが広範な地域で

観察された。死亡の場合、東日本大震災の

後 2021 年までは、2012 年 2 月を除いて、

極端に大きなショックはなかった。しかし、

2022 年 2 月に水準変化（死亡の持続的拡

大）がおこっていた。これ以後の期間では、

新型コロナ感染症の流行との関連でいうと

2022 年 1～3 月（第 6 波）や 2022 年 7～8
月（第 7 波）の時期に相当する、2022 年 8
月、2022 年 12 月、2023 年 1 月に断続的

に高水準の死亡ショックが発生していた。

ただし、これらのショックは、東日本大震

災が発生した 2011 年 3 月や、全国的にイ

ンフルエンザが流行した 1999 年 1 月には

及ばない水準であった。 
 。出生・死亡と異なり、人口移動は地域

によってかなり事情が異なり、複雑な変化

をした。最初の緊急事態宣言が発令された

2020 年 5 月の「新型コロナショック」は

全国的に都道府県間移動量を大きく減少さ

せた。この背後には、すべての地域におい

て、転出数と転入数の双方を減少させる一

時的なショックがあったことによる。ただ

し、地域によって転出減少と転入減少の相

対的な大きさが異なることにより、転入超

過数の変化は異なっていた。すなわち、総

じて人口集中が進んだ大都市地域において

転入数の減少幅が大きく、逆に非大都市地

域において転出数の減少幅が大きかった。

そのため、東京圏では転出減よりも転入減

が大きく転入超過数の減少をまねき、非大

都市圏では転出減よりも転入減の方が小さ

く転出超過数の縮小があったことがわかっ

た。また、東京都では 2020 年 4 月以後の

転入数の縮小、2020 年 7 月以後の転出数

の拡大のそれぞれに持続的な変化が生じて

いたため、2020 年前半に人口移動の趨勢の

変化が起こったことがわかった。 
 
Ｄ．結果の考察 
 新型コロナウイルス感染症が拡大した

2020 年以後に、それ以前と比べて趨勢の変

化があったのかを検討したところ、全国の

死亡については、2020 年の新型コロナウイ

ルス感染症の流行が始まった最初期に趨勢

系列は 2015～2019 年対数線型トレンドの

95％信頼区間の下限を僅かに下回った後

は増加速度を加速させ、2022～2023 年に

かけて死亡の持続的な拡大と一時ショック

の連続があったため、2022 年には信頼区間

の上限を上回った。こ 2020～2022 年と比

べると 2022 年末から死亡数の増加ペース

はやや緩やかになっているものの、以後

2024年11月までのところ95％信頼区間上

限から一定の距離を保って推移しており、

顕著な低下あるいは 2015～2019 年トレン
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ドへの回帰の傾向は示されていない。 
 全国の出生についても、2020 年以後の変

化に着目した分析の結果から、2015～2019
年の趨勢系列の線型の低下トレンドは

2022 まで継続したが、2023 年前半頃から

出生数の趨勢系列は線型トレンド予測値の

95％下限を下回り、2024 年 11 月現在にお

いても 2015～2019 年トレンドを下回って

推移していた。新型コロナウイルス感染症

への対策として人の接触が厳重に制限され

た頃、結婚が減少した。結婚の減少は若干

のタイムラグをもって第 1 子出生の減少を

招き、低次パリティ人口の低下が高次パリ

ティ出生数を減少させる（国立社会保障・

人口問題研究所 2023:p.30–36）という見

方と整合的な分析結果であり、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響は 2023 年頃か

ら顕在化している可能性がある。 
 2020 年 5 月以後の人口移動の趨勢の変

化に関し、2015～2019 年転入超過数（趨

勢系列）の対数線型のトレンドからの乖離

に着目し分析を行ったところ、2015～2019
年の間は加熱を続けていた非大都市圏から

東京圏（なかでも東京都の変化が顕著だが、

3 県においても転入数は低下趨勢）へ向か

う「都心回帰」の人口移動の趨勢が、2020
年前後に減速したことが示唆された。 
 
Ｅ．結論 
 出生・死亡・人口移動という人口動態の

なかでも 2022 年以後は死亡の変化が著し

くなっており、新型コロナウイルス感染症

拡大前（2015～2019 年）の出生・死亡の

趨勢系列は概ね単調な増減を示していたが、

コロナ渦以後の死亡数は新型コロナウイル

ス感染症の流行の波に沿った周期的な動き

を示すようになっている。地域差も相対的

には大きくなっているようにみえ、慎重な

モニタリングの継続が望まれる。 
 直近の人口移動の動向についても、東京

圏（東京都）における転出数は新型コロナ

前の水準に概ね戻っており水準変化（LS）
は解消に向かっているとみられる一方、転

入数の戻りは遅い。「新型コロナショック」

後の調整は現在も続いているものと見られ

るため、地域人口動態の継続的なモニタリ

ングとより精緻な分析への深化が不可欠で

ある。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 

菅 桂太・小池司朗・藤井多希子・小山

泰代・貴志匡博・久井情在・中川雅貴・大

泉嶺・井上希・山内昌和・鎌田健司（2024）
「団塊世代、団塊ジュニア世代、団塊孫世

代の三世代にわたる地域人口分布の変化と

特徴」『エストレーラ』2024 年 9 月号，

pp.2-21。 
 
２．学会発表 

Keita SUGA, Shiro KOIKE, and 
Kenji KAMATA, "Regional Population 
Dynamics After the COVID-19 Pandemic 
in Japan: An Examination of Seasonally 
Adjusted Monthly Births, Deaths, and 
Migration,"  2024 Annual Meeting of 
Population Association of America, 
Columbus, OH: Hyatt Regency 
Columbus. (2023.4.19) 

菅桂太・小池司朗・藤井多希子・石井

太「市区町村別にみた死亡率は 2020 年以

後変化したのか？」日本人口学会 第 76 回

大会，中央大学．(2024.6.7) 
（曺成虎）， （菅桂太）

「        
      

  （初婚,第 1 子出

生と就業をめぐるライフコースについての

有配偶女性の行動と未婚女性の価値意識の

日 韓 比 較 ）」 The 5th KIHASA-IPSS 
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Annual Policy Forum，Korea Institute for 
Health and Social Affairs (KIHASA), 
Sejong, Korea．(2024.9.5) 

菅桂太・小池司朗・鎌田健司「2000
年代以後の地域別月別人口動態の趨勢：新

型コロナ・パンデミックの時系列的な影響

は構造変化なのか？」，2023 年度第 1 回東

日本地域部会，札幌市立大学サテライトキ

ャンパス，2024 年 9 月 20 日． 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 
分担研究報告書 

 
ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究 

「コロナ禍からの回復過程における外国人の国内移動と地域分布の変化」 
 

研究分担者 中川雅貴 国立社会保障・人口問題研究所 

研究要旨 

 日本の総人口が長期的な減少過程に入る中で、コロナ禍を経て再び増加を

続ける外国人が国内の人口動向に及ぼす影響が拡大している。一方、近年の

増加が著しい若年層の外国人の高い移動性向は、その地域人口への中長期的

な影響の把握を困難にしており、とりわけ人口減少が加速する非大都市圏の

人口動向を見通すうえでの課題として顕在化しつつある。本研究では、コロ

ナ禍における国際人口移動の急速な変化が、外国人の国内移動の水準および

地域的な傾向にどのような影響を及ぼしたのかを明らかにするとともに、コ

ロナ禍からの回復過程における動向について、国内の地域差に着目した分析

を行った。 
 分析の結果、新型コロナウイルス感染拡大期以降の人口移動の水準の変化

は、日本人よりも外国人において顕著であったことが確認された。外国人の

移動については、大都市圏および非大都市圏のいずれにおいても、非中心部

の市町村で転入超過が拡大した。とくに非大都市圏では、コロナ期に生じた

外国人の移動状況の変化が、コロナ後も持続する傾向が見られた。 
コロナ禍からの回復過程における外国人人口の分布の変化は、コロナ期に

抑制されていた技能実習や特定技能といった在留資格による外国人の新規

入国が、とりわけ非大都市圏において 2022 年以降に急速に増加したことを

反映していると考えられる。一方、大都市圏では、外国人留学生やいわゆる

高度人材が再集中する可能性も考えられるが、これまでのところその影響は

限定的である。今後の課題として、国際人口移動との関連も考慮したより詳

細な分析を行うとともに、とくに人口減少が加速する非大都市圏の人口動向

への影響を検証する必要がある。 
なお、本研究による分析結果の詳細については、別添「コロナ禍からの回

復過程における外国人の国内移動と地域分布の変化」を参照されたい。 
 

Ａ．研究目的 
 本研究は、コロナ禍における国際人口移

動の縮小およびその後の回復が外国人人口

の動向に与えた影響について、国内の地域

差に着目した分析を行うことを目的とする。

これまでの分析結果を踏まえて、本稿では

とくにコロナ禍からの回復過程における外

国人の国内移動と地域分布の変化に関する

検証を行う。 
 
Ｂ．研究方法 

分析の対象とする期間は2018年1月から
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2023 年 12 月までの 6 年間であり、このう

ち 2018 年 1 月から 2019 年 12 月までの 2
年間を「コロナ前」、2020 年 1 月から 2021
年 12月を「コロナ期」、2022年 1月から 2023
年 12 月を「回復期」とし、各期間における

外国人の国内移動と分布について、市区町

村を単位とする分析を行う。分析に際して

は、「住民基本台帳人口移動報告」および「住

民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世

帯数調査」による各年データを用いる。

Ｃ．研究成果

 分析の結果明らかになった点は以下のと

おりである。外国人の国内移動の水準につ

いては、とくに 10 代後半から 30 代にかけ

ての若年層において、コロナ期に低下した

ものの、2022 年以降は急速に回復し、コロ

ナ禍の水準を上回った。

外国人の移動状況の変化を市区町村別に

みると、コロナ前に転入超過であった市区

町村の約 8 割で転入超過が継続したものの、

その変化には地域差があり、とくに東京圏

の中心部では、７割が転出超過に転じた。

また、東京都においては、2020 年以降の外

国人の減少が中心部に集中する傾向がみら

れる一方で、東京都近隣の埼玉県・千葉県

では，国際人口移動による外国人の転出超

過が、その国内移動による転出超過によっ

て相殺されるという状況が確認された。

2022 年以降は、コロナ期に外国人が転入

超過に転じた市区町村の 6 割以上で転入超

過が継続する一方で、転出超過に転じた市

区町村のうち 7 割以上が転入超過に戻った。

2024 年 1 月時点では、約 9 割の市区町村に

おいて、外国人人口がコロナ前の水準を上

回った。とくに北海道や、四国、九州とい

った非大都市圏で、コロナ禍からの回復期

に外国人人口が急速に回復した市町村が多

くみられた。

Ｄ．結果の考察

本分析の結果より、新型コロナウイルス

感染拡大期以降の人口移動の水準の変化は、

日本人よりも外国人において顕著であった

ことが確認された。移動パターンの変化に

ついても、外国人の移動への影響が比較的

大きかったことが示唆された。コロナ禍か

らの回復過程における外国人人口の分布の

変化は、コロナ期に抑制されていた技能実

習や特定技能といった在留資格による外国

人の新規入国が、とりわけ非大都市圏にお

いて 2022 年以降に急速に増加したことを

反映していると考えられる。一方、大都市

圏では、外国人留学生や高度人材が再集中

する可能性も考えられるが、これまでのと

ころ、その影響は限定的である。

Ｅ．結論

本研究の成果により、新型コロナウイル

ス感染拡大による人口動態への影響とその

持続性に関する新たな知見を得ることがで

きた。コロナ禍からの回復過程における外

国人人口の動向の地域差については、国際

人口移動との関連も考慮したより詳細な分

析を行うとともに、とくに人口減少が加速

する非大都市圏の人口動向への影響を検証

する必要がある。

Ｇ．研究発表

１．論文発表

なし

２．学会発表

・中川雅貴・小池司朗・藤井多希子「新

型コロナウイルス感染症拡大期前後の

外国人の国内移動― 住民基本台帳に

基づく市区町村別データを用いた分析

―」日本人口学会 第 76 回大会（中央

大学）（2024.6.9）
・NAKAGAWA Masataka, Shiro KOIKE,
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Takiko Fujii “Pre- and Post-Pandemic 
Patterns in Geographical Distributions 
and Internal Migration of Foreign 
Population in Japan”, The 6th Asian 
Population Association Conference（ネパ

ール・カトマンズ）（2024.11.30） 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 
分担研究報告書 

 
ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究 

「外国人受入れ拡大の公的年金財政影響シミュレーション 
及び出生順位別配偶関係多相生命表モデルに関する基礎研究」 

 
研究分担者 石井 太 慶應義塾大学 

研究要旨 

 わが国ではこれまで、外国人人口受入れに関しては比較的保守的な政策を

採ってきたことから、これらの問題の解決策としての外国人人口受入れに関

する本格的な定量分析が十分に行われてきたとは言い難い状況にある。本研

究は、先行研究ではこれまで行われていない、直近の令和 6 年財政検証を

ベースとした外国人受入れシミュレーションに関する基礎的な研究を行う。

また、配偶関係別多相生命表に出生順位を組み合わせた出生順位別配偶関係

多相生命表モデルの開発に関する基礎的な研究を行う。 
外国人労働者受入れに関する公的年金への財政影響は、本研究で考察を

行ったような様々な影響を織り込んだ長期的な評価を行うことが具体的な

施策の議論にとって極めて重要である。詳しくは別添の論文（論文タイト

ル：外国人受入れ拡大の公的年金財政影響シミュレーションに関する基礎

研究）を参照されたい。また、出生順別配偶関係多相生命表の開発について

は今後も検討を続けることが必要である。 
 

Ａ．研究目的 
①年金財政シミュレーション 
 わが国は現在、先進諸国の中でも極めて

低い出生水準となっており、また、このよ

うな低水準 出生率の継続が見込まれるこ

とから、今後、恒常的な人口減少過程を経

験するものと見られている。さらにこれに

加え、平均寿命は国際的にトップクラスの

水準を保ちつつ、なお延伸が継続しており、

少子化と長寿化が相俟って、他の先進諸国

でも類を見ないほど急速に人口の高齢化が

進行するものと見られている。 
わが国ではこれまで、外国人人口受入れ

に関しては比較的保守的な政策を採ってき

たことから、これら少子・高齢化がもたら

す問題の解決策としての外国人人口受入れ

に関する本格的な定量分析が十分に行われ

てきたとは言い難い状況にある。このよう

な中、筆者らは外国人受入れが年金財政に

与える影響に関するシミュレーションを研

究してきたが、本研究は、先行研究ではこ

れまで行われていない、直近の令和 6 年
財政検証をベースとした外国人受入れシミ

ュレーションに関する基礎的な研究を行う

ことを目的とする。 
②出生順別配偶関係多相生命表 

筆者らは、配偶関係別多相生命表に関す

る研究を行ってきたが、この多相生命表に

は出生順位は考慮されていない。そこで、

配偶関係別多相生命表に出生順位を組み合

わせた出生順位別配偶関係多相生命表モ

デルの開発に関する基礎的な研究を行う
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ことを目的として研究を行う。 
 

Ｂ．研究方法 
①年金財政シミュレーション 

本研究で評価を行うシステムは、将来の

人口シミュレーションを行う「人口ブロッ

ク」と、年金制度（厚生年金・国民年金）

への評価を行う「年金ブロック」から構成

される。人口ブロックでは、外国人受入れ

に関するシナリオ設定とともに、外国人人

口の長期シミュレーションを実行する。年

金ブロックでは、人口ブロックで推計され

た人口に基づき給付費推計を行い、全体の

収支計算を実行する。 
②出生順別配偶関係多相生命表 
 「日本の将来推計人口（令和 5 年推計）」

では、出生順位別に年齢別出生率が推計さ

れている。本研究では、この出生順別年齢

別出生率を用いて、出生順位別遷移確率の

推計を行うための試算等を実行する。 
 
Ｃ．研究成果 
①年金財政シミュレーション 

本研究において基本ケースとした令和 6
年財政検証の過去 30 年投影ケースにおい

ては、厚生年金の標準的な所得代替率は最

終的に 50.4%となる。その内訳は比例

24.9%、基礎 25.5%であり、マクロ経済ス

ライドによる給付水準調整の終了年度は、

比例 2026 年度に対し、基礎 2057 年度とな

っている。一方、政策的労働者受入のみを

前提とするケース A では代替率は 53.6%
と基本ケースに対して 3.2%ポイント上昇

するのに対し、配偶者の帯同や第二世代以

降の誕生を前提とするケースBでは 56.0%
と 5.6%ポイントもの上昇となった。 
②出生順別配偶関係多相生命表 
 出生順別年齢別出生率を用いて、これと

整合するような多重脱退生命表の作成につ

いて、初婚からの出生期間について幾つか

の仮定を設定しながら試算を行った。 
 
Ｄ．結果の考察 
①年金財政シミュレーション 

所得代替率上昇の内訳を見てみると、ケ

ースA では報酬比例部分で 0.1%ポイント、

基礎年金部分で 3.1%ポイント、ケース B
では報酬比例部分で 0.1%ポイント、基礎年

金部分で 5.5%ポイントであり、基礎年金部

分の上昇によるところが大きく基礎年金水

準低下問題に対応する効果が強いことがわ

かった。 
②出生順別配偶関係多相生命表 
 多重脱退生命表については、初婚からの

出生期間の仮定によって、出生順別年齢別

出生率と必ずしも整合的でない結果が得ら

れる場合もあり、さらなる検討の必要性が

明らかとなった。 
 
Ｅ．結論 
①年金財政シミュレーション 

外国人労働者受入れに関する公的年金

への財政影響は、本研究で考察を行ったよ

うな様々な影響を織り込んだ長期的な評

価を行うことが具体的な施策の議論にと

って極めて重要である。 
②出生順別配偶関係多相生命表 
 出生順別年齢別出生率と整合的な出生順

別配偶関係多相生命表の開発については、

今後も試算を行いつつ検討を続けることが

必要であると考えられる。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 

なし 
２．学会発表 

なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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 １. 新型コロナウイルスの人口動態への影響 
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都道府県別人口移動モビリティの変化に関する分析 

―コロナ前後における東京圏の移動を中心に― 

 

小池 司朗 

 

１．はじめに 

 地域間の人口移動量の変化は、人口構造の変化によってもたらされる変化（以下、人口構

造要因）と、それ以外の要因によってもたらされる変化（以下、モビリティ要因）に大別さ

れる。実際の移動傾向の変化を的確に把握するには、人口構造要因を除去したモビリティ要

因による変化を抽出することが不可欠である。 

 本稿では、都道府県間の日本人の人口移動を対象とし、1994～2024 年における都道府県

別男女別人口移動の変化を人口構造要因とモビリティ要因に分解した結果を記す。とりわ

け、コロナ禍・コロナ前後に相当する 2019～2024 年のモビリティ要因に着目し、都道府県

別の変化を観察することによって、この間における人口移動傾向の変化を的確に把握する

ことを主な目的とする。 

 

２．分析の枠組み 

 

２－１．利用データ 

 都道府県別人口移動については、総務省「住民基本台帳人口移動報告」（以下、「住基台帳

移動」）を用いた。一方、移動率を計算するために必要となる分母人口は、総務省「住民基

本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」（以下、「住基台帳人口」）による男女 5 歳

階級別人口を用いた。なお、「住基台帳人口」により都道府県別男女 5 歳階級別人口が得ら

れるのは 1994 年以降であるため、分析の起点は 1994 年とした。移動率は、𝑡年の移動数を

分子、同じ𝑡年の人口を分母とした値により算出した1。 

 

２－２．男女 5歳階級別、出発都道府県別、到着都道府県別日本人移動数の算出 

 本稿においては、基本的には小池（2017）と同様、間接標準化を用いて移動数の変化を人

口構造要因とモビリティ要因に分解した。小池（2017）では、今回は分析を精緻化するた

め、男女 5 歳階級別、出発都道府県別、到着都道府県別移動率を用いて間接標準化を適用す

る。 

 ここで問題となるのは、2020 年以降に公表されている男女 5 歳階級別・出発都道府県別・

到着都道府県別の移動数が外国人を含む値となっており、日本人のみの移動数が得られな

いことである。図 1 に示すとおり、出発都道府県別移動数、到着都道府県別移動数はそれぞ

れ日本人と外国人を含む総数について得られるが、出発都道府県別・到着都道府県別の移動

 
1 「住基台帳人口」は、2013 年以前は 3 月末日現在、2014 年以降は 1 月 1 日現在の人口となっている。 
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数は外国人を含む総数しか得られない。そこで本分析では、外国人を含む出発都道府県別・

到着都道府県別の移動数を初期値、日本人の出発都道府県別移動数および到着都道府県別

移動数を制約条件として、日本人の出発都道府県別・到着都道府県別移動数を推定すること

とした。推定方法は繰り返し比例補正によったが、日本人のみの値が外国人を含む総数の値

を上回ることはないため、補正後の値は初期値以下になるように条件を付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 2020 年以降の「住基台帳移動」から得られる男女年齢別移動数 

 

３．分析手法 

 上述のとおり、人口移動変化の人口構造要因とモビリティ要因への分解には、間接標準化

の手法を用いた。具体的には、下記のとおりである。 

 まず、2024 年の男女年齢別転出率を標準転出率として、1994～2024 年の標準化移動数

を算出する。 

 

  

𝑀𝑠(𝑡),, = (

௫

𝑃(𝑡),,௫ ×
𝑀(2024),,,௫

𝑃(2024),,௫
) 

 

 ここで、𝑀𝑠(𝑡),,：性 j、都道府県𝑎から都道府県𝑏への𝑡年標準化移動数、𝑃(𝑡),,௫：都道

府県𝑎、性𝑗、年齢𝑥～𝑥 + 4歳日本人人口、𝑀(2024),,,௫：２－２で推定した性 j、年齢𝑥～

𝑥 + 4歳、都道府県𝑎から都道府県𝑏への日本人移動数、である。𝑀𝑠(𝑡),,は、2024 年におけ

る男女年齢別都道府県𝑎から都道府県𝑏への移動率を一定とした場合に期待される𝑡年の都

道府県𝑎から都道府県𝑏への移動数を意味する。当然ながら、2024 年の標準化移動数
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地域ブロック 都道府県

北海道 北海道

東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

北関東 茨城、栃木、群馬

東京圏 埼玉、千葉、東京、神奈川

中部・北陸 新潟、富山、石川、福井、山梨、⾧野、静岡

名古屋圏 岐阜、愛知、三重

大阪圏 京都、大阪、兵庫

京阪周辺 滋賀、奈良、和歌山

中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国 徳島、香川、愛媛、高知

九州・沖縄 福岡、佐賀、⾧崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

（𝑀𝑠(2024),,）は実際の移動数と同じ値となる。なお、「住基台帳移動」から得られる 2024

年の移動数の最高年齢階級は「90 歳以上」となっているが、2014 年以前の「住基台帳人口」

の最高年齢階級は「80 歳以上」となっているため2、後者に合わせて最高年齢階級は「80 歳

以上」として算出した。 

 続いて分析の起点である 1994 年を基準とし、1994～𝑡年（1995≦𝑡≦2024）にかけての

性𝑗、都道府県𝑎から都道府県𝑏への移動数変化を、下式により人口構造要因（𝑃𝑆(𝑡),,）と

モビリティ要因（𝑃𝑀(𝑡),,）に分解する。

𝑃𝑆(𝑡),, =
𝑀𝑠(𝑡),,

𝑀𝑠(1994),,

𝑃𝑀(𝑡),, =
𝑀(𝑡),,

𝑀(1994),, × 𝑃𝑆(𝑡),,

以下では、𝑃𝑆(𝑡),,を（1994 年を基準とした）𝑡年の人口構造比、𝑃𝑀(𝑡),,を（1994 年

を基準とした）𝑡年のモビリティ比と、それぞれ表現する。1994 年の男女年齢別移動状況が

変わらないと仮定した場合、𝑡年の移動数は 1994 年の移動数に𝑡年の人口構造比を乗じた値

となり、これにさらに𝑡年のモビリティ比を乗じた値が実際の𝑡年の移動数となる。 

なお、移動数の非常に少ない出発都道府県・到着都道府県の組み合わせが多く存在するた

め、実際の計算にあたっては、出発都道府県別に到着地は地域ブロック別、到着都道府県別

に出発地は地域ブロック別に、それぞれ算出する。今回の分析での地域ブロックの区分は、

表 1 のとおりである。 

表 1 本稿での分析における地域ブロックと対応する都道府県 

2 「住基台帳人口」における 2015 年以降の最高年齢階級は「100 歳以上」である。 
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0.8 -
0.75 - 0.8
0.7 - 0.75
0.65 - 0.7
- 0.65

500 0 500250 km

男

女

秋田：0.552

東京：0.984

秋田：0.521

東京：0.910

出発都道府県が到着地の地域ブロックに含まれる場合（また、到着都道府県が出発地の地

域ブロックに含まれる場合）は、到着地（出発地）の地域ブロックから当該都道府県を除外

した地域を単位とした。たとえば、出発地が徳島県で到着地の地域ブロックが四国の場合、

到着地は香川・愛媛・高知を合わせた地域とした。こうして、北海道を除く 46 都府県では

11 ブロック、北海道では（北海道を除く）10 ブロックとの間の転入数と転出数の変化に関

して、人口構造比とモビリティ比を算出した。 

 

４．分析結果 

 分析結果について、以下では 1994～2024 年の変化と、コロナ禍およびコロナ前後のモビ

リティ変化に分けて記す。なお、今回はとくに非東京圏に属する道県と東京圏との間の人口

移動傾向の変化に焦点を絞ることとし、東京圏以外の地域ブロックとの間の人口移動傾向

の変化については稿を改めたい。 

 

４－１．1994～2024 年の変化 

 まず転出数について、1994 年を 1 とした場合の 2024 年の人口構造比は図 2 のとおりと

なった。本図は、1994 年の男女年齢別転出率が変化しなかったと仮定した場合の 2024 年

の 1994 年に対する転出数の比を意味している。この間の人口減少率が高い地域ほど値が小

さくなっており、最低は男女とも秋田県（男：0.552、女：0.521）となっている。一方、最

高は男女とも東京都（男：0.910、女：0.984）であるが、男女とも 1 は下回っている。1994

～2024 年にかけて、東京都ではほぼ一貫して人口が増加してきたが、転出率の高い若年人

口は減少傾向であるため、2024 年に期待される転出数は 1994 年よりも少なくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  1994 年を基準とした 2024 年の転出人口構造比 
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女

また、1994 年を 1 とした場合の 2024 年の転出モビリティ比は図 3 のとおりである。男

性については東北・北関東・北陸を中心として高い県が目立ち、最高は群馬県（1.251）と

なっている。女性は全都道府県について男性のモビリティ比を上回り、最高は沖縄県（1.408）

となった。一方、最低は男女とも東京都（男：0.731、女：0.758）であった。分析の起点と

なっている 1994 年はバブル崩壊に伴い東京圏の転入超過数が一時的にマイナスになった

時期に相当し、東京圏からの転出傾向が強かったことには留意する必要があるが、東京都に

おける転出モビリティ低下の一因としては、東京圏出生者割合の上昇（小池・清水 2020）

があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3  1994 年を基準とした 2024 年の転出モビリティ比 

 

 転入数について 1994 年を 1 とした場合の 2024 年の人口構造比は図 4 のとおりである。

最低は男女とも宮城県（男：0.701、女：0.668）、最高は男女とも長野県（男：0.791、女：

0.806）となった。転出数に関しては、各都道府県における人口構造の変化が人口構造比に

直結するため都道府県間で大きな差があるが、転入数に関しても少なからず差がみられた。

転入数の人口構造比に関しては、転入元となっている都道府県の人口構造変化が大きな影

響を与える。宮城県の場合、人口減少率の高い東北各県からの転入が大半を占めるため転入

数が減少しやすく、逆に長野県では若年人口が比較的維持されている東京都や愛知県から

の転入の割合が高いため、転入数が減少しづらくなっていると解釈できる。人口構造が転出

数の変化に対して大きく影響することは容易に想像できるが、転入数の変化に対しても少
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なからぬ影響があることは新たな知見といえよう。 

1994 年を 1 とした場合の 2024 年の転入モビリティ比は図 5 のとおりである。上述のよ

うに東京圏の転入超過数が落ち込んでいた 1994 年と比較という点は留意する必要がある

が、最高は男女とも東京都（男：1.249、女：1.463）であった。非東京圏では男女とも 1 を

下回る道県が目立ち、最低は男女とも和歌山県（男：0.585、女：0.593）であった。非東京

圏のなかで男女とも 1 を上回ったのは、愛知県（男：1.133、女：1.212）、大阪府（男：1.080、

女：1.283）、福岡県（男：1.005、女：1.161）、沖縄県（男：1.237、女：1.451）の 4 府県

のみである。沖縄県を除いては府県内に広域中心都市以上の大都市（名古屋市、大阪市、福

岡市）が含まれており、この間に大都市への転入傾向が強まったことがうかがえる。ただし、

広域中心都市（札幌市、仙台市、広島市、福岡市）を含む福岡県以外の道県では、北海道（男：

0.830、女：0.859）、宮城県（男：0.905、女：1.052）、広島県（男：0.791、女：0.831）と

なっており、宮城県の女性以外ではすべて 1 を下回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4  1994 年を基準とした 2024 年の転入人口構造比 
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図 5  1994 年を基準とした 2024 年の転入モビリティ比 

４－２．東京圏・非東京圏間の変化 

 以下では、東京圏と非東京圏との間の人口移動に着目して記す。1994～2024 年における

東京圏と非東京圏との間の移動数の推移は図 6 のとおりである。 

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

図 6  非東京圏・東京圏間の移動数推移 
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図 6 で示した変化について、1994 年を 1 とした人口構造比とモビリティ比で表すと、そ

れぞれ図 7、図 8 のようになる. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 1994 年を基準とした人口構造比（非東京圏・東京圏間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 1994 年を基準としたモビリティ比（非東京圏・東京圏間） 
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図 8 で示したモビリティ比について、転出数に関しては男女とも総じて上昇傾向である

が、とくに女性の上昇傾向が著しい。リーマンショックや東日本大震災の影響を受ける形で、

2008～2011 年頃は一時的に低下の傾向もみられるが、その後はコロナ前の 2019 年まで大

幅に上昇している。図 6 で示したように、女性の転出数は分析期間中概ね横ばいであり、

2024 年の移動数は 1994 年比で 0.976 であるが、人口構造要因を除去したモビリティ要因

でみれば、2024 年は 1994 年比で 1.449 となっており、人口構造要因による減少分がモビ

リティ要因により埋め合わせされていると解釈できる。転出モビリティ比の男女差の要因

はいくつか考えられるが、大学進学率が大きな影響を及ぼしていることは疑いないだろう。

文部科学省『学校基本調査』によれば、1995 年時点の大学進学率は、男 40.7％、女 22.9％

と 17.8％ポイントもの開きがあったが、2023 年時点では男 60.7％、女 54.5％と、その差は

6.2％ポイントにまで縮小している。大学に進学するのであれば、選択肢の多い東京圏への

移動の割合が上昇することは自然といえよう。一方、転入数のモビリティ比は男女とも 2007

年まで一貫して低下した後、直近まで概ね横ばいとなっている。転出数のモビリティ比と比

較すると男女の差も小さいが、2011 年以降は女性の値が男性の値をやや上回って推移して

いる。 

４－３．コロナ禍およびコロナ前後における東京圏・非東京圏間のモビリティ変化 

 図 8 からも明らかなように、新型コロナウイルスの感染拡大により、東京圏と非東京圏

との間の人口移動のモビリティは大きく変動した。以下では、コロナ前の 2019 年のモビリ

ティ比を基準とし、下記の指標によりコロナ禍およびコロナ前後における変化を観察する。 

コロナ禍における指標＝

2020～2022 年のモビリティ比の平均値／2019 年のモビリティ比

コロナ前後における指標＝

2024 年のモビリティ比／2019 年のモビリティ比

東京圏・非東京圏全体の値は表 2 のようになった。転出数に関してはコロナ禍において

モビリティ比が大きく低下したが、コロナ後においてはほぼコロナ前に回帰した。転入数に

関してはコロナ禍においてモビリティ比が大きく上昇したが、コロナ後においてはやはり

ほぼコロナ前に回帰した。男女で比較すると、コロナ禍において転出数のモビリティ比は女

性の低下率が大きく、転入数のモビリティ比は女性の上昇率が高かった。一方コロナ後にお

いて、男性は転出数のモビリティ比がコロナ前を上回り、転入数のモビリティ比はコロナ前

を下回ったのに対して、女性は転出数のモビリティ比・転入数のモビリティ比ともにコロナ

前の水準には戻りきっていない。上述のように、転出数のモビリティ比はコロナ前まで男女

間で拡大してきたが、コロナ禍はその傾向に歯止めをかけたといえるかもしれない。 
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※転出は非東京圏から東京圏、転入は東京圏から非東京圏

男 女 男 女

コロナ禍 0.950 0.928 1.032 1.052

コロナ前後 1.002 0.987 0.982 1.007

転出 転入

表 2 非東京圏・東京圏間のモビリティ変化指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて、非東京圏における道府県別の指標をみていく。図 9 は、転出数のモビリティ比に

ついてコロナ禍における指標を示したものである。男女とも大半の道県で低下しており、非

東京圏に属する 43 道府県のうち、男性は 40 道府県、女性は 42 道府県で 1 を下回った。最

高値は男性が滋賀県（1.043）、女性が福井県（1.019）、一方最低値は、男性が鹿児島県（0.868）、

女性が山形県（0.854）である。転出数のモビリティについて、コロナ前後における指標を

みると（図 10）、一転してコロナ前の値を下回る道県は大幅に減少し、男性で 19 道府県、

女性では 22 府県で 1 を下回った。総じて、北陸・近畿・四国などでコロナ前のモビリティ

を上回る府県が多くなっており、最高値は男性が滋賀県（1.138）、女性が愛媛県（1.107）

となった。最低値は男女とも秋田県（男：0.930、女：0.904）であり、秋田県以外でも東北

地方は転出モビリティ比がコロナ前の水準に戻っていない県が目立っている。 

図 11 は、転入数のモビリティ比についてコロナ禍における指標を示したものである。コ

ロナ禍においては非東京圏に属する大半の道県において転入数のモビリティ比は上昇し、

男性は 34 道府県、女性は 39 道府県で 1 を上回った。最高値は男性が宮崎県（1.129）、女

性が福井県（1.177）、最低値は男性が愛知県（0.960）、女性が山形県（0.975）である。転

入数のモビリティ比についてコロナ前後の指標をみると（図 12）、コロナ前の値を上回る道

県は大幅に減少し、男性で 14 府県、女性で 18 府県において 1 を上回った。最高値は男性

が熊本県（1.100）、女性が福井県（1.171）、最低値は男性が青森県（0.876）、女性が岩手県

（0.894）である。男女とも、北関東・甲信（山梨県、長野県）では全県が 1 を上回ってい

るほか、西日本にも 1 を上回る府県が散見される一方で、東北地方の各県は軒並みコロナ

前の水準を下回っている。 
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図 9 コロナ禍における東京圏との間の変化指標（転出モビリティ） 

図 10 コロナ前後における東京圏との間の変化指標（転出モビリティ） 
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図 11 コロナ禍における東京圏との間の変化指標（転入モビリティ） 

図 12 コロナ前後における東京圏との間の変化指標（転入モビリティ） 
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５．おわりに 

 本稿では、「住基台帳移動」から得られる 1994～2024 年の都道府県間人口移動数を人口

構造要因とモビリティ要因に分解し、そのなかでとくにコロナ禍とコロナ前後における東

京圏・非東京圏間のモビリティ要因に着目して分析を行った。その結果、得られた知見は概

ね下記 3 点にまとめられる。 

 第 1 に、人口構造の変化が移動数変化に及ぼす影響は、とくに転出数に関して大きいが、

転入元の人口構造の変化に起因して、転入数に関しても少なからず地域差がみられた。一般

に、人口構造が人口移動に及ぼす影響については無視されがちであるが、人口構造要因が転

出数・転入数に対して地域差を伴いながら継続的な減少圧力となることは常に念頭に置い

ておく必要がある。第 2 に、コロナ禍の状況を男女別にみると、女性において非東京圏から

東京圏への転出モビリティの低下、および東京圏から非東京圏への転入モビリティの上昇

が目立った。転出モビリティに関しては、コロナ前までほぼ一貫して男女差が拡大し、とく

に女性のモビリティ上昇が著しかったが、コロナ禍でその傾向に歯止めがかかったように

みえる。これが一時的なものか、あるいはある程度長く続く傾向かは現時点では不明である

が、コロナ禍における男女間のモビリティ比の縮小の要因を解明することにより、今後の見

通しも立てやすくなるだろう。第 3 に、コロナ前と比較して転入モビリティが大幅に上昇

した地域は、東京圏から距離的に近い県が大半であるが、西日本においても散見された。コ

ロナ禍に伴ってテレワークが普及するとともに、関東地方のなかでも郊外地域への移住傾

向が強まったことは多く指摘されている。北関東・甲信地域における転入数のモビリティ比

の上昇は、こうした傾向を反映したものと考えられるが、コロナ後においても西日本の府県

で散見される高い転入モビリティ比の要因には、コロナ以外の要因も含まれている可能性

がある。たとえば、コロナ後前後の指標において男女で最高値となった熊本県と福井県は、

それぞれ大規模半導体工場の立地および北陸新幹線の延伸という産業・交通面でのイベン

トがあり、それらの影響が多分に含まれていることも考えられる。コロナ禍が各地域の人口

移動に及ぼした影響を精査するには、こうした特殊要因によるモビリティ変化を除外する

必要がある。 

 上記においても今後の課題に触れているが、その他の短期的な課題としては主に 2 点挙

げられる。1 点目は、年齢別の分析である。今回は、1994～2024 年という比較的長期間の

分析を目的のひとつとして、2024 年の男女年齢別移動率を標準率とした間接標準化を行っ

たが、そのために年齢別の分析は行えていない。コロナ前までに観察された非東京圏から東

京圏への転出数のモビリティ比拡大の要因のひとつとして、女性を中心とした進学率の上

昇を挙げたが、それがどの程度寄与しているかは年齢別の動向を丁寧に分析していく必要

がある。ただし、「住基台帳移動」において年齢別移動数が公表されるようになるのは 2010

年以降であるため、長期間の分析を行うには「国勢調査」や「学校基本調査」など他の統計

も併用することが求められるであろう。2 点目は、外国人を含めた分析である。「住基台帳

移動」によれば、2024 年における日本人の東京圏の転入超過数は 119,337 人であるが、外
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国人を含めた転入超過数は 135,843 人であり、外国人だけでも 1 万 6 千人以上の転入超過

であることが知られる。外国人人口の急増に伴い、国内人口移動に占める外国人の影響力も

強まっており、今後は外国人も含めた分析が不可欠といえる。「住基台帳移動」および「住

基台帳人口」では、2014 年以降において外国人も含めた移動数や人口が表章されているた

め、現時点で 10 年間程度であれば時系列分析が可能である。都道府県別には母数が少なく

なるため、本稿で行ったような「都道府県×地域ブロック」の分析は難しい可能性が高いが、

基本的には本稿と同様の間接標準化により、外国人の人口移動も人口構造要因とモビリテ

ィ要因への分解が可能であろう。令和 7 年度前半は、これらの分析に取り組む予定である。 
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2000 年代以後の全国と三⼤都市圏の別にみた⽉別⼈⼝動態の趨勢
菅桂太・⼩池司朗・鎌⽥健司

1．はじめに
本研究では 1995 年 1 ⽉から 2024 年 11 ⽉の「⼈⼝動態統計」による都道府県別出⽣数

と死亡数並びに 2000 年 1 ⽉から 2025 年 3 ⽉の「住⺠基本台帳⼈⼝報告」都道府県間転⼊
数と転出数を⽤いて、⽉別変動のパターンを地域別に分析することを⽬的とする。これら動
態件数の⽉別系列には季節性（1 年のなかの⽉による系列の安定な変化）が認められるため、
センサス局法を⽤いて季節成分分解を⾏い、中⻑期的な趨勢の変化（1 年を超える系列の趨
勢的な変化）を観察した。とくに、新型コロナ感染症の流⾏が始まり、最初の緊急事態宣⾔
が発出された 2020 年 4〜5 ⽉前後に、趨勢の変化があったのか否かについて検証すること
を⽬的とする。

2020 年に始まった新型コロナウイルス感染症の世界的な⼤流⾏は、直接的な健康被害へ
の影響だけでなく、多くの国々で法的な都市封鎖が実施され⼈流・物流に甚⼤な影響を招く
とともにオンライン会議や在宅勤務（テレーワーク）の増⼤等の社会の有り様を⼤きく変え
る影響を及ぼしている。新型コロナウイルス感染症の影響は広範で甚⼤であったため、最新
データに基づく現在の状況の精確な把握が重要となり、わが国においても速報性が重視さ
れて関連する統計の 2 次的な取りまとめが多くなされてきた。なかでも⼈⼝動態に関する
統計として、出⽣と死亡については「⼈⼝動態統計⽉報」が約 5 ヶ⽉後（⼦の住所地と死亡
者の住所地についての件数）1、「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告⽉報」が調査⽉の 2 ヶ⽉後に、
都道府県別の実数が公表されている。しかし、これらの⼈⼝動態には季節性がある。死亡の
場合には 6〜9 ⽉に 5〜10％少なく、12 ⽉から翌 1 ⽉に 10〜15％多くなっている。出⽣も
7〜9 ⽉に 5%ほど多い。⼈⼝移動については 3〜4 ⽉に集中しており、他の⽉の 2〜2.5 倍
という規模になっている。そのため、新型コロナウイルス感染症が流⾏する前から地域⼈⼝
の変化について最⼩限のタイムラグをおいた最新の⼈⼝変化の状況を知ることができたの
だが、⽉別原系列は 当該地域で現在総⼈⼝はどの程度の速度で減少しているのかという最
も基本的な事実について客観的な知⾒を得ることが難しい季節変化を含んでいる。本研究
では、経済統計に広く適⽤され⼀般的・標準的な季節調整（季節成分分解）の⼿法であるセ
ンサス局法を⽉別⼈⼝動態の系列に適⽤し、季節性のパターンと⼀時的な撹乱的変動を除
去した中⻑期的な趨勢の変化について分析する。

1 「⼈⼝動態統計速報」が調査⽉の約 2 ヶ⽉後に届出地についての件数を取りまとめ報告して
いるが、届出地の地域が住所地とどのような関係にあるのかは定かではない。また、⽇本にお
ける外国⼈、外国における⽇本⼈と前年以前に発⽣したものを含む。本研究では「⼈⼝動態統
計（確定数）」と同⼀の観察対象について、同⼀の地域を表章する⽉報を⽤いた。

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））
「ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究」
課題番号23AA2005（研究代表者 小池司朗）
令和６年度 総括研究報告書　令和7(2025)年3月
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 本研究は、センサス局法という経済統計の領域で標準的な⼿法を⽤いることによって⼈
⼝動態系列からも簡便に季節性を除去し（⽉別系列の背後にある）中⻑期的な趨勢の観察が
可能であることを⽰すことを⼀つの⽬的としている。そのため、詳細は後述の通り、センサ
ス局法には多彩なモデリングオプションがあるものの、詳細なモデルの精緻化には⽴ち⼊
らずに初期設定を⽤いることとする。分析モデルの精緻化により結果は変わりうる可能性
があることに留意されたい。また、同じ理由で⼈⼝動態件数「実数」を分析対象とする。わ
が国の⼈⼝は急速な少⼦⾼齢化が進⾏しており、分⺟⼈⼝の変化により出⽣数と移動数は
減少、死亡数は増加傾向にある。⻑期的な趨勢の観察においては⼈⼝（年齢）構造の影響を
除去する「率」の観察が重要であるが、季節性の分析は典型的には 1 年以内の期間の変化の
ような 短期の系列変化に着⽬した分析である。本研究が「数」を対象とする分析であるこ
と、新型コロナウイルス感染症の流⾏が始まった後の期間のせいぜい 2〜3 年程度のスパン
の変化に注⽬する分析であることに留意されたい。 
 著者らは 2022 年に⽉別⼈⼝動態の最新の動向について（センサス局法を援⽤した季節成
分分解の結果について）のモニタリングを開始し、概ね半年に⼀回程度の頻度で結果を報告
してきた2。センサス局法は、ごく⼤雑把に⾔えば中⼼化（対称な）移動平均（当該⽉と前
後同⼀期間幅の平均）によって季節成分を除去する⼿法である。最新の趨勢の算出には将来
についての（最⼤ 7 年間程度の）観測値を要求する。そのため、季節成分分解の分析⼀般
に、新しいデータが加わる度に推定結果が変化するという「時系列の不安定性」の問題がつ
きまとう。分析上関⼼が⾼い最新の期間において「時系列の不安定性」の影響は⼤きくなる
という本質的に難しい問題である。⼀⽅で、本稿執筆時点の分析において 2024 年 11 ⽉ま
での「⼈⼝動態統計 ⽉報」と 2025 年 3 ⽉までの「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告 ⽉報」の
結果を利⽤することができるようになっており、本研究が最も着⽬する時期（2020 年前半）
については、このような不安定性の影響を⼤きくは受けなくなってきた分析結果を⽰すも
のである。他⽅で、死亡数については新型コロナウイルス感染症の流⾏が始まった 2020 年
は従来からの趨勢と⽐べて減少したものの 2022 年以後かなり多く推移しており、最新の状
況については今後公表されるデータ次第で結果が変わる可能性があることに留意されたい。 
 
2．分析⼿法 
2.1．センサス局法の概要 
 センサス局法として知られる季節調整の⽅法には膨⼤な先⾏研究が存在し、数々のバー
ジョンアップを重ねてきたが、最新のものは X-13-ARIMA-SEATS と呼ばれる。この X-13-
ARIMA-SEATS では、季節調整（季節成分分解）⼿法の基本的な考え⽅として、X-11 アル
ゴリズムが選択できる。X-11 は 1950 年代半ばに⽶国センサス局で開発され、1960 年代半
ばに確⽴（Shiskin et. al 1967，Ladiray & Quenneville 2001）したものであり、極めて⻑い

 
2 菅他（2022），Suga et al.（2023a），菅他（2023b），Suga et al.（2024a），菅他（2024b）。 
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歴史を有し、広く⽤いられている（X-11 族に関して膨⼤な⽂献が存在）。 
X-11 には、時系列の最新部分に中⼼化フィルターを⽤いることができないため、新たな

データが利⽤可能になる度に最新期間の調整結果に相対的に⼤きな改訂を余儀なくされる
という「時系列の不安定性」の問題があった。このような問題に対して、時系列解析モデル
（Auto Regressive Integrated Moving Average, ARIMA）を⽤いて系列の最古と最新部分を
補うという対処法が考案され、1970~1980 年代にかけて X-11-ARIMA は確⽴した。さらに、
X-11 の季節性フィルターと ARIMA モデルを発展させた regARIMA モデルを組み込んだ
X-12-ARIMA は 2000 年前後に確⽴している（Findley et. al 1998）。

2010 年代に⼊り登場した X-13-ARIMA-SEATS は、1990 年代末にスペイン銀⾏で開発さ
れ欧州諸国で広く⽤いられる TRAMO-SEATS（Time Series Regression with ARIMA Noise 
Missing Observations and Outliers‒Signal Extraction in ARIMA Time Series，Gómez & 
Maravall 1996）を組み込み、X-12-ARIMA とともに利⽤できるようにしたものである。
TRAMO-SEATS 法は「季節性フィルターとして Wiener-Kolmogorov フィルターをベース
にした信号抽出の⼿法を⽤いており、無限の過去から無限の未来までの観測値が存在する
と想定した場合の最⼩⼆乗法によるデータ空間への射影として数理的な最適な分解を⾏う
ものである⼀⽅、分析にあたって仮定される制約がやや強く恣意的な部分や合理的でない
と考えられる部分がある（⾼部 2009）」とされる。本研究では X-13-ARIMA-SEATS プロ
グラムを利⽤するが、季節調整（季節成分分解）⼿法の基本的な考え⽅として X-11 フィル
ターを利⽤しており、「時系列の不安定性」の問題に対処するための最新部分の系列値の予
測には regARIMA モデルを⽤いた。X-13-ARIMA-SEATS では regARIMA モデルの⾃動選
択機能に TRAMO アルゴリズムとほぼ同等の⼿法が採⽤されており（U.S. Census Bureau
2020）、X-12-ARIMA に TRAMO を組み合わせたものを⽤いていることになる。

2.2．センサス局法の構成と利⽤ 
季節調整（季節成分分解）についてのセンサス局法 X-12-ARIMA は、次の三段階の要素

（もしくは⼿順）から成る。第⼀段階は regARIMA を⽤いた事前調整パートである。第⼆
段階は X-11 フィルターを適⽤する季節成分分解である。第三段階では、事前調整や季節成
分分解の良好さに関する種々の統計量が計算される。センサス局法の⼿法に関する先⾏研
究には膨⼤な⽂献が存在し、その網羅的なレビューは本稿の⽬的とするものではない。本稿
では分析結果の解釈に直接関わる部分のみを取り上げることとし、2.3 節で第⼀段階の事前
調整、2.4 節で季節成分分解のための X-11 フィルターについて扱う。 

X-13-ARIMA-SEATS プログラムは、基本的には初期設定のまま利⽤した。ただし、3 つ
の項⽬を追加的に設定している。1 つ⽬は、regARIMA モデルの⾃動選択にあたり、初期モ
デル（𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴ሺ0,1,1ሻሺ0,1,1ሻଵଶ）を特定する際に曜⽇効果とイースター効果の統計的な有意
性に関する AIC テストを追加し、統計的に有意な場合には季節性 ARIMA モデルを適⽤す
る残差からこれらの効果を除外するようにした。2 つ⽬は、初期設定では外れ値の類型とし
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て加法的外れ値と⽔準変化しか検索しないが、減衰的外れ値についても⾃動探索の対象と
した（これら外れ値の類型は 2.3 節に後述）。先述の通り、本研究では季節性フィルターに
SEATS ではなく X-11 を⽤いる。以上の設定でモデル識別を実施したところ、最終的な季
節性移動平均フィルターの次数として 3x9 が選択される場合があり、5 年前と 5 年後の同
⽉の観測値が移動平均の算出に⽤いられることがあった。そのため、X-11 フィルターを適
⽤するインプットデータの作成にあたっては、最終的に⾃動識別された regARIMA モデル
を⽤いて 5 年間の予測値を得た（X-13-ARIMA-SEATS プログラムの初期設定では
regARIMA モデルを⽤いた事前調整が⾏われる場合には 12 ヶ⽉の予測値が⾃動的に算出さ
れ⽤いられる）。 
 本研究は都道府県別の⽉別⼈⼝動態系列（出⽣数、死亡数、都道府県間転⼊数と転出数）
を対象として季節成分分解を実施する。本稿では、膨⼤な分析結果を全国と三⼤都市圏3に
縮約して主要な分析結果を⽰すこととした。三⼤都市圏の季節成分分解を⾏う場合、これら
地域を構成する都道府県各々の季節成分分解の結果を集計する⽅法（間接分解; indirect 
adjustment もしくは composite adjustment）と、三⼤都市圏（合計値）を直接分解する⽅法
（direct adjustment）がある。地域によって季節性（系列の変動パターン）が異なるなら間
接調整が好ましい（合計系列では 2 つの地域の変動が打ち消し合い失われることがあるた
め）。⼀⽅、対象地域の季節性（と中⻑期の変動）が同じパターンなら、合計系列に対する
直接調整が好ましいとされる（撹乱が均され，複数の地域の季節性がお互いに補完しあうた
め）。本研究では、全国・三⼤都市圏についての間接分解の分析結果を取り上げる4。 
 
2.3．季節成分分解のための事前調整 
 センサス局法 X-12-ARIMA における季節成分分解の第⼀段階の事前調整パートでは、
ARIMA モデルを⽤いて原系列を近似（記述）し、「時系列の不安定」の問題に対処するため
に将来の⼀定期間（X-11 による中⼼化移動平均の算出に必要な期間）についてのモデル予
測値を得ることを⽬的とする。そもそも ARIMA モデルは独⽴同分布の定常な確率項（ホワ
イト・ノイズ）を⽤いて原系列を記述するモデルであり、このパートの⽬的はホワイト・ノ
イズから原系列を（統計的によりよく）復元できる関数を発⾒することである。また、ARIMA
モデルの係数推定値と予測値は種々の外れ値（Outliers）の存在に対し極めて敏感に反応す
ることが知られており（たとえば Burman and Otto 1989）、予測値を得る際には曜⽇構成効
果（Trading day effects）等のカレンダー効果と呼ばれる 時系列に固有な構造的影響ととも

 
3 東京圏（埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋圏（岐⾩県、愛知県、三重県）、⼤阪
圏（京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県）、⾮⼤都市圏（その他の道県）とした。 
4 ただし、間接修正は、個別都道府県についての分解結果を⾜し上げたものであり、三⼤都市
圏についての推定結果（regARIMA モデルが識別した外れ値等）について⾔及する場合には直
接分解の結果を参照している。 
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に外れ値の影響を除去することが重要とされる。以下では、センサス局法で採⽤されている
TRAMO アルゴリズムにおける regARIMA モデルの⾃動選択⽅法の概要を紹介する。詳細
は、U.S. Census Bureau（2020：4 章及び 7.2 節）を参照されたい。 
 まず、原系列を対数変換することが望ましい場合には変換を⾏う（対数変換を実施する場
合には、次節で紹介する X-11 フィルターの適⽤にあたっても乗法モデルを⽤い、そうでな
い場合には加法モデルを⽤いる）。そのうえで、曜⽇構成効果等のカレンダー効果や定数項
と外れ値の探索と季節性 ARIMA モデルの次数の選択を⾏う。最後に、選択されたモデルを
⽤いて、カンレだー効果や外れ値の影響を取り除いた予測値を算出し、X-11 フィルターを
適⽤するインプットデータを作成する。 
 ⼀般に、⽉別データ𝑧௧についての季節性𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴ሺ𝑝,𝑑, 𝑞ሻሺ𝑃,𝐷,𝑄ሻଵଶモデルは次式で特定され
る独⽴同分布で平均ゼロの確率項𝑎௧の関数である。 

𝜙ሺ𝐵ሻΦሺ𝐵ଵଶሻሺ1 െ 𝐵ሻௗሺ1 െ 𝐵ଵଶሻ𝑧௧ ൌ 𝜃ሺ𝐵ሻΘሺ𝐵ଵଶሻ𝑎௧ 
ここでは𝐵は期間を交代させるラグオペレーター（𝐵𝑧௧ ൌ 𝑧௧ିଵ）、𝜙ሺ𝐵ሻ ൌ ൫1 െ 𝜙ଵ𝐵 െ⋯െ

𝜙𝐵൯は⾮季節性⾃⼰相関オペレーター、𝜃ሺ𝐵ሻ ൌ ൫1 െ 𝜃ଵ𝐵 െ⋯െ 𝜃𝐵൯は⾮季節性移動平均
オペレーター、Φሺ𝐵ଵଶሻ ൌ ሺ1 െΦଵ𝐵ଵଶ െ ⋯െΦ𝐵ଵଶሻは季節性⾃⼰相関オペレーター、
Φሺ𝐵ଵଶሻ ൌ ൫1 െΦଵ𝐵ଵଶ െ ⋯െΦொ𝐵ଵଶொ൯は季節性移動平均オペレーターである。ሺ1 െ 𝐵ሻௗሺ1 െ

𝐵ଵଶሻ𝑧௧は、⽉別系列𝑧௧の𝑑回の階差と同じ⽉（12 ヶ⽉前）の𝐷回の階差をとるという操作に
対応する。regARIMA モデルは観察される系列𝑦௧の平均を説明する次の回帰式を⽤いて季
節性𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴ሺ𝑝,𝑑, 𝑞ሻሺ𝑃,𝐷,𝑄ሻଵଶモデルを拡張する。 

𝑦௧ ൌ𝛽𝑥


 𝑧௧ 

つまり、regARIMA モデルは⽉別系列観測値をカレンダー効果や外れ値で説明する回帰式
の残差について季節性𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴ሺ𝑝,𝑑, 𝑞ሻሺ𝑃,𝐷,𝑄ሻଵଶモデルを適⽤するものである。 
 X-13-ARIMA-SEATS プログラムが regARIMA モデルについて⾃動探索する構造的な要
因𝑥としては、曜⽇効果（⽉別の⽇曜⽇の数からの各曜⽇の数の差に対応する 6 つの変数で
識別）、イースター効果の他、次の 3 種類の外れ値（Outliers）がある。 
 第⼀の外れ値は、加法的外れ値（Additive Outlier、以下 AO と略記する）であり、特定
の⽉に 1 をとり、その他は 0 の以下のダミー変数𝐴𝑂௧

ሺ௧బሻによって識別される。 

𝐴𝑂௧
ሺ௧బሻ ൌ ൜

1 𝑓𝑜𝑟 𝑡 ൌ 𝑡
0 𝑓𝑜𝑟 𝑡 ് 𝑡

 

 第⼆の外れ値は、⽔準変化（Level Shift、以下 LS と略記する）であり、特定の⽉より前
は−1、特定の⽉以後は 0 をとる以下のダミー変数𝐿𝑆௧

ሺ௧బሻによって識別される。通常は特定の
⽉以後に 1 をとるダミー変数が想起されることが多いと思われるが、X-13-ARIMA-SEATS
プログラムの⽔準変化効果は最新時点の値をベースとするため特定の⽉より前の値をシフ
トさせている。 
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𝐿𝑆௧
ሺ௧బሻ ൌ ൜

െ1 𝑓𝑜𝑟 𝑡 ൏ 𝑡
0 𝑓𝑜𝑟 𝑡  𝑡

 

 第三の外れ値は、減衰的変化（Temporary Change、以下 TC と略記する）であり、特定
の⽉より前は 0、特定の⽉以後は指数的に減衰する値をとる以下の変数𝑇𝐶௧

ሺ௧బሻによって識別
される。 

𝑇𝐶௧
ሺ௧బሻ ൌ ൜

0 𝑓𝑜𝑟 𝑡 ൏ 𝑡
𝛼௧ି௧బ 𝑓𝑜𝑟 𝑡  𝑡

 

ここで𝛼は従来⽔準への減衰率に対応するパラメータであり（0 ൏ 𝛼 ൏ 1）、初期値は 0.7 に
なっている。 
 なお、X-13-ARIMA-SEATS プログラムでは次の⼿順で外れ値の⾃動選択をおこなってい
る。まずカレンダー効果が F 値修正 AIC を⽤いて統計的に有意なのかを計測し、統計的に
有意ならこれらを加えたモデルを⽤いる（さらに定数項が統計的に有意なのかテストし有
意なら加える）ことで外れ値を探索するための初期モデルを識別する。そのうえで、概ね次
の[1]から[4]の⼿順で外れ値を探索する。[⼿順 1]観測期間中の各⽉に対して、探索する種
類の外れ値を⼀つずつモデルに加えた場合の t 値を算出する。外れ値候補に対して算出され
た t 値のなかで、最も⼤きな t 値が閾値（観測値数に依存するが 4 前後の⾼めの⽔準が⽤い
られる）を超えるならモデルに加える。[⼿順 2]前の⼿順で発⾒した外れ値を加えたモデル
を⽤いて[⼿順 1]を再度実施し、閾値を上回る外れ値を発⾒できなくなるまで探索を続ける。
[⼿順 3]新たな外れ値を追加することができなくなったら、すべての外れ値候補を投⼊した
モデルで各外れ値の t 値を算出し、閾値を下回るものがあれば最⼩の外れ値をモデルから除
外する。[⼿順 4]前の⼿順で除外した変数を除く新たなモデルで[⼿順 3]を再度実施し、す
べての外れ値を同時に⽤いたモデルにおいて各外れ値の t 値が閾値を上回るようになった
ら探索を終了する。

ただし、実際には、季節性𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴ሺ𝑝,𝑑, 𝑞ሻሺ𝑃,𝐷,𝑄ሻଵଶモデルの 階差と ARMA 次数の選択と
同時に 外れ値等の探索が⾏われる。そのため、まず初期モデル（𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴ሺ0,1,1ሻሺ0,1,1ሻଵଶ）
を⽤いてカレンダー効果と定数項、外れ値等についてのモデル選択を⾏う。識別された説明
変数を⽤いて単位根検定により階差が決められ、ベイズ情報量基準（BIC）を⽤いて ARMA
次数を更新する。そのうえで、選択された𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴ሺ𝑝,𝑑, 𝑞ሻሺ𝑃,𝐷,𝑄ሻଵଶモデルの残差が初期モ
デルよりも好ましい性質を持つことを確認し⾃動選択された𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴ሺ𝑝,𝑑, 𝑞ሻሺ𝑃,𝐷,𝑄ሻଵଶモデ
ルの⽅が優れているなら、外れ値等を含む説明変数の探索を再度実施する。最後に単位根検
定とモデル係数の有意性を確認する、という操作を何度か繰り返すことになる。

2.3．季節成分分解 X-11 の基本的な考え⽅ 
季節成分分解は原系列𝑌௧を、乗法モデルもしくは加法モデルのうち統計的に好ましいモデ

ルを⽤いて、趨勢系列𝑇௧、複合季節成分𝑆௧、撹乱成分𝐼௧の 3 要素に分解することを⽬的とす
る。
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𝑌௧ ൌ 𝑇௧ ∙ 𝑆௧ ∙ 𝐼௧ ቀ乗法モデルቁ

𝑌௧ ൌ 𝑇௧  𝑆௧  𝐼௧ ቀ加法モデルቁ

趨勢系列（Trend-cycle series）は、原系列のうち 1 年を超える期間の趨勢的（周期的）な変
化を抽出する。複合季節成分（Combined Seasonal, trading day, and holiday factor）は、原
系列のうち 1 年以内の期間の安定な（周期的）変化を抽出する。撹乱成分（Irregular factor）
は、これら趨勢系列や複合季節成分によらない（カレンダー効果も含まない）短期的なショ
ックに対応する。 
 季節調整済み系列𝐴௧とは、原系列から複合季節成分を除去したものであり、季節成分分解
結果から𝑌௧ ൌ 𝑇௧ ∙ 𝐼௧もしくは𝑌௧ ൌ 𝑇௧  𝐼௧として得られるものである。なお、regARIMA モデ
ルが識別した外れ値及び曜⽇効果等のカレンダー効果を除去した事前調整済み系列に対し
て X-11 は季節成分分解を⾏うが、⽔準変化（LS）は最終的な趨勢系列に含まれ（最終的な
趨勢系列に LS は戻される）、また加法的外れ値（AO）と減衰的外れ値（TC）は最終的な撹
乱成分に含まれることから、季節調整済み系列に含まれることになる。カレンダー効果は複
合季節成分を構成する要素であり、季節調整済み系列からは除外されることになる。

X-11 フィルターは、事前調整済み原系列に 2 種類の中⼼化移動平均（中⼼化 MA）を繰
り返し適⽤することで原系列を 3 つの要素に分解する⼿法である。2 種類の中⼼化移動平均
とは、隣あった⽉の平均（トレンド移動平均）と、同じ⽉について前後の年次の平均（季節
性移動平均）であり、前者を趨勢系列の推定に、後者を季節成分の推定に⽤いる。X-11 の
基本アルゴリズムは、表 1 に⽰す通り概ね 3 段階で、これら 2 種類の中⼼化移動平均（MA）
を繰り返し適⽤することによって構成される。 

第⼀段階では、事前調整済みの⽉次原系列𝑌෨௧にトレンド移動平均（当⽉を中⼼に 6 ヶ⽉前
〜6 ヶ⽉後の平均）を適⽤して趨勢系列初期値𝑇௧

ሺଵሻを推定し、事前調整済み原系列𝑌෨௧から趨
勢系列を取り除いた系列𝑆𝐼௧

ሺଵሻ（Seasonal-irregular）に季節性移動平均（⽉別の中⼼化移動平
均）を適⽤することで季節成分初期値𝑆௧

ሺଵሻを推定する。事前調整済み原系列𝑌෨௧からこの季節
成分初期値𝑆௧

ሺଵሻを除去すれば季節調整済み系列初期値𝐴௧
ሺଵሻを得る。 

第⼆段階では、季節調整済み系列初期値𝐴௧
ሺଵሻにトレンド移動平均を適⽤することで趨勢系

列中間値𝑇௧
ሺଶሻを推定し、事前調整済み原系列𝑌෨௧から趨勢系列中間値𝑇௧

ሺଶሻを取り除いた系列
𝑆𝐼௧

ሺଶሻに、季節性移動平均を適⽤して最終的な季節成分𝑆௧
ሺଶሻを推定する。事前調整済み原系列

𝑌෨௧から最終的な季節成分𝑆௧
ሺଶሻを除去すれば 最終的な季節調整済み系列𝐴௧

ሺଶሻが得られる。 
第三段階で、最終的な季節調整済み系列𝐴௧

ሺଶሻに トレンド移動平均を適⽤することで 最終
的な趨勢系列𝑇௧

ሺଷሻを推定する。最終的な季節調整済み系列𝐴௧
ሺଶሻから 最終的な趨勢系列𝑇௧

ሺଷሻを
除去すれば 最終的な撹乱成分𝐼௧

ሺଷሻが得られる。以上の⼿順により、事前調整済み原系列𝑌෨௧は、
趨勢系列𝑇௧

ሺଷሻ、季節成分𝑆௧
ሺଶሻ、撹乱成分𝐼௧

ሺଷሻに分解される。最終的な季節調整済み系列𝐴௧
ሺଶሻは、

これらのうち趨勢系列𝑇௧
ሺଷሻと撹乱成分𝐼௧

ሺଷሻから構成される。 
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表 1．X-11 の基本アルゴリズム（加法モデルの例） 
⼿順 処理内容 
1 (a) 中⼼化 12 項（2x12）トレンド MA による趨勢系列初期値𝑇௧

ሺଵሻの推定 

𝑇௧
ሺଵሻ ൌ

1
24

𝑌෨௧ି 
1

12
𝑌෨௧ିହ  ⋯

1
12

𝑌෨௧  ⋯
1

12
𝑌෨௧ାହ 

1
24

𝑌෨௧ା 

(b) 原系列𝑌෨௧から趨勢系列を取り除いた系列𝑆𝐼௧
ሺଵሻ（Seasonal-irregular）の推定 

𝑆𝐼௧
ሺଵሻሺൌ 𝑆௧  𝐼௧ሻ ൌ 𝑌෨௧ െ 𝑇௧

ሺଵሻ 
(c) 3x3 季節性 MA の適⽤及び中⼼化 12 項 MA を⽤いた標準化による季節成分
初期値𝑆௧

ሺଵሻの推定 

𝑆௧
ሺଵሻ ൌ 𝑆መ௧

ሺଵሻ െ ൬
1

24
𝑆መ௧ି
ሺଵሻ 

1
12

𝑆መ௧ିହ
ሺଵሻ  ⋯

1
12

𝑆መ௧ାହ
ሺଵሻ 

1
24

𝑆መ௧ା
ሺଵሻ ൰ 

 ただし、𝑆መ௧
ሺଵሻ ൌ

ଵ

ଽ
𝑆𝐼௧ିଶସ

ሺଵሻ 
ଶ

ଽ
𝑆𝐼௧ିଵଶ

ሺଵሻ 
ଷ

ଽ
𝑆𝐼௧

ሺଵሻ 
ଶ

ଽ
𝑆𝐼௧ାଵଶ

ሺଵሻ 
ଵ

ଽ
𝑆𝐼௧ାଶସ

ሺଵሻ  
(d) 季節調整済み系列初期値𝐴௧

ሺଵሻの推定 
𝐴௧
ሺଵሻሺൌ 𝑇௧  𝐼௧ሻ ൌ 𝑌෨௧ െ 𝑆௧

ሺଵሻ 
2 (a) トレンド（Henderson）MA による趨勢系列中間値𝑇௧

ሺଶሻの推定 

𝑇௧
ሺଶሻ ൌ  ℎ

ሺଶுାଵሻ𝐴௧ା
ሺଵሻ

ு

ୀିு

 

 ただし、ℎ
ሺଶுାଵሻは以下に⽰すሺ2𝐻  1ሻ項 Henderson MA ウェイトであり、9

項、13 項、23 項のなかからデータに合わせて（撹乱成分(t-1〜t 期)変化の平均
と趨勢系列(t-1〜t 期)変化の平均の⽐の⼤きさに応じて）⾃動選択される。ウェ
イトは対称であるため最初のሺ𝐻  1ሻ項を⽰した。 

9 項ሺ𝐻 ൌ 4ሻ: ଵ

ଶସଷଵ
ሼെ99,െ24, 288, 648, 805ሽ  

13 項ሺ𝐻 ൌ 6ሻ: ଵ

ଵଽ
ሼെ325,െ468, 0, 1100, 2475, 3600, 4032ሽ  

23 項ሺ𝐻 ൌ 11ሻ: 1
4032015

ሼെ17250,െ44022,െ63250,െ58575,െ19950, 54150,
156978, 275400, 392700, 491700, 557700, 580853ሽ

 

(b) 原系列𝑌෨௧から趨勢系列を取り除いた系列𝑆𝐼௧
ሺଶሻ（Seasonal-irregular）の推定 

𝑆𝐼௧
ሺଶሻሺൌ 𝑆௧  𝐼௧ሻ ൌ 𝑌෨௧ െ 𝑇௧

ሺଶሻ 
(c) 3x5 SMA の適⽤及び中⼼化 12 項 MA を⽤いた標準化による季節成分𝑆௧

ሺଶሻの
推定 

𝑆௧
ሺଶሻ ൌ 𝑆መ௧

ሺଶሻ െ ൬
1

24
𝑆መ௧ି
ሺଶሻ 

1
12

𝑆መ௧ିହ
ሺଶሻ  ⋯

1
12

𝑆መ௧ାହ
ሺଶሻ 

1
24

𝑆መ௧ା
ሺଶሻ ൰ 

 ただし、𝑆መ௧
ሺଶሻ ൌ

ଵ

ଵହ
𝑆𝐼௧ିଷ

ሺଶሻ 
ଶ

ଵହ
𝑆𝐼௧ିଶସ

ሺଶሻ 
ଷ

ଵହ
𝑆𝐼௧ିଵଶ

ሺଶሻ 
ଷ

ଵହ
𝑆𝐼௧

ሺଶሻ 
ଷ

ଵହ
𝑆𝐼௧ାଵଶ

ሺଶሻ 
ଶ

ଵହ
𝑆𝐼௧ାଶସ

ሺଶሻ 
ଵ

ଵହ
𝑆𝐼௧ାଷ

ሺଶሻ である。最終的な（D 表の作成では）季節性 MA の次数は⼤域的 MSR
（Moving Seasonality Ratios）を⽤いて 3x3、3x5、3x9 のなかから⾃動選択され
る。 
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(d) 最終的な季節調整済み系列𝐴௧
ሺଶሻの推定

𝐴௧
ሺଶሻሺൌ 𝑇௧  𝐼௧ሻ ൌ 𝑌෨௧ െ 𝑆௧

ሺଶሻ 
3 (a) Henderson MA による最終的な趨勢系列𝑇௧

ሺଷሻの推定

𝑇௧
ሺଷሻ ൌ  ℎ

ሺଶுାଵሻ𝐴௧ା
ሺଶሻ

ு

ୀିு

 

Henderson MA ウェイトは⼿順 2(a)と同様に⾃動選択される。 
(b) 最終的な撹乱成分𝐼௧

ሺଷሻの推定
𝐼௧
ሺଷሻ ൌ 𝐴௧

ሺଶሻ െ 𝑇௧
ሺଷሻ 

(c) 季節成分分解結果
𝑌෨௧ ൌ 𝑇௧

ሺଷሻ  𝑆௧
ሺଶሻ  𝐼௧

ሺଷሻ 
資料：Findley et al. (1998：Appendix A)並びに Ladiray and Quenneville (2001)を元に著者
作成。 

X-11 の実際の計算では、基本アルゴリズムを 3 回繰り返している。また、最初の 1〜2 回
の基本アルゴリズムの適⽤では、原系列𝑌෨௧から趨勢系列を取り除いた系列𝑆𝐼௧ を推定した後、
極端な値（extreme value）のウェイトを下げて季節性 MA を適⽤して季節成分を推定して
いる。また、趨勢系列が推定されると季節調整済み系列から撹乱成分が抽出されるが、1〜
2 回⽬の計算で識別された極端な撹乱成分を除去して 2〜3 回⽬の計算を開始する初期値と
している。このように X-11 は慎重に 原系列を 中⻑期的な（1 年を超える期間の）趨勢の
変化を⽰す趨勢系列、1 年なかの⼀定の定期的な（周期的な）パターンを⽰す複合季節成分、
短期的な繰り返しのないショックである撹乱成分という 3 つの要素に分解し、原系列から
複合季節成分（特定の⽉に指標が⼤きくなりやすい効果、どの程度⼤きくなるかは変化しう
る）を除去するための⼿法となっている。強い季節性を⽰す系列の変化を調べるときに利⽤
される最も簡便かつ有⽤な指標は対前年⽐であると思われるが、複合季節成分を除去した
季節調整済み系列をみれば、中⻑期的な趨勢のなかで直前の⽉と⽐べた変化を知ることが
できる5。そのため、本稿では基本的に趨勢系列と季節調整済み系列に着⽬し、中⻑期的な
趨勢の変化と、季節調整済み系列の趨勢に対する⽐（趨勢と⽐べて当⽉にどのようなショッ
クがあったのか）を中⼼に分析結果を紹介する。

5 複合季節成分にはカレンダー効果が含まれるため、たとえば 3 ⽉は 2 ⽉と⽐べて約 11％⻑い
という効果は季節調整済み系列からは除去されている。また、季節調整済み系列には撹乱成分
を含む。そのため、たとえば東⽇本⼤震災（2011 年 3 ⽉）が 2011 年 2 ⽉と⽐べて⽉単位の死
亡をどの程度増やしたかの⽰唆を与える。 
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3．分析結果 
 本稿では「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告」6による 2000 年 1 ⽉から 2025 年 3 ⽉の⽉別 都
道府県別 都道府県間転出数と転⼊数（291 ヶ⽉）、ならびに、「⼈⼝動態統計」7による 1995
年 1 ⽉から 2024 年 11 ⽉の⽉別 都道府県別 出⽣数と死亡数（347 ヶ⽉）の延べ 188 系列
の 1,276 ヶ⽉に対して、X-13-ARIMA-SEATS プログラムを⽤いて regARIMA モデル＋X-
11 フィルターによる季節成分分解を実施した。正確には、4 つの⽉次⼈⼝動態系列に対し
全国・東京圏・名古屋圏・⼤阪圏・⾮⼤都市圏の 5 区分の地域についての間接調整のプログ
ラムを実⾏した。また、季節成分分解された系列の転出⼊の差分をとることで社会増減、出
⽣と死亡の差から⾃然増減の季節成分分解を得た。以下では、まず全国について、次いで三
⼤都市圏についての間接調整結果を紹介する。

3−1．全国の動向 
① 死亡数

図 1 に全国の⽉別死亡数についての季節成分分解の結果を⽰した。要因分解の⼿順とし
てはまず regARIMA モデルにより原系列から外れ値とカレンダー効果が除去される。そし
て、X-11 フィルターの適⽤により、季節成分が除去され季節調整済み系列が得られると同
時に趨勢系列（Trend-cycle）に分解される。図中には、趨勢系列に対する季節調整済み系
列の⽐は（外れ値を含む）撹乱成分（乗法モデルの場合）の⼤きさを⽰すことになり、外れ
値が識別された年⽉とともに括弧内にこの⽐を⽰した。以降の図も形式は基本的に同⼀で
あり、以降は趨勢系列に対する季節調整済み系列の⽐を「撹乱成分⽐」と呼ぶ。また、図 1
と図 5（後出）については、regARIMA モデルにより識別された外れ値のタイプ・年⽉と括
弧内に係数推定値の t 値を⽰した。 
 全国の死亡数は、原系列や事前調整済み系列でみると⼀定間隔のスパイクがあり、⾮常に
強い季節性を⽰す。このような季節性を除去した趨勢系列をみると⻑期的に増加傾向にあ
るが、2020 年前半頃から増加速度を加速させている。2020 年以後の新型コロナウイルス感
染症が拡⼤した期間に着⽬すると、⽉別死亡数は 2023 年 1 ⽉に約 16.8 万件と過去最⾼を
記録した。2022 年 2 ⽉に⽔準変化（LS、持続的拡⼤）、2022 年 8 ⽉、12 ⽉に減衰的変化 

6 2000 年から 2024 年までの年報と、2025 年 1 ⽉から 3 ⽉までの⽉報を⽤いた。なお、2013
年 7 ⽉に「住⺠基本台帳法の⼀部を改正する法律」が施⾏されたことに伴い、外国⼈も住⺠基
本台帳への登録対象となったため、2013 年 7 ⽉以後の「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告」（年報及
び⽉報）では、⽇本⼈と（外国⼈を含む）総数が表章されるようになった。本研究では系列の
連続性を担保するため、2013 年以後の期間も⽇本⼈移動者の転出⼊数を⽤いた。 
7 1995 年から 2023 年までの「⼈⼝動態統計（確定数）」と 2024 年 1 ⽉から 11 ⽉までの
「⼈⼝動態統計⽉報（概数）」を⽤いる。したがって、前年以前に発⽣したものを除く⽇
本における⽇本⼈の出⽣数と死亡数を⽤いた。 
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図 1．全国の死亡数の季節成分分解：1995 年 1 ⽉〜2024 年 11 ⽉ 

図 2．全国の 2015〜2019 年の趨勢が続いた場合の死亡数：2015 年 1 ⽉から 2024 年 11 ⽉ 
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注：regARIMA推定において統計的に有意な外れ値の年月に続く( )内の数字は，季節調整値のTrend-cycleに対する比.

外れ値[t値](つづき)

LS2022.Feb[t4.86] 
TC2022.Aug[t4.55] 
TC2022.Dec[t4.17] 
TC2023.Feb[t-3.61]

外れ値[t値]
TC1995.Jan[t7.74] 
AO1997.Jan[t6.70] 
TC1998.Feb[t4.95] 
TC1999.Jan[t11.49] 
AO2000.Feb[t4.56]
AO2003.Jan[t4.89]
AO2005.Mar[t5.48] 
AO2011.Mar[t9.95] 
AO2012.Feb[t4.86]

2022m2(1.077)

2022m8(1.090)
2022m12(1.082)

2023m2(1.009)

2015m4 2016m4 2017m4 2018m4 2019m4 2020m4 2021m4 2022m4 2023m4 2024m4 2025m3

原系列 季節調整済み 趨勢系列(TC) 線形(TC)

注：regARIMA推定において統計的に有意な外れ値の年月に続く( )内の数字は，季節調整値のTrend-cycleに対する比.
実直線は2015年1月~2019年12月における趨勢系列の(対数)線型予測であり，2020年1月以後に補外した予測値を破線で示した.
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図 3．全国の出⽣数の季節成分分解：1995 年 1 ⽉〜2024 年 11 ⽉ 

図 4．全国の 2015〜2019 年の趨勢が続いた場合の出⽣数：2015 年 1 ⽉から 2024 年 11 ⽉ 
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注：regARIMA推定において統計的に有意な外れ値の年月に続く( )内の数字は，原系列のTrend-cycleに対する比.
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注：regARIMA推定において統計的に有意な外れ値の年月に続く( )内の数字は，季節調整値のTrend-cycleに対する比.
実直線は2015年1月~2019年12月における趨勢系列の(対数)線型予測であり，2020年1月以後に補外した予測値を破線で示した.
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（指数的に減衰する⼀時的なショック TC）があったことを regARIMA モデルは識別した
ため、季節調整済み死亡数で⾒ると 2022 年 12 ⽉に約 14.2 万件（趨勢系列に対する⽐は約
1.107）で最も⼤きくなる。撹乱成分⽐（季節調整済み系列の趨勢系列に対する⽐）の推移
をみると、東⽇本⼤震災の後 2021 年までは、2012 年 2 ⽉（1.057）を除いて、1.05 を超え
たことはなかった。しかし、2022 年 2 ⽉の⽔準変化以後の期間では、新型コロナ感染症の
流⾏との関連でいうと 2022 年 1〜3 ⽉（第 6 波）や 2022 年 7〜8 ⽉（第 7 波）以後の時期
に相当する、2022 年 8 ⽉（1.090）、2022 年 12 ⽉（1.082）、2023 年 1 ⽉（1.079）に、断
続的に⾼⽔準の死亡ショックが発⽣している。ただし、これらの撹乱成分⽐の⽔準は、東⽇
本⼤震災が発⽣した 2011 年 3 ⽉の 1.181 や、全国的にインフルエンザが流⾏した 1999 年
1 ⽉の 1.234 には及ばない。これまでもインフルエンザの流⾏等により、1997 年 1 ⽉（1.124）、
1998 年 2 ⽉（1.079）、1999 年 1→2 ⽉（1.234→1.115）、2000 年 2 ⽉（1.064）、2003 年 1
⽉（1.079）、2005 年 3 ⽉（1.113）、2012 年 2 ⽉（1.057）と定期的に死亡ショックは起こ
っており、ショックの⽔準としても 2022 年以後のものと同程度かそれ以上のものは定期的
に発⽣していた。しかしながら、それらは加法的外れ値（AO）や減衰的変化（TC）と識別
される⼀時的なショックであるのに対し、2022 年 2 ⽉以後には⽔準変化（LS、死亡拡⼤の
持続）が識別されている。また 1 年のうちに 3 回の断続的な⼀時ショックが発⽣したこと
はこれまでになかった。 
 新型コロナウイルス感染症が拡⼤した 2020 年以後に、それ以前と⽐べて趨勢の変化があ
ったのかをみるため、2015 年 1 ⽉〜2019 年 12 ⽉の趨勢系列に年⽉を対数線形回帰した場
合の予測値とその 95％信頼区間並びに 2020 年以後の補外値を重ねて⽰したのが図 2 であ
る8。2015〜2019 年の全国の死亡数の趨勢は対数線型トレンドで良好に説明されており、予
測値の 95％信頼区間のレンジに収まる。2020 年の新型コロナウイルス感染症の流⾏が始ま
った最初期に趨勢系列は 95％信頼区間の下限を僅かに下回った後は増加速度を加速させ、
2022 年には信頼区間の上限を上回っている。2022〜2023 年にかけて持続的な拡⼤と⼀時
ショックの連続があったことは既述の通りであるが、2020〜2022 年と⽐べると 2022 年末
から死亡数の増加ペースはやや緩やかになっているように⾒えるものの、2024 年 11 ⽉ま
でのところ 95％信頼区間上限から⼀定の距離を保って推移しており、顕著な低下あるいは
2015〜2019 年トレンドへの回帰の傾向は⽰されていない。ただし、2 節（分析⼿法）で⾔
及した通り、趨勢系列を推定する中⼼化トレンド移動平均は当⽉を中⼼に前後 1〜2 年の観

8 X-13-ARIMA-SEAT プログラムは regARIMA モデルによる事前調整を⾏う前に原系列を対数
変換する（乗法モデル）か否か（加法モデル）を⾃動的に判定することができる（前出 2.2〜
2.3 節）。対数変換が⾏われた場合には 2015〜2019 年のトレンドに対し対数線形回帰を⾏い、
対数変換が⾏われなかった場合には線形回帰を⾏って予測値を得た。この⼿順はすべての系列
について同様であり、出⽣の全国・名古屋圏・⼤阪圏は線型、その他の系列・地域については
対数線形の回帰モデルを⽤いた。なお、⾃然増減と社会増減は出⽣・死亡と転出⼊の季節成分
分解結果の差分として算出しており、2015〜2019 年のトレンドは線型を仮定した。 
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測値を要求し、また季節成分を除去するための中⼼化季節性移動平均は同様に前後 2〜5 年
の（同⽉の）観測値を要求する。そのため、観測期間の最後の 1〜2 年は regARIMA モデル
の予測値に依存している（構造変化が起きないことを前提とする）ことには留意されたい。 

② 出⽣数
全国の出⽣数の季節成分分解の結果を図 3〜4 に⽰した。出⽣数についても、原系列や事

前調整済み系列でみると、⼀定間隔のスパイクがあり、強い季節性を⽰すことがわかる。こ
の季節性を除去した趨勢系列をみると、⻑期的に減少傾向にあり、（新型コロナウイルス感
染症流⾏前の）2015 年頃から その前と⽐べ減少速度をやや加速させている（図 3）。死亡
数についての分解結果とは異なり出⽣数については、2021 年 1 ⽉にやや⼤きな⼀時ショッ
ク（撹乱成分⽐は 0.942）を経験したものの、regARIMA モデルは本稿の分析対象期間にお
いて恒常的・⼀時的なショックを⽰す外れ値を 統計的に有意には識別していない。 
 しかしながら、2015 年以後の期間に着⽬すると、やや違った状況も⾒えてくる。死亡数
の場合と同様に、出⽣についても趨勢系列の 2015〜2019 年の線型のトレンドはこの間の低
下傾向を良好に説明しており、趨勢系列は 95％信頼区間のレンジに収まる。2020 年以後の
期間については、2023 年前半頃から出⽣数の趨勢系列は線型トレンド予測値の 95％下限を
下回り、2024 年 11 ⽉現在においても 2015〜2019 年トレンドを下回って推移していること
がわかる。新型コロナウイルス感染症への対策として⼈の接触が厳重に制限された頃、結婚
が減少した。結婚の減少は若⼲のタイムラグをもって第 1 ⼦出⽣の減少を招き、低次パリ
ティ⼈⼝の低下が⾼次パリティ出⽣数を減少させる（国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所
2023:p.30‒36）という⾒⽅と整合的な分析結果であり、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影
響は 2023 年頃から顕在化しているとみることができる。

③ 全国の⼈⼝移動
全国の都道府県間⼈⼝移動の季節成分分解の結果を図 5〜6 に⽰す。全国の都道府県間移

動は、転⼊数と転出数が合致するため⼈⼝移動による⼈⼝増減を⽰すものではなく、都道府
県境をまたぐ⼈⼝移動（住⺠票所在地変更）の総量を⽰す。冒頭で触れたように、⼈⼝移動
は転出⼊ともに 3〜4 ⽉に集中しておりその他の⽉の 2〜2.5 倍という⽔準になっている。
そのため原系列からは（過去 20 年程の期間をみれば）減少傾向にあることは察しが付くが、
過去 3〜5 年程度の趨勢と⽐較して今年の 5 ⽉の⽔準はどの程度増加・低下したのかを推し
量るのは困難であろう。季節成分分解の⼿法は、このように⾮常に強い季節性を⽰し（出⽣
や死亡と⽐べると地域経済等の状況を反映し）急速に変わりやすい⼈⼝移動の現状を調べ
るためのツールである。 
 まず、趨勢系列をみると、都道府県間移動の総量は 2000 年から 2010 年頃まで低下し、
以後 2019 年頃まで同⽔準で推移した。直近では、2019 年 4 ⽉頃をピークにやや減少して
いる。撹乱成分⽐の推移をみると、ちょうど最初の緊急事態宣⾔が発令されていた 2020 年 
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図 5．全国の都道府県間移動数（=転出数=転⼊数）の季節成分分解：2000 年 1 ⽉から 2025 年 3 ⽉ 

 
図 6．全国の 2015〜2019 年の趨勢が続いた場合の都道府県間移動数：2015 年 1 ⽉から 2025 年 3 ⽉ 
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注：regARIMA推定において統計的に有意な外れ値の年月に続く( )内の数字は，原系列のTrend-cycleに対する比.

外れ値[t値]
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季節調整済み 趨勢系列(TC) 線形(TC)

注：regARIMA推定において統計的に有意な外れ値の年月に続く( )内の数字は，季節調整値のTrend-cycleに対する比.
実直線は2015年1月~2019年12月における趨勢系列の(対数)線型予測であり，2020年1月以後に補外した予測値を破線で示した.
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5 ⽉に 0.784 という、⼤きな⼈⼝移動量の減少（⼀時ショック）があったことがわかる。分
析対象期間中、regARIMA モデルは 4 つの加法的・減衰的な外れ値を識別しており、それ
らの撹乱成分⽐は 2009 年 1 ⽉の 1.140、2011 年 5 ⽉の 1.160、2015 年 9 ⽉の 1.100 とな
っているが、これら新型コロナウイルス発⽣前の 3 つと⽐べても⼤きな変化率であったこ
とがわかる。なお、2000 年代以後では、コロナ前の⼀時ショックはすべて正であり、活発
な⼈⼝移動ブームが外れ値として識別されているのに対し、2020 年 5 ⽉の新型コロナショ
ックは⼈為的な制限によるはじめての⼈⼝移動量の衰退ショックとなったことは興味深い。 
 2015 年以後の期間に着⽬し趨勢系列の変化をみると、直近では都道府県間移動量は若⼲
の増加傾向にあった（対数線形トレンドの係数推定値は 0.1％⽔準で統計的に有意な正）。
しかし、2019 年 4 ⽉頃から趨勢系列は減少を開始したことがわかる（図 6）。最初の緊急事
態宣⾔下の 2020 年 5 ⽉に⼀時的なショックがあったことは指摘したが、この⽉の趨勢系列
は 95％信頼区間のちょうど下限になった。その後、2021 年後半に信頼区間下限を下回った
のを除くと 2023 年のはじめ頃まで信頼区間下限を維持していた。つまり、新型コロナ感染
症の拡⼤が始まって「巣ごもり」と⾔われ⼈⼝移動が忌諱される社会的⾵潮にあった 3 年
程度の間、⼀時期を除いて、実際には都道府県間⼈⼝移動の総量としては減少してはおらず
僅かながら上昇したことになる。そして、2023 年頃からは 2019 年以来の低下トレンドに
回帰している可能性がある。 

3−2．三⼤都市圏別にみた 出⽣数と死亡数 
 三⼤都市圏別の出⽣数及び死亡数について、2015 年以後の変化について着⽬した季節成
分分解の結果を図 7 に⽰した。出⽣・死亡については、いくつかの地域差もあるものの、後
にみる⼈⼝移動と⽐べると 2015 年以後の変化パターンは共通しており、全国的なショック
が広範な地域で観察されたといえる。 
 まず、出⽣については、趨勢系列の 2015〜2019 年の線型（⾮⼤都市圏のみ対数線形）の
低下トレンドはどの地域においてもこの間の低下傾向を良好に説明しており、趨勢系列は
95％信頼区間のレンジに収まる。2020 年以後もその傾向は継続しており、程度の差こそあ
れ、すべての地域において 2021 年前半に信頼区間の範囲内で低下した後も上下動を繰り返
しながら概ね 2015〜2019 年の低下トレンドにしたがっている。ただし、（最も出⽣数の規
模が⼤きな）⾮⼤都市圏では、2022 年以後に低下速度が加速しており、2023 年以後は信頼
区間下限を下回って推移している。三⼤都市圏別にみた出⽣について、regARIMA モデルが
識別した唯⼀の外れ値は⾮⼤都市圏における 2024 年 1 ⽉の加法的外れ値（AO）のみであ
る（撹乱成分⽐は 0.966）。全国では 2023 年前半頃から出⽣数の趨勢系列は線型トレンド予
測値の 95％下限を下回っていたのは、⾮⼤都市圏の寄与が⼤きいことがわかる。 
 死亡数についても、趨勢系列の 2015〜2019 年の対数線形の上昇トレンドはどの地域にお
いてもこの間の趨勢をよく説明しており、2020 年に死亡数は⼀時的に減少し信頼区間の下 
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図 7．三⼤都市圏別にみた 2015〜2019 年の趨勢が続いた場合の⾃然動態数：2015 年 1 ⽉から 2024 年 11 ⽉ 
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限付近にあったこと、その後反転・上昇に転じたことはどの地域においても共通している。
とくに、2022 年 2 ⽉には、⼤阪圏を除くすべての地域で⽔準変化（LS）が起こっており、
死亡数の持続的な拡⼤があると regARIMA モデルは識別している。なかでも、東京圏にお
ける趨勢系列の上昇速度の加速が⽬⽴つ。なお、医療崩壊が起こったとされる⼤阪圏では
2022 年 2〜3 ⽉（撹乱成分⽐は 1.208〜1.130）と 8〜9 ⽉（撹乱成分⽐は 1.188〜1.103）に
顕著な死亡数の増加があり、どちらも減衰的外れ値（TC）と識別された。 
 2022 年 2（〜3）⽉のショックを撹乱成分⽐で⾒ると、⼤阪圏で最も⼤きく（撹乱成分⽐
は 1.208〜1.130）、次いで名古屋圏（1.107）、東京圏（1.096）の順で、⾮⼤都市圏（1.029）
は最も⼩さかった。しかし、2020 年 12（〜翌 1）⽉のショックは、逆に⾮⼤都市圏（撹乱
成分⽐は 1.095〜1.087）で最も⼤きく、名古屋圏（1.069）、東京圏（1.072）、⼤阪圏（1.069
〜1.070）の順になった。2022 年 2 ⽉のショックは⾮⼤都市圏で最も⼩さかったが、2022
年末のショックは⾮⼤都市圏で最も⼤きくなったことは、新型コロナショックが都市中⼼
から郊外、⾮⼤都市圏へと拡散したことを⽰唆するのかも知れない。 
 このように新型コロナウイルス感染症が拡⼤した 2020 年以後、死亡数は増加速度を加速
させ、出⽣数は減少速度を加速させたため、⾃然減少の速度は加速した。どの地域において
も⾃然減少数の趨勢系列の 2015〜2019 年の線型低下トレンドはこの間の低下傾向を良好
に説明していたが、東京圏・名古屋圏・⾮⼤都市圏では 2022 年のはじめ頃から、⼤阪圏に
おいても 2022 年末から⾃然減少数の趨勢系列は信頼区間下限を明瞭に下回りはじめた。そ
の要因としては、⾮⼤都市圏を除くと、死亡数の顕著な増加（とくに 2020 年以後の死亡数
拡⼤の持続）の影響が⼤きい。 

3−3．三⼤都市圏別にみた 転出数と転⼊数 
 三⼤都市圏別の転出数と転⼊数及びこれらの差分である社会増減について、2015 年以後
の変化について着⽬した季節成分分解の結果を図 8 に⽰した。出⽣・死亡と異なり、⼈⼝移
動は地域によってかなり事情が異なり、複雑な変化をした。ここでは 2020 年 5 ⽉前後のシ
ョックとその後の変化に論点を絞って分析結果を紹介したい。 
 まず、最初の緊急事態宣⾔が発令された 2020 年 5 ⽉の⼀時ショックは全国的に都道府県
間移動量を⼤きく減少させた（3-1-③項）。図 8 によれば、これはすべての地域において、
転出数と転⼊数の双⽅を減少させる加法的外れ値（AO）があったことによる。ただし、地
域によって転出減少と転⼊減少の相対的な⼤きさが異なることにより、転⼊超過数の変化
は異なっていた。すなわち、総じて⼈⼝集中が進んだ⼤都市地域において転⼊数の減少幅が
⼤きく、逆に⾮⼤都市地域において転出数の減少幅が⼤きかった。まず、⼤阪圏と名古屋圏
では転⼊減と転出減が概ね同程度の⼤きさであった（撹乱成分⽐は⼤阪圏では転⼊減（0.780）
＞転出減（0.788）、名古屋圏では転⼊減（0.820）＜転出減（0.839）であった）。⼀⽅、東京
圏では転出減（撹乱成分⽐ 0.822）よりも転⼊減（撹乱成分⽐ 0.776）の⽅が⼤きく、その
結果、転⼊超過数の減少を招いた。他⽅で、⾮⼤都市圏では転出減（撹乱成分⽐ 0.764）の
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⽅が転⼊減（撹乱成分⽐ 0.820）よりも⼤きく、転出超過数の縮⼩があった。 
 このような 2020 年 5 ⽉の「新型コロナショック」の⼈⼝移動への影響は、すべての地域
において加法的外れ値（AO）として識別されていることから、趨勢系列に直接的に影響を
及ぼすことのない⼀時的なものである。しかし、図 8 をみると、2020 年 5 ⽉前後に東京圏
の趨勢系列に転⼊数の縮⼩と転出数の顕著な拡⼤という不連続な変化があることがわかる。
その理由を調べるため、東京圏の⼀都三県について 2015 年以後の変化に着⽬した転出数と
転⼊数の季節成分分解の結果を図 9 に⽰した。図 9 によれば、東京都の転⼊数と転出数（い
ずれも趨勢系列）に⽔準変化が起きており、持続的な転出数拡⼤と転⼊数の縮⼩があった。
まず、2020 年 3 ⽉から 4 ⽉にかけて転⼊数が約 3.5 万件から約 3.3 万件へ 7.6％縮⼩した。
そして、最初の緊急事態宣⾔があけた 2020 年 6 ⽉から 7 ⽉にかけての転出数の拡⼤はとり
わけ⼤きく約 2.9 万件から約 3.3 万件へ 15.0％増加した。その結果、東京都の転⼊超過数
（趨勢系列）は 2020 年 3 ⽉の約 7 千から 4 ⽉には 4 千強へ約 4 割減少し、さらに 7 ⽉の
ほぼゼロへと断続的に縮⼩している。 
 2020 年 5 ⽉以後の⼈⼝移動の趨勢の変化に関して、2015〜2019 年転⼊超過数（趨勢系
列）の対数線型のトレンドからの乖離に着⽬しよう。2015〜2019 年の趨勢は、⼤阪圏では
転出超過の縮⼩、東京圏では転⼊超過数の増加があり、⼈⼝移動による⼈⼝減を緩やかにす
るもしくは⼈⼝増加を加速させる趨勢だった。逆に、名古屋圏と⾮⼤都市圏では転出超過数
の拡⼤があり、⼈⼝移動による⼈⼝減少が拡⼤していた。このような 2015〜2019 年の趨勢
系列はすべての地域において対数線形トレンド予測値の 95％信頼区間の範囲内にあったが、
2020 年頃からすべての地域において転⼊超過数の趨勢は反転した。⼤阪圏では転出超過が
2015〜2019 年には縮⼩していたが拡⼤に転じ、東京圏では転⼊超過が拡⼤していたが縮⼩
に転じた。名古屋圏と⾮⼤都市圏では転出超過が拡⼤していたが、縮⼩に転じた。これらの
うち、⼤阪圏においては 2025 年 3 ⽉までに転⼊超過数の趨勢は 2015〜2019 年の対数線形
トレンドに回帰している。⼀⽅で、東京圏の転⼊超過の趨勢系列は 2015〜2019 年対数線形
トレンド信頼区間下限をかなり下回って推移している。他⽅で、名古屋圏・⾮⼤都市圏の転
出超過は 2015〜2019 年対数線形トレンド信頼区間上限をかなり上回って推移している。東
京圏における転出数は 2015〜2019 年対数線形トレンドの⽔準に 2025 年 3 ⽉までに回帰し
ており、転⼊超過の戻りが遅いのは 2015〜2019 年に増加趨勢であった転⼊数が 2020 年以
後低迷しているためである。逆に、名古屋圏と⾮⼤都市圏では 2015〜2019 年転出数の増加
数が 2019 年後半頃から変調し、2020 年に対数線形トレンド信頼区間の下限を下回るよう
になったが、この転出数の縮⼩が継続している。これらの結果は 2015〜2019 年の間は加熱
を続けていた⾮⼤都市圏から東京圏（なかでも東京都の変化が顕著だが、3 県においても転
⼊数は低下趨勢）へ向かう「都⼼回帰」の⼈⼝移動の趨勢が、2020 年前後に減速したこと
を⽰唆する。ただし、2025 年 3 ⽉の時点において、東京圏の転⼊超過数はプラス、⾮⼤都
市圏ではマイナスであり、⾮⼤都市圏から東京圏への⼈⼝移動がなくなったわけではない
（2020 年頃縮⼩したが、縮⼩前の⽔準に戻りつつあるものの、戻り切れてはいない）。
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図 8．三⼤都市圏別にみた 2015〜2019 年の趨勢が続いた場合の転出数と転⼊数：2015 年 1 ⽉から 2025 年 3 ⽉ 
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図 9．東京圏における 2015〜2019 年の趨勢が続いた場合の転出数と転⼊数：2015 年 1 ⽉から 2025 年 3 ⽉ 
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4．結語 
 本稿では⽉次⼈⼝動態系列の季節性に対処したうえで、新型コロナウイルス感染症の流
⾏が始まった以後の時期に⼈⼝動態にどのような趨勢の変化があったのかを全国と三⼤都
市圏別に観察した。最⼩限のタイムラグをおいた最新のデータを分析した本報告の知⾒と
して、出⽣と死亡に全国的なショックが広範な地域で観察される傾向にあった。まず、出⽣
数については、2020 年以後新型コロナショックは全国的に検出されていない。死亡に対す
る新型コロナショックは全国的に 2022 年 2 ⽉以後に⽔準変化（LS、拡⼤の持続）を⽣じさ
せたことを regARIMA モデルは識別した。この背後には同時期の⾮⼤都市圏・東京圏・名
古屋圏における死亡数の⽔準変化がある。⼀⽅、⼤阪圏では 2022 年 2 ⽉と 8 ⽉に断続的に
⼤きな新型コロナショックがあり、⼀時的な（減衰的）外れ値として推定されている。出⽣・
死亡・⼈⼝移動という⼈⼝動態のなかでも 2022 年以後は死亡の変化が著しくなっており、
新型コロナウイルス感染症拡⼤前（2015〜2019 年）の出⽣・死亡の趨勢系列は概ね単調な
増減を⽰していたが、コロナ渦以後の死亡数は新型コロナウイルス感染症の流⾏の波に沿
った周期的な動きを⽰すようになっている。地域差も相対的には⼤きくなっているように
みえ、慎重なモニタリングの継続が望まれる。 
 ⼀⽅、⼈⼝移動は地域によってかなり事情が異なっていた。おそらく、新型コロナウイル
スの⼈⼝動態への影響のなかで、最初の緊急事態宣⾔が発令されていた 2020 年 5 ⽉の⼈⼝
移動への「新型コロナショック」が最も⼤きなものの⼀つであった。分析の結果、2020 年
5 ⽉の「新型コロナショック」は、すべての地域で転⼊数・転出数の双⽅を減らしたものの、
東京圏では転出減よりも転⼊減が⼤きく転⼊超過数の減少をまねき、⾮⼤都市圏では転出
減よりも転⼊減の⽅が⼩さく転出超過数の縮⼩があった。この知⾒は筆者らが⽉次⼈⼝動
態系列のモニタリングを開始した 2022 年以来、最新データの分析結果によっても継続して
観察されており、頑健な結果であることが⽰唆された。さらに、東京都では 2020 年 4 ⽉以
後の転⼊数の縮⼩、2020 年 7 ⽉以後の転出数の拡⼤のそれぞれに持続的な変化が⽣じてい
たものの、東京圏全体でみればこれらの時期の変化は⼀時的なものであった。東京圏（東京
都）における転出数は新型コロナ前の⽔準に概ね戻っており⽔準変化（LS）は解消に向かっ
ているとみられる⼀⽅、転⼊数の戻りは遅い。「新型コロナショック」後の調整は現在も続
いているものと⾒られるため、地域⼈⼝動態の継続的なモニタリングとより精緻な分析へ
の深化が不可⽋である。 
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コロナ禍からの回復過程における外国人の国内移動と地域分布の変化 

 

中川雅貴 

 

１．背景と目的 

 在留外国人の増加に伴って、国内の人口移動に占める外国人の割合が上昇を続けている。

外国人の国内移動については、移動の発生頻度が高い若年人口の割合が相対的に高いとい

う人口構造上の特性に加えて、人口構造の違いによる影響を考慮しても、日本人よりも高い

移動性向をもつことなどがこれまでの研究で確認されてきた（中川ほか 2016）。また、移動

のパターンに関しても、日本人とは異なる地理的傾向や地域性をもつことが指摘されてい

る（石川・リャウ 2007；清水ほか 2016；Hanaoka et al. 2015；中川 2019）。とりわけ人口減

少と高齢化が加速する非大都市圏を中心に、外国人人口の動向が地域の人口変動に及ぼす

影響が地域差を伴いながら拡大する中で、新型コロナウイルス感染症拡大期前後の外国人

の国内移動と地域分布の変化およびその持続性については、詳細な検証が行われていない。 

 外国人の人口動向の変化を、コロナ禍による人口動態への影響という点から見ると、新型

コロナウイルス感染拡大に伴って導入された入国制限による国際移動への影響（是川 2021; 

OECD 2020）に加えて、出入国フローの急速な縮小による外国人人口の属性の変化やその地

域性（中川 2023; Nakagawa 2023）がこれまでも指摘されている。一方で、国内移動の変化

やその影響を全国的なデータによって分析した研究はほとんど見られない。コロナ禍を経

て再び増加を続ける外国人の国内移動や地域分布の変化を検証することは、人口変動の地

域差に関する理解を深め、地域別の将来人口推計の精緻化に取り組むうえでも、非常に有用

であると考えられる。 

 以上を踏まえ、本稿では、コロナ禍における国際人口移動の急速な変化が、外国人の国内

移動の水準および地域的な傾向にどのような影響を及ぼしたのかを明らかにするとともに、

コロナ禍からの回復過程における動向について、国内の地域差に着目した分析を行うこと

を目的とする。 

 

 

2．分析の方法 

分析の対象とする期間は 2018 年 1 月から 2023 年 12 月までの 6 年間であり、このうち

2018 年 1 月から 2019 年 12 月までの 2 年間を「コロナ前」、2020 年 1 月から 2021 年 12 月

を「コロナ期」、2022 年 1 月から 2023 年 12 月を「回復期」とし、各期間における外国人

の国内移動と分布について、市区町村を単位とする分析を行う。分析に際しては、「住民

基本台帳人口移動報告」および「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

による各年データを用いる。なお、2012 年の出入国管理及び難民認定法（入管法）および

住民基本台帳法の改正に伴う新たな在留管理制度の導入により、「住民基本台帳人口移動
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報告」における移動数についても、日本人と外国人の別に表章されることになった。本稿

では、この住民基本台帳に基づく市区町村別の各年データを用いることにより、コロナ禍

前後の国内移動の変化を、外国人と日本人それぞれについて短期的なインターバルで捉え

ることを試みる。市区町村を単位とする転入・転出の動向については、表 1に示す都市圏

の分類により整理し、地域的な特性およびその変化を把握する。 

表 1 分析で用いた都市圏の分類 

注：各都市圏の中心部・非中心部の区分は，令和２年国勢調査結果に基づく総務省統計局による大都市

圏および都市圏の「中心市」「周辺市町村」の設定に依拠する．ただし，総務省統計局の設定では

関東大都市圏（本稿では東京圏）の中心市に含まれる政令指定市のうち，さいたま市・千葉市・横

浜市・川崎市・相模原市，近畿大都市圏（同 大阪圏）の政令指定都市のうち堺市については，本

稿の分類ではそれぞれの大都市圏の中心部からは除外し，「非中心部」とした． 

3．分析の結果 

3-1. 新型コロナウイルス感染拡大期前後の国際人口移動

2010 年代に入り、日本をめぐる国際人口移動には新たな展開がみられた。2000 年代末の

景気後退および 2011 年の東日本大震災による影響による一時的な出国超過を経て、2013 年

以降は再び転出超過に転じて以降、国際人口移動による入国超過数は、かつてない規模で拡

大を続た。国内人口の高齢化に伴う人口の自然減が加速する中で、とりわけ外国人の入国超

過の拡大は、総人口の減少ペースを緩める役割を果たした。2010 年代後半には、この傾向

がいっそう顕著になり、この期間の国際人口移動による入国超過がなければ、日本の人口は

さらに 100 万人以上減少したと推計される（Nakagawa 2023）。 

2020 年初頭以降の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う入国制限措置は、こうした 2010

中心部 非中心部

大都市圏

東京圏 東京都特別区部 ・

東京圏以外の大都市圏 名古屋市・大阪市・京都市・神戸市

非大都市圏

主要地方都市圏

札幌大都市圏 札幌市 ・

仙台大都市圏 仙台市

新潟大都市圏 新潟市

静岡・浜松大都市圏 静岡市・浜松市

岡山大都市圏 岡山市

広島大都市圏 広島市

北九州・福岡大都市圏 北九州市・福岡市

熊本大都市圏 熊本市

宇都宮都市圏 宇都宮市

松山都市圏 松山市

鹿児島都市圏 鹿児島市

非大都市圏その他

都市圏

※上記以外の市町村

各大都市圏および都市圏の中心部の市への15

歳以上通勤・通学者の割合が当該市町村の常

住人口の1.5%以上であり，かつ中心部の市と

連接している市町村

ただし，各中心部の市への15歳以上通勤・通

学者数の割合が1.5%未満の市町村であって

も，その周辺が非中心部（総務省統計局によ

る設定では「周辺市町村」）の基準に適合した

市町村によって囲まれている場合は，非中心部

とする．
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年代半ば以降の国際人口移動の動向を一変させた。日本人の帰国に加えて、「永住者」や「定

住者」、「日本人の配偶者」といった身分に基づく在留資格をもつ外国人の再入国が認められ

たのに対して、2020 年 4 月以降は、外国人の新規入国は原則として認められないこととな

った1。こうした入国制限措置が外国人の出入国フローにもたらした影響は図 2 に示される

通りであるが、それは、国際的みても最も厳しく、最も長期にわたって維持された措置の一

つであったとされている（Ghaznavi et al. 2022）。 

 

 

図 1 外国人の出入国状況：2018年～2023年 

 

注：短期滞在者を除く． 

データ：：「出入国管理統計統計（月報）」（出入国在留管理庁） 

 

 

3-2. 国内移動の水準の変化 

図 2は、外国人と日本人それぞれについて、コロナ前・コロナ期・回復期の３期間に渡る

年齢別の市区町村間移動率の変化を示したものである2。日本人の移動率については、この

３期間でほとんど変化がみられなかったのにたいして3、外国人のとりわけ 10 代後半から

30 代にかけての若年層において、コロナ期に移動率が顕著に低下していることが確認でき

る。とくに 20 代では、20～24 歳で 33.2% → 26.6%、25～29 歳で 30.5% → 25.6%の大幅な低

下となっている。ただし、20 代から 30 代にかけての移動率は、2022 年以降は急速に回復

し、コロナ過の水準を上回っている（中川 2024）。 

 
1 新型コロナウイルス感染拡大期以降のいわゆる「水際対策」およびその影響については、是川（2021）

が詳細にまとめている。 
2 いずれも 2 年間の移動数期央人口で除したうえで、年率に換算して表示している。 
3 ただし、コロナ前からコロナ期にかけて、20～24 歳および 25～29 歳の市区町村間移動率に、いずれも

1 ポイント程度の比較的大きな上昇が生じており、この 20 代における移動率の水準は回復期においても

維持されている。 
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図 2 コロナ禍前後の市区町村間移動率の変化：外国人と日本人の比較 

データ：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省統計局）および「住民基本台帳に基づく人口、人口動態

及び世帯数調査」（総務省自治行政局）． 

国内人口移動に占める外国人の移動の割合を見ると（図 3）、県間移動・市区町村移動と

もに 2010 年代後半を通じて上昇を続けている。外国人の移動の割合は、県間移動において

相対的に高くなる傾向が強くなっており、新型コロナウイルス感染症拡大期直前の 2019 年

では、県間移動において10.6%、市区町村間移動において9.4%にまで上昇した（中川 2024）。 

図 3 国内人口移動に占める外国人の移動の割合：2014～2023年 

データ：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省統計局） 
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3-3. 新型コロナウイルス感染拡大期前後の市区町村別移動率の変化 

外国人の移動状況の変化を市区町村別に見ると（図 4）、コロナ前に転入超過であった市

区町村の約 8 割で転入超過が継続したものの、その変化には地域差があり、とくに東京圏の

中心部では、７割が転出超過に転じた。これは、コロナ禍においても東京圏中心部の約 2/3

の自治体（特別区）で転入超過が維持された日本人の移動パターンとは対照的であり、人口

移動の水準だけではなく、移動パターンの変化においても外国人の移動への影響が比較的

大きかったことが確認できる。加えて、日本人については、大都市圏や地方都市圏の中心部

においてコロナ期の転入超過が続く傾向が見られたのに対して、外国人については、大都市

圏・非大都市圏のいずれでも、中心部というよりは周辺部での転入超過が目立った。 

 

 

 

 

図 4 国内人口移動に占める外国人の移動の割合：2014～2023年 

 

注：コロナ前：2018～2019 年／コロナ期：2020～2021 年 ※いずれも年率に換算 

データ：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省統計局）および「住民基本台帳に基づく人口、人口動態

及び世帯数調査」（総務省自治行政局）． 

 

 

 図 5は、コロナ期（2020～21年）→ 回復期（2022～23年）における外国人の移動状況

の変化を、日本人のそれと比較して示したものである。まず、コロナ期に転入超過に転じた
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市区町村のうち、回復期においても転入超過を維持した市区町村の割合は、日本人 55%に対

して外国人は 63%であった。日本人と比較して、外国人の転入超過が維持された市区町村の

割合は非大都市圏において相対的に高く、これらの地域ではコロナ期に生じた外国人の移

動状況の変化がコロナ後も持続する傾向が比較的強いことが示唆される。 

一方、コロナ期に転出超過に転じた市区町村における移動状況の変化を見ると、日本人に

ついては、東京圏とそれ以外の地域で顕著な傾向の違いが確認できる。すなわち、東京圏で

は 8 割以上の自治体において再び転入超過に転じたものの、それ以外の地域では約 7 割の

自治体で転出超過が続いた。外国人の移動状況については、コロナ期から回復期にかけての

変化に関する地域差は日本人ほど大きくなく、全体で約７割の自治体が転入超過を回復し

た。 

 

 

 

 

図 5 コロナ期（2020～21年）→ 回復期（2022～23年）における移動状況の変化 

 

データ：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省統計局）． 

 

 

3-4. 新型コロナウイルス感染拡大期前後の外国人の分布の変化 

 コロナ期における外国人人口の変化を地域別に見ると、東京圏の中心部に加えて、北海道

や東北、北陸、中国・四国、九州といった非大都市圏において減少幅が大きくなる傾向が確

認できる（図 6）。これらの非大都市圏では、2010 年代後半からコロナ禍の直前まで、留学

生や技能実習生を中心とする主にアジア諸国からの若年層の流入が急増した地域である。

一方、「永住者」や「定住者」といった在留資格をもつ外国人の割合が高い北関東や東海地

域では、外国人人口の減少幅は比較的小さかった。 
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図 6 市区町村別にみた外国人人口の変化 

データ：「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」（総務省自治行政局）． 

東京圏

増減率（%）

2020年 1月→2022年 1月 

2022年 1月→2024年 1月 

2020年 1月→2024年 1月 
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 2022 年以降の回復期においては全国的に外国人の増加に転じたが、東京圏をはじめとす

る大都市圏における増加が緩やかであったのに対して、北海道や四国、九州をはじめとする

非大都市圏で、外国人人口の大幅な増加か確認できる。これらの地域では、コロナ禍直前の

2020 年 1 月と比較しても外国人人口が 5 割以上増加している自治体も散見される一方で、

同じくコロナ期における外国人の減少が顕著であった北陸や中国地方では比較的緩やかな

増加に留まっており、コロナ禍からの回復過程における地域差が見られる。 

 

4．考察とまとめ 

 本稿における分析により、コロナ禍における人口移動の水準への影響は、日本人よりも外

国人の移動への影響が比較的大きいことが示された。移動パターンの変化についても、コロ

ナ期に生じた「周辺部への移動」は外国人において顕著であったことが確認された。コロナ

禍からの回復過程における外国人人口の分布の変化は、コロナ期に抑制されていた技能実

習や特定技能といった在留資格による外国人の新規入国が、とりわけ非大都市圏において

2022 年以降に急速に増加したことを反映していると考えられる。一方、大都市圏において

は、外国人留学生や高度人材が再集中する可能性も考えられるが、これまでのところ、その

影響は限定的である。 

 本研究の成果により、新型コロナウイルス感染拡大による人口動態への影響に関する新

たな側面を示すことができた。住民基本台帳に基づく市区町村別の各年データを用いた分

析により、コロナ禍前後の国内移動の変化およびその持続性を、日本人と外国人それぞれに

ついて検証するとともに、詳細な地域類型による分析結果が得られた。コロナ禍からの回復

過程における地域差については、国際人口移動との関連も考慮したより詳細な分析に加え

て、とくに人口減少が加速する非大都市圏の人口動向への影響を検証する必要がある。 
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2026 年の丙午（ひのえうま）に向けて－推移と展望 

林玲子 

はじめに 

丙午（ひのえうま）は 1666(寛文 6)年から始まる日本固有の迷信である（文部省 1949）。
1666年から 7 回目の丙午が来年 2026 年となるが、毎回一定の影響を社会に与えてきた。 
その概要を表 1 に示した。これらの社会的な事象が統計により明らかになるのは近代統計
が整備されるようになった明治以降であったが、それ以前においても歴史人口学の手法を
用い、第 3 回 1786(天明 6)年の丙午より出生に対する影響を確認することができる。 

表 1  ひのえうまの迷信とその影響の推移 
回 西暦 和暦 ひのえうまの状況 
1 1666 寛文 6 八百屋お七生誕（後に天和 3 年 18 歳で放火の罪で死罪となっ

た。井原西鶴『好色五人女』により広く知られるようになる。本
当はもう少し後の生まれであるが、お七自身が丙午生まれと強
調した。） 
→丙午が火事との関連から「女が男を殺す」という迷信に変容

2 1726 享保 11 前年に堕胎、それによる母の死亡、幼児の密殺、その年生まれの
女性は結婚難、多く自殺、再婚を繰り返す 

3 1786 天明 6 享保 11 同様多くの堕胎、母体の死亡、幼児の密殺。「丙午さと
し文」が神社仏閣に掲示。結婚難。 

4 1846 弘化 3 前回までと同様。明治期本籍人口で出生減が確認可能。 
5 1906 明治 39 出生減があったが、日露戦争の影響も。結婚難。 
6 1966 昭和 41 前年から 25%の出生減。 
7 2026 令和 8 未定 

これまでの丙午に関する研究、論文、記事等を表 2 に示す。すでに多くの論考がなされ
ている。 

表 2  ひのえうまの迷信とその影響の推移 
著者 刊行年 タイトル 概要／主な結論 
呉文聡 1911 戦後の出生 附丙午の迷信 1906 年丙午の統計学者の分析 
文部省 迷信調査協会 1949 迷信の実態 詳細な迷信の推移を記載 
ヤングレディ 1965 丙午の女の赤ちゃんを産んだ

らたいへん 
1966 年丙午のメディアの過熱を示すもの 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））
「ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究」
課題番号23AA2005（研究代表者 小池司朗）
令和６年度 総括研究報告書　令和7(2025)年3月
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山口喜一 1967 最近の出生動向、とくに「ひ
のえうま」にまつわる出生減
について 

「”ひのえうま”は生きていた」1966 年丙午は
中絶の影響なし、受胎調節あり、虚偽申告あ
り、地域格差はややあり 

厚生省大臣官房統計調査
部 

1968 昭和 41 年の出生減少について 2 児の減少が大、四国・近畿で減少大、月別の
出生性比の異常（届出操作）、1966 年出生調
査の結果を解説 

村井隆重 1968 ひのえうま総決算 著者は厚生省統計情報部人口動態課長 
青木尚雄・冨沢正子 1968 昭和 41 年の出生減少について

関する一考察 
出生力低い府県で大きく出生減少、「近代化」
の関与を指摘 

菱沼従尹 1968 「ひのえうま」礼賛論 男児は大学受験、男女ともに結婚に有利 
岡崎陽一 1968 最近における出生率の動向に

ついて 
1965-67 年の 3 年間でみれば変化なし 

厚生省 1969 【特集】昭和 41年の出生減少
について 

1966 年人口動態統計報告書の特集記事。中絶
関係なし、届出操作、1966 年調査結果により
受胎調節はとみに強められた 

須田圭三 1973 丙午迷信の発生・発展・変貌
の経過と其の産児・育児に与
えた影響について 

飛騨では弘化 3年に堕胎と間引きの増加。天明
6 年は 2年前の飢饉の影響で丙午の影響はほと
んど見られない 

Kanae Kaku, Y.Scott 
Matsumoto 

1975 Influence of a Folk 
Superstition on Fertility of 
Japanese in California and 
Hawaii,1966 

カリフォルニア、ハワイでの日系人でも出生減 

臼井竹次郎，方波見重兵
衛，金子功 

1976 「ひのえうま生まれの統計」 1906 年の丙午の影響は東京に強く東日本にも
伝播、西日本には弱かった。1966 年はマスコ
ミの影響もあり全国に出生減、結婚は遜色ない 

小林和正 1976 甲斐国現在人別調とひのえう
ま 

1846 年丙午生れの 33 歳時の性比は高い、寅年
も同様の傾向 

伊藤達也・坂東里江子 1987 同居児法による「ひのえう
ま」の出生変動の計測と分析 

出生力水準と丙午出生減の関係が、社会経済階
層別と都道府県別とで正反対の結果 

坂井博通 1988 『ひのえうま』の死産につい
て 

死産の増加、丙午という「合理的理由」で中絶 

坂井博通 1989 十二支別の出生性比の変動に
関する一考察 

出生性比は寅、辰、亥で高く、卯、巳、戌で低
い 

黒須里美 1992 弘化三年ヒノエウマ : 文化と
人口の地域性 

明治統計を用いた 1846・1906 年丙午の確認 

大谷憲司 1993 現代日本出生力分析 出生減は出生タイミング変化により引き起こさ
れ、見合いと恋愛結婚で異なる 

坂井博通 1995 昭和 41 年「丙午」に関連する
社会人口学的行動の研究 

丙午生まれの父はホワイトカラー、母子世帯、
翌年の性病罹患数の増加 

赤林英夫 2007 丙午世代のその後－統計から
分かること 

1966 年丙午生まれの帰結 

北村邦夫 2016 日本の人工妊娠中絶統計 中絶によって丙午の出生数が減少した 
大見 広規・メドウズ M.  2019 2026(丙午)年の出生について

の学生の意識調査 
20%の学生が丙午を気にしている 

大島三緒 2022 「ひのえうま」迷信の罪深く 1966 年丙午 
宅森昭吉 2022 60 万人割れが懸念される 2026

年（丙午）の出生数 
2026 年丙午 
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I. 1966 年の出生・死亡に関する言説と実際の統計の実際 

1. 出生数と中絶数 

 1966 年の出生数の減少は、中絶によるものではなく家族計画（避妊の実施）によるもの
とはすでに同年の人口動態統計報告書において指摘されていたが（厚生省 1969）、それとは
逆に妊娠数に対する中絶割合は増加したため丙午の出生数減少は中絶のよるとする指摘も
ある（北村 2016）。この点について再検証する。妊娠数を出生数、中絶数、死産数とし、そ
れらの推移を図 1左に、死産、中絶、死産+中絶の妊娠数に対する割合を図 1 右に示した。
確かに、妊娠数に対する中絶数、死産数の割合は 1966年で高まっている。出生数が減った
のであれば同様に中絶数、死産数も減ってしかるべきであるが、減らなかったのであれば中
絶、死産がその年に増えた、というのは正しい。ただし、その増加は 1966 年の出生減の
32.6%、つまり 1/3 しか説明しない（表 3）。残りの 2/3 は既存文献にあるように、家族計
画、つまり避妊の実施によりもたらされた出生減であるといえる。 
 

 
図 1 出生数と中絶数および中絶割合（1950～1980年） 

出典:人口動態統計、衛生行政報告例（厚生労働省） 
 

表 3 1966 年の出生減少に対する中絶・死産の影響 

 

出生数 中絶数 死産数 
中絶数+
死産数 

妊娠数 
中絶数
/妊娠
数 

死産
数/妊
娠数 

中絶数+
死産数 
/妊娠数 

仮定出生
数 

出生数 
実際-仮
定 

1964 1,716,761 878,748 168,046 1,046,794 2,763,555 31.8% 6.1% 37.9% 1,716,761 0 
1965 1,823,697 843,248 161,617 1,004,865 2,828,562 29.8% 5.7% 35.5% 1,755,531 68,167 
1966 1,360,974 808,378 148,248 956,626 2,317,600 34.9% 6.4% 41.3% 1,794,300 -433,326 
1967 1,935,647 747,490 149,389 896,879 2,832,526 26.4% 5.3% 31.7% 1,833,070 102,578 
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1968 1,871,839 757,389 143,259 900,648 2,772,487 27.3% 5.2% 32.5% 1,871,839 0 
1964 年と 1968 年の平均 29.6% 5.6% 35.2% 

1966 年仮定値 685,034 130,341 815,375 
実際-仮定 123,344 17,907 141,251 

出生減に対する割合 28.5% 4.1% 32.6% 

2. 出生性比

すでに山口（1967）で指摘されているが、1966 年の出生性比の高さについて再確認する。
丙午の迷信は女性に関わるもので、その迷信を信じていれば、女児の出産を避けその結果男
児の出産が多くなり出生性比（男児／女児×100と定義）が上がることになる。出生性比は
確かに 1906 年、1966年でそれぞれ 108.7、107.6と、自然の出生性比 105（Süßmilch 1761）
よりも高い（図 2）。

図 2 出生性比（1899～2023年） 
出典:人口動態統計（厚生労働省） 

 1980 年代より韓国、中国、インドで、エコーを用いた性選択中絶が行われたことはよく
知られているが（Das Gupta 1987, Sen 1990, Guilmoto 2009）、1966 年当時エコーはなかっ
た。どのように高い出生性比がもたらされたかというと、1966 年 1 月の女児の出生を前月
に、12 月の出生を翌月に登録することである。それは月別出生数に如実に表れている（図 
3）。 
 しかしながら、1906 年の出生性比は 1966 年よりもさらに高く 108.7 であったが、その
前後の年と合わせて月別の出生性比をみると 1966 年とは異なっており、1906 年の後半よ
り出生性比が大幅に上昇しており、特に 10 月から上昇し、12月には 121.1まで上がってい
る。日本は間引が慣習として行われ、それを禁止する政策は江戸時代にも藩ごとに実施され
ており（髙橋 1941）、また特に明治政府は間引き・堕胎の禁止政策を広く実施したものの、
その慣習は戦後まで続くとする研究もある（Drixler 2013）。1906 年に間引きが行われなか
ったとする確証はなく、今後の検討課題である。 
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図 3 月別出生性比（1965 年～1967 年） 

出典:人口動態統計（厚生労働省） 

 
図 4 月別出生性比（1905 年～1907 年） 

出典:人口動態統計（厚生労働省） 

 
3. 乳児死亡率 

 人口動態統計によれば、1966 年の乳児死亡率は高い。1965 年では出生千対 18.5 であっ
たものが、1966 年に 19.3 へ増加、その後 1967 年に 14.9 に低下する（図 5）。この傾向は
男女別に見ても同様である。しかしながら、実際に丙午生まれの乳児死亡率が高いのかと言
うとそうではない。人口動態統計の乳児死亡率は、ある年の 1 才未満死亡数をその年の出
生数で割った値である。例えば 1966 年 1 月 1 日から 12 月 31 までの 1 才未満死亡数をそ
の期間の出生数で割ったものである。そのため、分子の 1才未満死亡数には、前年 1965 年
出生者も含まれ、1966 年生まれであるが翌年 1 才未満で死亡した数は分子に含まれない。
そのため、生年別の乳児死亡率、つまり 1966 年生まれの 1 才未満死亡数（死亡年は 1966
年および 1967 年）を 1966 年出生数で割った、生年別乳児死亡率を計算すると（図 5）、人
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口動態統計の定義でみた乳児死亡率の変動はほぼ消滅する。1966 年の出生率が急激に減少
したために、分母が小さくなったことにより乳児死亡率が高く計算されたことになり、1966
年生まれのこどもに限りその乳児死亡率を計算すると、長期的な趨勢として乳児死亡率は
減少しているが、前後の年生まれの子どもと比べ特に乳児死亡率が高くなっているわけで
はない。このように、出生数が急に大きく変動した 1966 年の人口指標は、その定義を吟味
したうえで評価する必要がある。 
 

 

 

 
図 5 乳児死亡率（暦年・生年比較）（1960～1970 年） 

出典:人口動態統計（厚生労働省）、生年別データは林（2025） 

 

II. 1966 年の出生数減少と 2026 年の見通し 

 1966 年は前年と比べ出生数は 25%減少した。しかしながら、前年と翌年は 1966 年を避
けたことによる出生増加があった。1960 年代は基本的に出生数は増加の傾向にあり、丙午
がなかったと仮定したときの 1965-1967 年の出生数を、1964 年と 1968 年を直線補間する
ことにより算定したものが表 4 と図 6 である。前後年の増加も加味すると、1966 年丙午に
よる出生数の減少は 4.9%にとどまる。 
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表 4 1966 年前後の出生数（実際と仮定） 

年 出生数（実際） 出生数（仮定） 実際/仮定 変化% 

1964 1,716,761 1,716,761 100.0% 0.0% 

1965 1,823,697 1,755,531 103.9% 3.9% 

1966 1,360,974 1,794,300 75.8% -24.2% 

1967 1,935,647 1,833,070 105.6% 5.6% 

1968 1,871,839 1,871,839 100.0% 0.0% 

1965-1967 の計 5,120,318 5,382,900 95.1% -4.9% 

 

 

図 6 1966 年前後の出生数（実際と仮定）（1960～1970年） 
注: 仮定は 1964 年と 1968 年を直線補間したもの 
資料:実際の出生数は人口動態統計（厚生労働省） 

 

1966 年のその年、厚生労働省は上半期の出生数の異常な減少を受けて 9 月に全国の国勢
調査 100 地区を対処とした出生調査を行った（厚生省 1968、村井 1968、厚生省 1969）。
その結果、「ひのえうまには生みたくない」と回答した女性は全体の 3.9%であった。その値
は、実際の減少率である 4.9%と近いものである。 

2026 年に向けて、どのくらいの若者が「ひのえうまには生みたくない」と考えるのだろ
うか。2017 年度に北海道名寄市立大学の学部生を対象にした調査によれば、丙午迷信を知
っている人は約 40%、約 20%の学生が丙午を気にしている、という結果であった（大見 
2019）。回答率 15.4%、回答者数 84 名という小規模な調査ではあるが、20%がひのえうま
を気にしている、というのは、1966 年の 4.9%よりも大きな値であり、実際に 20%出生数
が減少する、という可能性も皆無ではない。 
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おわりに 

 「この現代でそのような迷信を信じる人はいないだろう」というのは、1966 年の時の言
説であったが、それは見事に外れた。現在の若者は、恵方巻、一粒万倍日、天赦日など、そ
の親の世代が聞いたこともなかった新たな「伝統」をフォローしていると共に、「空気をみ
る」ことに長けている世代でもある。1966 年よりもひのえうまの出生控えが起こらないと
考える要素は、1960 年代にはまだある程度あったと思われる、産みたくないが社会や家族
の希望により産んでいたという出生が減っていること、出生数が減ることにより保育園に
入りやすくなり、浪人生がそれほどいない中高受験の倍率が下がることから、逆にこの年に
出産をする、といったこと位であろうか。 
近年出生数の減少が著しく、それがさらにひのえうまの迷信により拍車がかかることは

望ましくないものの、「丙午は迷信なので子どもを産むように」という政策は個人の権利侵
害であり実施は不可能である。各自が適切に判断できるよう正しい情報を提供することが
必要である。 
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結婚力、結婚出生力に関する地域指標の検討と
合計特殊出生率との比較

岩澤美帆、小池司朗、菅桂太、別府志海、余田翔平、守泉理恵

１． はじめに
今日、日本と諸外国との国際比較や、都道府県、市区町村といった地域別の出生力を比較

する場合、合計特殊出生率という女性の年齢構成が標準化された指標が用いられることが
多い。合計特殊出生率は、ある年において、ある年齢の女性から生まれた出生数をその年齢
の女性人口で割った年齢別出生率を、一般に女性が子どもを生める年齢である 15 歳から 49
歳まで合計したものである。合計特殊出生率は、その年の出生力を、一人の女性が生涯に生
む子ども数として解釈することができ、別途計算できる人口置換水準と比較することで、現
在の出生力が人口の規模を⻑期的に維持できる水準に比べ⾼いのか低いのかを評価できる。
2023 年の合計特殊出生率は 1.20 であったが、この年の出生力は、一人の女性が生涯に生む
子ども数が 1.20 人となる水準であることを示すと同時に、人口を維持するのに必要な水準
である 2.07 の 58％ほどにとどまる低さであることが分かる。このように合計特殊出生率が
有用な場面は多々あるが、出生力の測り方は様々にあり、もっとも重要なことは、目的に応
じた指標を参照すること、あるいは、それぞれの指標の特徴、意味することを正しく理解す
ることであろう。

本研究の目的は３つある。一つ目の目的は、合計特殊出生率が示す出生力はどのような出
生力なのかを、その他の指標と比較することで明らかにする。２つめの目的は、日本の場合
は、ほとんどの出生が結婚したカップルから生じるため、出生力の変化は、結婚が起きやす
い効果と結婚した夫婦が子どもを持ちやすい効果に分けて考えることが出来、両者を分離
することにより、出生力の抑制が結婚への移行で起きているのか、夫婦の出生行動で起きて
いるのかを判断することができる。そこで、結婚出生力に関連した指標を複数算出し、合計
特殊出生率との比較を行った上で、都道府県や市区町村レベルで、結婚出生力を比較的簡便
に評価できる指標として、出生初婚比または出生婚姻比を提案し、その有用性を述べる。結
婚力については未婚者からの初婚発生を捉える指標を提案する。3 つめの目的は、こうした
都道府県別の結婚力や結婚出生力が、合計特殊出生率の⾼低とどの程度整合的かを確認し、
合計特殊出生率を子どもも生まれやすさの指標として用いる妥当性を議論することである。 

２．出生力および結婚力に関する指標

本研究では、出生力に関する 13 の指標を、主に 2015 年と 2020 年について都道府県別に

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））
「ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究」
課題番号23AA2005（研究代表者 小池司朗）
令和６年度 総括研究報告書　令和7(2025)年3月
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算出する。指標は主に、総人口の出生力、女性の出生力、夫婦の出生力に分類でき、さらに
女性の結婚力に関する４つの指標を算出した。あわせて 17 の指標の一覧は表１に示した。 
 
(1)人口規模や女性人口規模を統制した頻度指標 

①出生数は、人口規模の大きさを反映するため、人口規模が大きく異なる社会間の出生力
の比較には適さない。そこで、一定の総人口あたり（通常 1,000 人あたり）の出生数で示し
たものが②粗出生率（総人口千対）である。ただし、総人口には子どもを生まない男性や子
ども、⾼齢者が含まれる。子どもを産む年齢の女性の人口を分⺟にしたものが、③総出生率
（15〜44 歳総人口女性千対）と④日本人女性総出生率（15〜44 歳日本人女性千対）である。
前者の分⺟は外国人女性を含むが、後者は日本人女性に限定される。 
 
(2)女性の年齢構成を統制した生涯指標 
 一般に、出生力の指標として上記の指標ではなく、⑤合計特殊出生率が利用されるのは、
上記の指標は年齢構成が揃えられおらずその構成の違いに影響を受ける。子どもを生める
年齢であっても、10 代や 40 代で子どもを産む人は少ない。年齢別に出生率を算出し、年齢
別女性人口の分布を同じにし（標準化）、別の言い方をすれば、15 歳〜49 歳まで、各年齢ひ
とりの女性について出生率をもとめ、合計をすることで、一人の女性が生涯に生む平均的子
ども数を表したのが合計特殊出生率である。この指標は、人口規模や男女比、女性の年齢構
成が異なる社会でも、一人の女性が生涯に生む子ども数という尺度で、その年の出生力の違
いを評価することができる。こうした標準化を年齢別の指標を使うことで直接行っている
ことから、次節で述べる間接標準化指標と区別し、⑤a の（直接標準化）合計特殊出生率と
する。 
 このように、観察する社会の男女比、年齢構成の違いを気にせず出生力を比較できる指標
であるが、単年の出生率にもとづく指標（期間合計特殊出生率）であること、すなわち、年
齢の異なる様々な世代の女性のある年の情報をつなぎ合わせて、女性の生涯を仮想的に構
成している点には注意が必要である。大災害などが起きると、あらゆる年齢層の女性が子ど
もが産み控えられることがある。女性個人にとっては⻑い生涯の中の、特定の年齢で起きた
出来ことであり、その後遅れをとり戻すことで、生涯の子ども数には影響ないかもしれない。
しかし、大災害の年の出生率情報をつかって合計特殊出生率を計算すると、全ての年齢で出
生率が低くなり、生涯にもつ子ども数として表した数値は大きく引き下げられる。つまり、
期間の合計特殊出生率は、現実の女性が生涯に持つ子ども数ではなく、その年に特有な出生
力に基づく、仮想的な女性の生涯の子ども数ということになる。 
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表 2-1 分析に使用する公的統計を用いた出生力／結婚力指標 

 
注：本研究では⑤合計特殊出生率に影響する結婚力および結婚出生力として⑯日本人女性総未婚者初婚率と⑬出生初婚比を用いる。これらの指標の都道府県順位の関係を図 4-1 の散布図で示した。 
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(3)間接標準化による合計特殊出生率 
 年齢構成の影響を統制するために用いる年齢別出生率は、年齢別の女性人口と⺟の年齢
別出生数という詳細なデータが必要であるが、地域に限定した場合、そうした詳細なデータ、
とくに⺟親の年齢別の出生数が得られないことがある。このような場合、間接標準化という
方法が利用できる。間接標準化出生率は，算出に必要なデータ量を節約でき，年齢構成が著
しく異なる場合がある地域人口において年齢構成の違いを適切に反映できるといった利点
がある（山内 2014）。 

具体的には、標準となる年齢 5 歳階級別出生率を，地域の年齢 5 歳階級別女性人口に適
用し，仮説的な出生数（以下，期待出生数）を求める。次に、この期待出生数と当該地域の
実際の総出生数との比を求める。これが当該地域の標準化出生比 (standardized fertility 
ratio)である。地域別標準化出生比は、当該地域の出生水準がどの程度標準の水準よりも⾼
いか、低いかを表すものとなる。これを標準地域の合計出生率に乗じることで，地域別合計
特殊出生率の推定値が得られる。このように間接標準化による合計特殊出生率は、⑤a の直
接標準化合計特殊出生率と区別し⑤b の合計特殊出生率とする。 
 
(4)コーホート生涯指標：コーホート合計特殊出生率 
 現実の女性がその生涯で平均何人程度の子どもを持ったのかは、子どもを生み終わった
女性に過去に何人の子どもを生んだのかを社会調査などで尋ねることで知ることができる。
ただし、それとほぼ同等の数値を、期間合計特殊出生率を計算するのに用いた年齢別出生率
を使って計算することができる。1985 年に 15 歳だった女性の出生率、1986 年に 16 歳の
出生率、・・・、2019 年に 49 歳の出生率を合計したものは、その世代の女性が生涯に持っ
た子ども数の平均値と見なすことができる。同時期に生まれた女性（コーホート）の情報を
加齢とともに観察して得られる出生率はコーホート出生率と呼ばれ、合計したものが⑥コ
ーホート合計出生率である。上記の期間合計特殊出生率は、仮説コーホートに基づいた生涯
指標ということになる。 
 毎年の特有な事情により年齢別出生率は変動しても、コーホートの年齢別出生率を再生
産年齢期間で合計すると一般に安定した水準になることが知られている。ただし、再生産年
齢が完了しなければ求められないため、20 代、30 代で出生行動が大きく変わっていたとし
ても、その結果が得られるのはその世代が 40 代後半に達してからということになり、速報
性に欠ける難点がある。一般に 40 代後半の女性の出生率は極めて低いので、15 歳から 44
歳までの情報が得られれば、コーホート合計出生率が観察できると考えて良い。本研究では
5 歳階級別の年齢別出生率を組み替えてコーホート合計出生率を算出した。 
 
(5)夫婦の出生力指標 
 日本では、現在でも出生の 98％が婚姻関係にあるカップルから発生しており、結婚の発
生が出生発生の前提となっている。観察された出生力の低下が、結婚が起きないという結婚
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力の低下で説明できるのか、結婚後の夫婦の出生力の低下で説明できるのかは、少子化に関
連する対策の効果にも関連するため、その解釈を適切に行うことが求められている。結婚の
発生情況を統制した上で、夫婦の出生力をとらえることを目的とした指標をいくつか示す。 

⑦日本人有配偶女性総出生率（15〜44 歳日本人有配偶女性千対）は、④日本人女性総出
生率（15〜44 歳日本人女性千対）の分⺟を有配偶女性人口に限定したものである。人口規
模、男女比、再生産年齢に加え、配偶関係を有配偶女性に限定したものとなる。しかし、再
生産年齢内の年齢構成は統制できていないこと、また、有配偶女性からの出生発生は結婚後
の経過年数と強く関係するが、結婚後の経過年数についても統制がされていない。

なお、年齢構成の統制を試みたものに⑧合計有配偶出生率がある。この指標は、年齢別有
配偶出生率を再生産期間について合計したものである。合計特殊出生率の場合は 15 歳から
49 歳まで合計するが、10 代の有配偶出生率は、出生が少ないこと加え妊娠先行型の結婚も
多いため、結婚からの頻度指標としては適切ではない。今回は、5 歳階級別の有配偶出生率
を出す際、10 代の有配偶者数、10 代の出生数はともに 20 代前半に組み入れて 20 代前半の
有配偶出生率を算出した。20 歳〜49 歳までを合計した合計有配偶出生率の解釈は、全ての
妻が 20 歳で結婚し、その年の年齢別有配偶出生率に従って子どもを生んだ場合の夫婦あた
りの平均子ども数となる。しかし、この年齢別有配偶出生率は 20 歳以降の結婚経過年別の
出生率とはまったく異なる、様々な結婚経過年の有配偶女性の出生率に基づくため、結婚年
齢 20 歳の有配偶女性の平均子ども数を再現するものとは大きく異なることに注意が必要で
ある。実際に 2020 年の指標を計算すると全国で 4.39 となり、夫婦あたりの子ども数とし
ては極めて⾼い数値となっている。第 16 回出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研
究所 2023a）のデータを用いて、有配偶女性の年齢層別に、平均初婚年齢が何歳であるかを
調べたところ、現在年齢が⾼くなるほど、平均初婚年齢は⾼くなり、⾼い年齢で結婚した人
が多く含まれていた。これは各年層に結婚して間もない夫婦が多く含まれることを意味し、
こうした夫婦の出生力は⾼くなる。こうした有配偶出生率は、20 歳で初婚をした女性の当
該年齢の有配偶出生率とは乖離が大きいため、これをあてはめて推計された合計有配偶出
生率の値は現実と乖離してしまう。

現実の夫婦あたりの完結水準の出生児数は、国勢調査において夫婦のいる世帯に同居す
る子ども数を用いて近い数値を得ることができる。妻の年齢が 40〜44 歳の夫婦のいる世帯
で、同居する子ども数を算出したものが、⑨国勢調査に基づく夫婦完結出生児数である。40
代前半の妻の子ども数なので、40 代後半で追加される分が過小になる。ただしその規模は
小さいことが見込まれ、むしろ妻の年齢が 40 代後半になると、子どもが進学や就職で離家
する割合が⾼くなり、同居の子ども数が出生子ども数より過小になる問題が出てくる。妻が
40 代前半の夫婦の平均子ども数は、夫婦の完結出生児数の実績に近い数値ではあるが、こ
うした夫婦が実際に子どもを生んだ時期は 10 年以上前の可能性が⾼く観測時期とずれるこ
と、加えて地域別の指標の場合は、転居などにより出生した場所と完結出生児数が測定され
た場所が異なる可能性も⾼まる。
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(6)コーホート合計出生率を既婚者割合で調整した既婚者コーホート合計出生率 
 コーホート合計出生率（コーホート合計特殊出生率）は出生過程が完結しなければ算出で
きないが、日本においては婚姻外の出生の割合は 2%台でその後⺟親が結婚する場合もある
ことを考えると、子どもを産んだ女性が 50 歳時点で未婚である可能性は極めて低い。そこ
で、コーホート合計出生率を女性 50 歳時点での既婚者割合で割った⑩既婚者コーホート合
計出生率は、50 歳時点で結婚経験のある女性の生涯の子ども数の平均値（夫婦の完結子ど
も数に相当）と見なせる。 
 
(7)ログリニアモデルを用いた結婚出生力指標 

夫婦からの出生の発生を厳密に捉えるためには、結婚経過年別に発生を統制する必要が
あるが、既存の統計では難しく、生涯指標の実績では、足下で起きている夫婦の出生行動の
状況を捉えられないという問題があることを指摘した。 
 足下の情報を使い、結婚力の影響をある程度統制した上で、夫婦の出生力を測定する方法
の一つを、岩澤ほか(2022)で提示している。出生力に影響する 20〜39 歳女性の有配偶者割
合を説明変数とし、合計特殊出生率を予測する回帰モデルの誤差項を結婚力で説明できな
い夫婦出生力としたモデルを用いる。さらに操作変数を用いて、生涯の結婚割合と晩婚など
の結婚タイミングの効果を分離し、合計特殊出生率の標準からの偏差を、結婚の量的効果、
結婚のタイミング効果、夫婦出生力効果に分解する式を提示した。効果を積の形で表すこと
が出来るログリニアモデルを用いるので、ここで得られる結婚出生力を⑩ログリニア夫婦
出生力指数と呼ぶ。地域別に求めた結婚タイミング効果と夫婦出生力効果を標準的な夫婦
あたりの完結出生児数に乗ずることで、当該地域の夫婦完結出生児数（⑫ログリニア指数に
基づく夫婦完結出生児数）を推定することが出来る。 
 ⑪ログリニア夫婦出生力指数、⑫ログリニア指数に基づく夫婦完結出生児数は、当該地域
の合計特殊出生率（人口動態統計）と、20〜39 歳の有配偶者割合（国勢調査）の平均値が
得られれば、係数を用いて結婚タイミング効果指数と夫婦出生力指数を推定することがで
きる。ただし、岩澤ほか（2022）で示されている係数は 2015 年のデータを用いたモデルか
ら推定されたものであり、年次が変われば係数も推定し直すことが望ましい。 
 
(8)新しい結婚出生力指標：出生初婚比（出生婚姻比） 

ログリニア夫婦出生力指数は、人口動態統計と国勢調査の公表データから推定できるが、
モデルの係数は、時間が経過した場合は、新たなデータを用いて推定し直す必要がある。そ
こで、本研究では、より簡便な方法で、かつ、地域の未婚者数の規模や割合の影響を受けな
い結婚出生力指標を提案したい。⑬出生初婚比というもので、具体的には当該地域の t 年の
出生数を、t-5 年〜t-1 年の初婚数の合計で割るというものである。過去 5 年の初婚数の合
計、すなわち結婚して 6 年未満の夫婦数に対する、当該年の出生数の比である。 
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表 2-２は、「日本の将来推計人口」（令和 5 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所 2023b）
のコロナ禍の影響をモデル化する際に使用された、前事象からの経過期間別の出生率であ
り、図 2-1 はその累積値を示したものである。そして図 2-2 には、3 子を生んだ妻に限定し
て、第 1 子、第 2 子、第 3 子がどのようなタイミングでもったいるかをグラフ化したもの
である（岩澤 2024）。これらの実績データから読み取れることは、20 代、30 代で出生の多
くが発生するが、各出生は前事象から数年以内に発生しており、子どもを持つ夫婦の 4 分
の３は 1 子、2 子であることを考えると初婚から 6 年未満といったタイミングまでで多くの
出生が発生すると考えられる。 

 
表 2-2 前事象からの経過期間別出生率 

 
注：対象は「出生動向基本調査」夫婦票における、結婚持続期間 15 年未満の初婚どうし夫婦について、前
事象を調査時点から８年以上前に経過した妻。当該事象未経験者も含む。この図の値は第 15 回(2015 年)、
第 16 回調査(2021 年)から求めた出生率の平均値。 

 
 

1年未満 0.327 0.017 0.014 0.072

2年未満 0.281 0.186 0.097 0.102

3年未満 0.156 0.353 0.233 0.198

4年未満 0.082 0.178 0.125 0.112

5年未満 0.040 0.086 0.074 0.055

6年未満 0.023 0.043 0.042 0.039

7年未満 0.015 0.020 0.033 0.016

8年未満 0.010 0.009 0.012 0.000

8年以上 0.012 0.007 0.006 0.000

未経験 0.054 0.101 0.363 0.405

前事象から
の経過期間

初婚→
第1子

第1子→
第2子

第2子→
第3子

第3子→
第4子
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図 2-1 前事象からの経過期間別にみた累積出生率 
データ：表１の数値にもとづく累積値。 
 

 
図 2-2 子を 3 人もった女性の第１子〜第 3 子出生年齢 
資料：岩澤(2024)。：「第 16 回出生動向基本調査」（国立社会保障・人口問題研究所 2023）による集計。45
〜49 歳初婚どうし夫婦の妻、202 名、 3 歳移動平均。 
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夫婦の出生は、結婚後数年以内、⻑く見て 7 年の間にほぼ完結レベルに達すると考える
と、過去 5 年（6 年未満）に初婚をした女性人口は当該年出生の有効なリスク集団とみなす
ことが出来る。もちろん 10 年前に初婚をした集団もリスク人口ではあるが、この指標を都
道府県別などの地域指標に利用することを考えると、カバーする期間が⻑くなるほど、転出
入によってリスク人口との乖離が大きくなることも考えられ、6 年未満という基準を採用し
た。

なお、初婚は⾼齢でも発生するので、出生のリスク人口にあてはまらない女性も含まれる。
そこで、より厳密に結婚数と出生数を対応づけるため、初婚数全数ではなく、t-5 年〜t-1 年
の 20〜34 歳の婚姻数の合計と、t 年の 20〜39 歳の出生数との比を 2020 年について計算し
比較した。この年齢を限定した出生婚姻比と、年齢を限定しない出生初婚比との関係を散布
図にして図 2-3 に示してみると、相関係数は 0.99 を超えており近似していると言える。そ
の場合、より簡便に得られる年齢を限定しない出生初婚比が有用だと言える。なお、初婚数
が得られない場合は、出生と過去 5 年の婚姻数の比も代替指標として有用である。ただし
婚姻は⾼い年齢で発生する再婚も含むため、再婚者は出生確率が低いことを考慮すると、婚
姻数と出生発生との関連は弱まると考えられる。

図 2-3 年齢を限定した出生婚姻比と年齢を限定しない出生初婚比の散布図

なお、この指標は過去 5 年に初婚をした女性を当該年の出生のリスク人口と考えている
が、都道府県においては、初婚をしたあと、都道府県境を越えて転出し出生する、逆に他の
地域で初婚をし、出生の前に転入するというケースが存在する。とくに東京都では若い未婚
者が流入し、周囲の県に移動して家族形成を行うというパターンも見られる。これについて
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小池(2024)は、東京都については、家族形成期の転出だけでなく、近年転入も増えているこ
とを指摘しており、必ずしも一方向の移動が強化されているわけではないと見られる。また、
６年以内という短期の移動は比較的限定的であると考えれば、都道府県内の過去 5 年の初
婚者（婚姻者）を出生のリスク人口と考えることは概ね妥当であろう。 
 出生初婚比または出生婚姻比が、どの程度結婚力の変化を捉えることができるかについ
て、年次別、結婚持続期間別の出生率が測定できる標本調査にもとづいた結婚力指標との比
較することで検討した。余田・岩澤(2018)では、2015 年の「出生動向基本調査」までの夫
婦の出生歴情報を用いて、結婚持続期間別出生率を年次別に求め、結婚期間で合計する合計
結婚出生率を算出している（図 2-4）。合計結婚出生率は、1980 年代後半より緩やかに低下
していたが、2005 年にとくに落ち込みを示している。その後はやや回復し 2015 年頃まで
上昇していることを示していた。図 2-5 には、本研究で考案した出生初婚比および出生婚姻
比を示している。こちらの指標でも 1980 年代後半から低下が見られ、2005 年にそこを打
ったのち反転していることがわかる。さらに、人口動態統計の出生数は 2023 年まで判明し
ているので、その後の指標の推移を確認すると 2015 年以降は再び低下し、最低値であった
2005 年の水準を下回っている可能性を示唆している。 
 出生初婚比、出生婚姻比の水準そのものは、出生数と初婚数または婚姻数との単純な比で
あり、解釈しやすいものではない。しかし変動については合計結婚出生率を近似しており、
結婚持続期間を統制した結婚出生力指標の代理変数として活用可能なことを示唆している。 
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図 2-4 2014 年までの期間合計結婚出生率（TMFR）の趨勢（参考：合計特殊出生率） 
資料：余田・岩澤 (2018） 

 
図 2-5 2023 年までの出生初婚比および出生婚姻比の趨勢（参考：合計特殊出生率） 
データ：厚労省「人口動態統計」 
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(9)標本調査による夫婦の完結出生児数
結婚出生力は標本調において、これまでに生んだ子ども数を有配偶女性または既婚女性

に直接尋ねることで測定もできる。国立社会保障・人口問題研究所がほぼ 5 年おきに実施
している「出生動向基本調査」（国立社会保障・人口問題研究所 2023a）によると、1950 年
代生まれまでは 2.1 人を超えていたが、その後の世代では低下し、1970 年代前半生まれの
妻の完結出生児数は 1.81 となっている(表 2-3)。

表 2-３ 「出生動向基本調査」にもとづく初婚どうし夫婦の完結出生児数と「人口動態統
計」にもとづく既婚者コーホート合計特殊出生率

資料：「出生動向基本調査」（国立社会保障・人口問題研究所 2017, 2023a）、「日本の将来推計人口」（令和
5 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所 2023b）。出生動向基本調査の結果は、調査時の年齢、調査時
の結婚持続期間を対応するおよその生まれ年、初婚年に表側を示したもの。

(10)結婚力の指標
ここまでは人口についての出生力、女性についての出生力、夫婦についての出生力の指標

を示したが、結婚力に関する指標も同様に、規模を示す⑭初婚数、再生産年齢女性人口に対
する結婚力である⑮日本人女性総初婚率（15〜44 歳日本人女性千対）を算出することがで
きる。年齢別初婚率を再生産年齢について合計する合計初婚率も年齢構成が標準化された

1921～1925 4.27
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1948～1952 2.65

1927～1931 2.33 1953～1957 2.20
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1955～1959 2.15 1960 2.00

1960～1964 2.01 1965 1.83

1965～1969 1.86 1970 1.71

1971～1975 1.81

初婚どうし夫婦
の完結出生児数
（結婚持続期間
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完結出生児数（妻

45～49歳）

出生動向基本調査(第7回(1977)～第
16回（2021))

対応する
生まれ年

対応する
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人口動態統計（令和5年推計資料
より算出）
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有効な指標であるが、年齢別の初婚数といった詳細な情報が必要になり、また人口動態統計
では年齢別の初婚数は同年に同居した初婚に限定されていることにも注意が必要である。

初婚は未婚者から発生することを考えると、分⺟をさらに未婚者に限定する指標が考え
られる。そこで、分子は日本人の初婚数、分⺟を初婚が起きやすい 20〜39 歳の日本人未婚
女性として、⑯日本人女性総未婚者初婚率（20〜39 歳日本人未婚女性千対）を提案する。
この指標は、結婚の起こりやすさを評価するのに有効であると考えられが、分⺟人口に国勢
調査を使う場合、5 年ごとの指標となる。

また、結婚力については、配偶関係の構成、すなわち、人口にしめる有配偶者割合も有用
であろう。ログリニア夫婦出生力指数の計算にも用いる 20〜39 歳の有配偶者割合（5 歳階
級別有配偶者割合の平均値）も示した（⑰日本人女性有配偶者割合(20〜39 歳））。ただし、
有配偶者割合は結婚経過年別の構成が統制できていないこと、また離婚や死別での減少も
反映する。足下での結婚の起こりやすさを示す結婚力指標として、本研究では⑯日本人女性
総未婚者初婚率（20〜39 歳日本人未婚女性千対）を利用する。

分析に使用する 17 指標について、全国、東京都、兵庫県、沖縄県の 2020 年の結果を表
2-４に示した。なお全都道府県の 2015 年、2020 年の数値は別添に示す。

表 2-４ 分析に用いた 17 指標の数値：全国、東京都、兵庫県、沖縄県について(2020 年)

図 2-6 期間指標、コーホート指標、総合出生力、結婚出生力の比較（全国、東京、兵庫、
沖縄）
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３．様々な出生力指標と合計特殊出生率との比較 
 
（１）2015 年、2020 年平均水準に基づく都道府県順位での比較 
 以下では、合計特殊出生率に対して、いくつかの総人口の出生力指標、女性の出生力指標
を比較し、それぞれの特徴を解釈してみたい。様々な水準の数多くの指標について都道府県
別に比較することになるため、単純化して解釈しやすくすることが必要である。また、都道
府県別指標は、その時期の都道府県特有の事情などにより変動することもあるが、ここでは
できるだけ都道府県の安定的な水準を比較に用いることを目的とし、比較には 2015 年と
2020 年の指標の平均値を利用することとする。さらに、様々なレンジの指標の比較は複雑
になるため、各指標を都道府県順位に変換し、それを各指標で比較する。図 3-1 の左図は、
左から北海道から始まる都道府県番号順に並んでおり、合計特殊出生率の 2 か年平均値と
都道府県順位を示したものである。一方、右図では、左から昇順に並べ替えたものである。
以下では、基準とする指標の都道府県順位を左から昇順で並べた図を使い、各指標の評価を
行う。 
 

 
図 3-1 都道府県別合計特殊出生率と合計特殊出生率にもとづく都道府県順順位 
（左図は左から都道府県番号順、右図は左から都道府県順位を昇順に並べ替えたもの） 
 
 図 3-2 は、合計特殊出生率の順位で並べたものに、13 の出生力に関わる指標の順位を全
て表示したものである。合計特殊出生率順位と連動している指標もあれば、無関係に見える
ものもある。以下では各指標の都道府県順位の比較を行う。 
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図 3-2 1３の出生力指標の都道府県順位（合計特殊出生率順位の昇順で並べたもの） 
 
（２）出生数の規模および総人口における出生率 
 図 3-3 は、出生数の規模と総人口 1,000 あたりで示した出生頻度の都道府県順位を合計
特殊出生率順位と重ねたグラフである。合計特殊出生率は左から昇順に並べているが、①出
生数の線形近似直線はそれと負の関係を示しており、出生数の規模が大きい地域ほど合計
特殊出生率が低い傾向があることを示す。出生数を人口千あたりで示した②粗出生率では、
人口規模が統制されるため、関係が正に変わるが、合計特殊出生率の順位と乖離が大きい都
道府県が多い。 

 
図 3-3 出生数と粗出生率、合計特殊出生率の都道府県順位 
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（３）女性についての出生率
続いて、人口規模で調整した指標を、さらに再生産年齢の女性の人口規模で統制した指標

と合計特殊出生率を重ねたものを示す（図 3-4）。③総出生率（15〜44 歳総人口女性千対）
は、外国人を含めた再生産年齢女性、④日本人女性総出生率（15〜44 歳日本人女性千対）
は、日本人に限定した再生産年齢女性を分⺟に用いている。いずれの指標の順位も合計特殊
出生率の順位と相関が極めて⾼い。出生数については⺟の年齢別情報がないが、人口につい
ては女性の年齢情報が分かる場合は、合計特殊出生率の代替指標として、変化や比較に活用
できることを意味する。ただし、都道府県によっては合計特殊出生率順位と乖離が見られる
場合がある。福岡県は、合計特殊出生率の順位に比べ、総出生率が⾼い。これは福岡県の再
生産年齢女性の人口構成の特徴によると考えられる。

図 3-4 分⺟を再生産年齢女性に限定した総出生率（総人口、日本人人口）と合計特殊出生
率

ここで基準としている合計特殊出生率は、その年の出生率情報を用いて、女性の生涯の平
均子ども数を再構成した指標（期間の合計特殊出生率）であるが、コーホート出生率を 44
歳まで観察して求めたコーホート合計出生率（1990 年に 15〜19 歳のコーホート出生率と
1995 年に 15〜19 歳のコーホート出生率の平均）と比較したものが図 3-5 である。期間指
標に対し、コーホート出生率は過去 25 年ほどの出生力を反映するので、事象の時点に乖離
があるものの、都道府県別の数値の相関はある程度示されている。一方で、都道府県によっ
てはコーホート出生率が期間合計特殊出生率と比べて相対的に⾼い、あるいは低い場合が
ある。都道府県の出生力を評価する際には、実際の完結水準に近いコーホート合計出生率を、
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子どもの生まれやすさの目安として使いつつも、期間指標では当該年次特有の出生を促進
したり、抑制したりする事情を反映する可能性があるので、両者を比較し、総合的に解釈す
ることが必要であろう。なお小池(2024)でも指摘されているが、東京都のコーホート出生率
は、期間合計特殊出生率と同様、都道府県の中で最も低い値を示している。 
 

 
図 3-5 コーホート合計出生率と（期間の）合計特殊出生率 
 
（４）夫婦の出生力 

日本では 1990 年代に入り少子化の進行が広く認識され、以後、少子化に関わる総合施策
が展開されてきた。1990 年代の政策では保育の量的拡大など、仕事と家庭の両立支援が中
心であったが、2003 年に成立した少子化対策基本法に基づく「少子化社会対策大綱」では、
幅広い観点で若者や子育て世代を支援する計画が策定された。2023 年 4 月には「こども基
本法」が施行され、2023 年 12 月に閣議決定された「こども大綱」では、こどもや若者、子
育て当事者のライフステージを切れ目なく支援することや、若い世代の生活の基盤を安定
させ、結婚や子育てに関する障害を取り除くことが目指されている。このような対策の出生
への影響を考える上では、若者の結婚への移行に起きている変化と、結婚後の夫婦の子ども
の生み方に起きている変化を区別できることが望ましい。しかしながら、期間あるいはコー
ホートの合計特殊出生率は、女性一人あたりの出生力の比較はできるものの、それが結婚発
生の変化や違いによるのか、結婚後の結婚出生力の変化や違いによるのかを識別できない
問題がある。そこで、夫婦の出生力の指標として用いられる以下の 4 つの指標、⑦日本人有
配偶女性総出生率（15〜44 歳日本人有配偶女性千対）、⑧合計有配偶出生率、⑨国勢調査に
もとづく夫婦完結出生児数、⑩既婚者コーホート合計出生率の特徴を検討する。ここでも、
（期間の）合計特殊出生率の都道府県別順位を基準にして図 3-6 のグラフで示す。 
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いずれの結婚出生力指標も合計特殊出生率と相関はあるが、都道府県によっては、結婚出
生力指標が合計特殊出生率と乖離している。⑨の 2020 年の国勢調査に基づく妻 40 代前半
の夫婦の同居児数は夫婦の完結出生児数に近似すると考えられるが、奈良県、福岡県、新潟
県、岐阜県の夫婦の完結出生児数が相対的に⾼く、一方、愛知県、広島県では合計特殊出生
率に比べ、夫婦の完結出生児数が相対的に低い。 

 

 
図 3-6 日本人有配偶女性総出生率、合計有配偶出生率、国勢調査に基づく完結出生児数、
既婚者コーホート合計出生率と合計特殊出生率の都道府県順位 

 
 

（5）新たな夫婦の出生力指標：ログリニア夫婦出生力指数と出生初婚比／出生婚姻比 
前節で、結婚出生力を示すとされる３つの指標は、全体的には合計特殊出生率と相関した

上で、都道府県によっては合計特殊出生率の順位と乖離が見られ、結婚出生力が⾼い、ある
いは低い地域を検出することができる可能性がある。 

しかし、３つの指標はいずれも解釈が難しい面も持つ。⑦日本人有配偶女性総出生率（15
〜44 歳日本人有配偶女性千対）は、出生力指標でも同様の指摘ができるが、有配偶女性を
再生産年齢に限定はしているものの、年齢構成は統制されていないため、その構成の違いの
影響を受けるおそれがある。⑧合計有配偶出生率は、年齢別有配偶出生率の合計値であり、
年齢構成を統制した上で、再生産年齢の有配偶女性からの出生頻度の総合力を表すもので
ある。しかしこの指標は、全員が 20 歳で結婚し、その後加齢と共に出生するモデルである
が、実際に適用される当該年の年齢別有配偶出生率が算出される有配偶女性は、全てが 20
歳で初婚をしているわけではなく、想定との齟齬が起きている。実際に計算された合計有配
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偶出生率は全国平均で 2020 年 4.39 であり、現実的な夫婦当たりの子ども数より過大とな
る。一方、⑨国勢調査にもとづく同居児法による夫婦完結出生児数は、現実の夫婦の完結出
生児数に近い。しかし、2020 年の国勢調査から求められる平均子ども数は 20 年程度過去に
出産の全盛期を迎えていた夫婦の結果である。観察時点での出生力指標としては使いがた
い指標となる。 

そこで、これらの困難をある程度解消する指標として、３つの指標を提示する。まず岩澤
ほか(2022)で開発されたログリニア夫婦出生力指数とそれを活用した夫婦完結出生児数の
推計（⑪ログリニア結婚出生力指数、⑫ログリニア指数に基づく夫婦完結出生児数）を示し、
さらに、より簡便に足下の結婚出生力を把握する指標として、⑬出生初婚比を検討したい。 
 図 3-7 には、⑫ログリニア指数に基づく夫婦完結出生児数と⑬出生初婚比を、これまでの
図と同様、都道府県別合計特殊出生率の昇順で並べた上で、国勢調査に基づく夫婦完結出生
児数とも比較したものである。 
 

 
図 3-7 合計特殊出生率、国勢調査に基づく夫婦完結出生児数と比較した既婚者コーホート
合計出生率、ログリニア指数に基づく夫婦完結出生児数および出生初婚比の都道府県順位 
 
 ここからは、出生初婚比を基準として都道府県順位の昇順で並べ、その他の結婚出生力指
標と比較をする。図 3-8 は、都道府県別出生初婚比の実数と都道府県順位を示したものであ
るが、左は都道府県番号順、右は都道府県順位を昇順で並べたものである。出生初婚比は沖
縄でもっとも⾼く、東京でもっとも低い。 
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図 3-8 都道府県別出生初婚比と出生初婚比に基づく都道府県順順位
（左は都道府県番号順、右は都道府県順位の昇順に並べ替えたもの）

図 3-9 合計有配偶出生率（左上）、国勢調査にもとづく夫婦完結出生児数（右上）、ログリ
ニア指数にもとづく夫婦完結出生児数（左下）、既婚者コーホート合計出生率（右下）と出
生初婚比の都道府県順位の比較
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図 3-9 は合計有配偶出生率（左上）、国勢調査にもとづく夫婦完結出生児数（右上）、ログ
リニア指数にもとづく夫婦完結出生児数（左下）、既婚者コーホート合計出生率（右下）と
初婚出生比の都道府県順位を比較したものである。いずれの結婚出生力の指標も出生初婚
比との正の相関は⾼いが、合計有配偶出生率、既婚者コーホート合計出生率の順位はやや乖
離が大きい。国勢調査に基づく夫婦完結出生児数、ログリニア指数に基づく夫婦完結出生児
数は、実績数値の差が小さい中間グループで都道府県順位との乖離が見られるものの、指標
が大きいところ、あるいは小さいところに入る都道府県は概ね一致しており、結婚出生力が
⾼いところ，低いところの評価を行う際は、一定の有効性が認められよう。

（6）結婚力の指標
最後に、出生力にも影響を与える結婚力に関する指標を観察する。結婚力については、⑭

初婚数、⑮日本人女性総初婚率（15〜44 歳日本人女性千対、または 20〜39 歳日本人女性千
対）、⑯日本人女性総未婚者初婚率（20〜39 歳日本人未婚女性千対）、⑰日本人女性有配偶
者割合(20〜39 歳）を取り上げる。出生力を説明するのに有効なのは、⑰の出生の機会の多
い 20〜39 歳の日本人女性の有配偶者割合が有効であるが、結婚の起こりやすさを示す指標
として、⑯の未婚者初婚率を提案したい。初婚は 20〜39 歳という比較的年齢幅が小さいと
ころで多く発生する。この年齢層の未婚者と初婚数の比は結婚の起こりやすさを反映する
と考えられる。そこで、ここでは⑯の未婚者初婚率の都道府県順位で都道府県を並べ、その
他の指標と比較する。

図 3-10 日本人女性総未婚者初婚率の都道府県順に基準とした、初婚数、日本人女性総初
婚率、日本人女性有配偶者割合の都道府県順位の比較
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図 3-11 日本人女性総未婚者初婚率の都道府県順に基準とした、日本人女性有配偶者割合
の都道府県順位の比較

図 3-10 は日本人女性総未婚者初婚率の都道府県順位で並べた図にその他の結婚力指標の
順位を重ねたものである。人口規模を反映する初婚数は、未婚者初婚率との関係が負になっ
ている（初婚数が多いところで未婚者初婚率が低い傾向）。図 3-11 は未婚者初婚率と 20〜
39 歳の年齢構成を標準化した有配偶者割合の比較である。未婚者初婚率と有配偶者割合は
概ね相関するが、都道府県によっては順位に乖離がある。この乖離は、未婚者初婚率が結婚
の発生の指標であるのに対し、有配偶者割合は、未婚者や有配偶者の転出入、離別の発生に
も影響を受けるからである。岐阜県、滋賀県、山形県は未婚者初婚率に比べ、相対的に再生
産年齢層の有配偶者割合が⾼い。こうした地域は有配偶者の転入、あるいは未婚者の転出な
どが有配偶者割合を⾼めている可能性がある。また沖縄県、鹿児島県、⻑崎県は、未婚者初
婚率にくらべ、有配偶者割合が低い。こうした県では未婚者の転入、また離別者が多いこと
などが有配偶者割合を下げている可能性がある。

未婚者初婚率にもとづくと、未婚者数に対して結婚の発生率が⾼いのは福井県、鳥取県、
愛知県であり、反対に低いのは奈良県、京都府、宮城県であった。

４．結婚力指標と出生力指標の特徴からみる都道府県の分類

ここまでで、様々な都道府県別出生力指標、結婚力指標を比較することで、それぞれの指
標の特徴を理解した。地域別の出生力指標、結婚力指標は、夫婦に対する子育て支援や、若
者の結婚生活の支援策の必要性や対策の評価に用いることが期待されるので、当該年の子
どもの生みやすさ、結婚のしやすさを反映するものがよい。その際、出生や結婚をリスク人
口の規模や年齢構成で統制することが重要である。

前節までの検討の結果、本研究では簡便な結婚出生力指標として、過去 5 年の初婚数の
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合計に対する当該年の出生数の比である出生初婚比が有効であることを指摘したい。日本
の出生の発生は、女性の年齢、配偶関係に規定されるが、もう一つ重要な側面として結婚か
らの経過年がある。しかしながら結婚経過年別の出生数は、行政統計で把握することは難し
い。そこで、過去 5 年の初婚数と当該年の出生数の比を使うと、最も出生が発生しやすい結
婚から 6 年以内のリスク人口と出生の関係をとらえることができる。 

また結婚の発生のしやすさについては、初婚は未婚者から発生すること、初婚は 20〜39
歳の未婚者から発生しやすいことを勘案し、20〜39 歳の未婚者人口と初婚数の比を、その
年の初婚の起きやすさの指標として使用することを提案する。 

この初婚の発生のしやすさを反映した結婚力指標（未婚者初婚率）と、結婚した人からの
出生の発生のしやすさを反映した出生初婚比を都道府県別に比較することで、各都道府県
の結婚力と結婚出生力の特徴を把握することが出来る。図 4-1 は未婚者初婚率で示した結
婚力と出生初婚比で示した結婚出生力の都道府県散布図であり、合計特殊出生率の三水準
別にマーカーを変えて示している。 

合計特殊出生率が⾼い都道府県は、結婚力も結婚出生力も⾼く、合計特殊出生率が低い都
道府県は結婚力も結婚出生力も低い傾向があることが分かる。ただし、都道府県によって合
計特殊出生率に、結婚力が大きく寄与している場合、逆に結婚出生力が大きく寄与している
場合があることも分かる。 

 
図 4-1 未婚者初婚率で示した結婚力と出生初婚比で示した結婚出生力の都道府県散布図
（合計特殊出生率の水準別） 
注：合計特殊出生率、未婚者初婚率、出生初婚比の都道府県順位は、各指標の 2015 年と 2020 年の平均値
に基づく。 
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５．結婚力指標、出生力指標、結婚出生力時系列の推移

最後に本研究で示した主要な指標である合計特殊出生率、出生初婚比の都道府県別の数
値を時系列で示す。まず図 5-1 には、左に婚姻数、中央に初婚数、右に出生数の推移を示し
た。東京都の出生数は 2005 年以降 2015 年まで顕著な増加を示していたが、その後減少傾
向を示す。図 5-2 には合計特殊出生率の推移、図 5-3 には地域ブロック別に示した。

図 5-4 には出生初婚比を全都道府県について示し、図 5-5 では地域ブロック別に示した。
出生初婚比の推移は、多くの都道府県で 2005 年まで下がり、その後回復した後、2015 年頃
から再び下降する動きを示している。図 5-6、図 5-7 には出生婚姻比を示した。結婚指標の
時系列については、未婚者初婚率を計算するために必要な未婚女性の人口は国勢調査年で
は得られるが、各年では得ることが出来ない。そこで分⺟を 20〜39 歳の日本人女性人口に
した、総初婚率を図 5-8、図 5-9 に示した。なお、総初婚率はすでに有配偶者が多い地域で
は低く出る傾向があるため、水準を初婚の起こりやすさとして解釈することが難しい。水準
を解釈するためには分⺟を未婚者に限定した未婚者初婚率が望ましい。

６．結論

本論文では前半で、様々な出生力や結婚出生力、結婚力に関する指標を整理し、公表値か
ら簡便に算出できる結婚出生力指標を提案した。都道府県別指標を検討した結果、年齢構成
をある程度統制できれば、都道府県順位が合計特殊出生率と相関を示すことがわかる。ただ
し、地域別の合計特殊出生率は、結婚発生の情況に影響を受けるので、夫婦の出生力として
解釈ににくい問題や、地域間の若年未婚者の転出入の影響が懸念されることがあ。そこで本
研究では、公表されているデータを使って、より簡便に、結婚力と結婚出生力を評価できる
指標を考案し、都道府県別順位に変化後、合計特殊出生率の都道府県順位との比較を試みた。
結婚力は、未婚者からの初婚発生を反映する指標（未婚者初婚率）を用い、結婚出生力は、
未婚人口の多寡に影響を受けない、結婚間もない初婚人口と出生数との比（出生初婚比）を
用いた。2015 年および 2020 年の都道府県別の指標を用いて検証したところ、合計特殊出
生率に結婚力の寄与が大きいところ、結婚出生力の寄与が大きいところなどの違いはある
が、都道府県別の合計特殊出生率の⾼低は、概ね結婚力、結婚出生力の⾼低と整合していた。
本研究で用いた結婚出生力指標は、初婚数（または婚姻数）とその後の出生数のみを用いて
おり、地域間の未婚者の転出入の影響はうけない。この指標によれば、結婚出生力は沖縄、
島根、熊本で⾼く、東京、北海道、神奈川で低いことが確認できた。こうした傾向は、国勢
調査を用いた同居児法による結婚出生力やログリニア夫婦出生力指数を用いた結婚出生力
の結果と整合的であり、出生初婚比が時系列の観点でも、地域比較の観点でも有効な指標と
なることを示唆している。
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図 5-1 都道府県および全国の婚姻数（左）、初婚数（中）、出生数（右）の推移
注：2023 年の初婚数は婚姻数に基づく推計値。
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図 5-2 合計特殊出生率の推移

図 5-3 地域別合計特殊出生率の推移
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図 5-4 出生初婚比（結婚出生力）の推移

図 5-5 地域別出生初婚比（結婚出生力）の推移
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図 5-6 出生婚姻比（結婚出生力）の推移 
 

図 5-7 地域別出生婚姻比（結婚出生力）の推移 
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図 5-8 総初婚率（初婚数／20〜39 歳女性総人口）の推移 
 

図 5-9 地域別総初婚率（初婚数／20〜39 歳女性総人口）の推移 
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別添１ 分析に用いた 17 指標の数値：全国、都道府県(2015 年)
総人口の出生力 女性の出生力 女性の結婚力

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

出生数
粗出生率

（総人口千
対）

総出生率
（15〜44歳
総人口女性

千対）

日本人女性
総出生率

（15〜44歳
日本人女性

千対）

合計特殊出
生率

コーホート合計出
生率

日本人有配
偶女性総出
生率（15〜
44歳日本人
有配偶女性

千対）

合計有配偶
出生率(20〜

49歳）

国勢調査に
もとづく夫
婦完結出生

児数

既婚者コーホート
合計出生率

ログリニア
夫婦出生力

指数

ログリニア
指数にもと
づく夫婦完
結出生児数

出生初婚比 初婚数

日本人女性
総初婚率

（15〜44歳
日本人女性

千対）

日本人女性
総未婚者初
婚率（20〜
39歳日本人
未婚女性千

対）

日本人女性
有配偶者割
合(20〜39

歳）

2015年 2015年 2015年 2015年 2015年
1990年に15〜19歳

1975年に0〜4歳
2015年に40〜44歳

2015年 2015年 2015年
1980年に15〜19歳

1965年に0〜4歳
2010年に44〜49歳

2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年

0 全 国 1,005,721 7.91 46.1 47.4 1.45 1.43 106.3 4.72 1.65 1.95 1.00 1.65 0.323 528,611 24.2 76.1 42.1%
1 北 海 道 36,696 6.82 41.9 42.4 1.31 1.28 98.0 4.33 1.52 1.83 0.92 1.51 0.301 20,007 22.8 71.2 41.2%
2 ⻘ 森 8,621 6.59 43.9 44.3 1.42 1.48 102.8 4.76 1.65 2.08 0.98 1.62 0.328 4,473 22.8 76.3 41.9%
3 岩 手 8,814 6.89 46.5 47.1 1.48 1.54 103.9 4.61 1.69 2.15 0.98 1.63 0.343 4,272 22.5 76.9 44.4%
4 宮 城 18,023 7.72 44.3 44.9 1.36 1.38 102.7 4.61 1.64 2.00 0.94 1.54 0.324 9,333 23.0 69.0 42.1%
5 秋 田 5,861 5.73 42.1 42.5 1.34 1.48 93.5 4.46 1.63 2.03 0.92 1.51 0.316 2,948 21.2 73.0 42.7%
6 山 形 7,831 6.97 47.2 47.8 1.47 1.60 101.4 4.48 1.72 2.17 0.96 1.60 0.349 3,782 22.8 80.0 45.7%
7 福 島 14,195 7.42 49.6 50.2 1.57 1.61 109.0 4.69 1.76 2.21 1.02 1.70 0.340 7,229 25.3 87.7 45.7%
8 茨 城 21,700 7.44 45.7 47.0 1.47 1.50 101.6 4.66 1.69 2.03 0.98 1.62 0.331 10,973 23.1 78.3 44.2%
9 栃 木 15,306 7.75 47.1 48.4 1.49 1.51 101.1 4.44 1.67 2.05 0.97 1.61 0.331 7,708 23.7 82.2 45.5%

10 群 馬 14,256 7.23 44.7 46.3 1.48 1.53 100.6 4.56 1.72 2.00 0.99 1.64 0.337 7,253 22.7 79.1 44.1%
11 埼 玉 56,078 7.72 43.7 44.9 1.39 1.35 99.2 4.53 1.60 1.87 0.95 1.57 0.333 28,723 22.4 70.0 42.6%
12 千 葉 47,019 7.56 43.6 45.0 1.37 1.35 98.5 4.39 1.57 1.88 0.95 1.56 0.318 24,876 23.1 72.9 42.3%
13 東 京 113,194 8.38 42.2 44.5 1.25 1.15 109.2 4.47 1.42 1.68 0.97 1.56 0.266 75,746 28.2 74.6 36.2%
14 神 奈 川 73,476 8.05 44.6 46.0 1.39 1.35 100.9 4.54 1.52 1.84 0.97 1.59 0.310 40,394 24.5 75.3 41.8%
15 新 潟 16,340 7.09 45.9 46.5 1.44 1.54 101.5 4.44 1.73 2.10 0.96 1.59 0.337 8,016 22.5 74.4 43.9%
16 富 山 7,567 7.10 45.9 47.1 1.50 1.52 97.7 4.65 1.71 2.01 0.99 1.64 0.345 3,850 23.3 82.4 44.7%
17 石 川 9,072 7.86 47.3 48.2 1.53 1.54 103.3 4.68 1.76 2.06 1.01 1.68 0.347 4,417 23.0 76.8 44.5%
18 福 井 6,230 7.92 50.1 51.7 1.62 1.70 107.9 4.89 1.83 2.16 1.05 1.75 0.357 2,996 24.1 85.7 45.8%
19 山 梨 5,988 7.17 45.6 46.9 1.49 1.55 105.2 4.75 1.73 1.96 1.00 1.66 0.329 3,179 24.2 80.6 43.7%
20 ⻑ 野 15,639 7.45 48.8 50.1 1.57 1.57 105.6 4.82 1.73 2.07 1.04 1.73 0.338 7,983 24.9 88.6 44.6%
21 岐 阜 15,467 7.61 46.5 48.5 1.55 1.53 102.9 4.73 1.79 1.96 1.01 1.68 0.345 7,393 22.2 78.4 45.5%
22 静 岡 28,352 7.66 48.0 49.6 1.54 1.52 102.8 4.60 1.69 2.02 0.99 1.66 0.323 14,522 24.6 88.1 45.9%
23 愛 知 65,615 8.77 48.7 50.8 1.56 1.52 106.2 4.57 1.70 1.98 1.01 1.68 0.328 34,622 25.7 87.2 45.9%
24 三 重 13,950 7.68 47.1 48.8 1.54 1.54 102.4 4.66 1.72 2.00 1.00 1.67 0.339 6,959 23.5 82.9 45.7%
25 滋 賀 12,622 8.93 50.3 51.5 1.60 1.61 107.7 4.82 1.78 2.11 1.03 1.72 0.361 5,783 23.1 77.9 45.8%
26 京 都 19,663 7.53 41.8 43.0 1.34 1.34 106.8 4.86 1.69 1.88 0.99 1.61 0.318 10,626 22.6 63.2 38.4%
27 大 阪 70,596 7.99 43.8 45.0 1.38 1.38 105.5 4.58 1.64 1.89 0.99 1.62 0.309 38,755 24.1 71.8 40.3%
28 兵 庫 44,016 7.95 46.0 47.1 1.47 1.45 106.2 4.97 1.70 1.93 1.03 1.69 0.333 22,056 23.1 72.9 41.6%
29 奈 良 9,832 7.21 42.6 43.1 1.37 1.36 101.9 4.94 1.73 1.86 0.98 1.61 0.337 4,739 20.6 61.4 40.2%
30 和 歌 山 7,030 7.30 47.3 47.8 1.53 1.51 107.0 4.95 1.73 1.97 1.03 1.71 0.333 3,408 23.0 78.0 43.4%
31 鳥 取 4,624 8.06 52.2 53.2 1.64 1.64 116.7 4.92 1.80 2.23 1.09 1.82 0.364 2,193 24.8 83.9 43.9%
32 島 根 5,551 7.99 55.4 56.7 1.77 1.73 119.9 5.24 1.82 2.23 1.14 1.91 0.384 2,442 24.4 87.4 45.9%
33 岡 山 15,599 8.12 47.8 48.9 1.53 1.56 110.4 4.88 1.81 2.11 1.03 1.71 0.349 7,678 23.5 75.4 43.5%
34 広 島 23,679 8.33 49.4 50.8 1.59 1.50 108.7 4.78 1.71 2.04 1.04 1.74 0.344 11,383 23.8 80.8 45.1%
35 山 口 10,360 7.38 49.0 49.8 1.59 1.52 108.5 4.83 1.73 2.02 1.05 1.75 0.347 4,751 22.5 78.4 44.7%
36 徳 島 5,586 7.39 47.7 48.7 1.52 1.49 109.9 5.06 1.72 2.01 1.05 1.73 0.352 2,690 23.0 74.9 42.1%
37 香 川 7,719 7.91 50.2 51.0 1.62 1.57 107.6 5.04 1.74 2.03 1.06 1.77 0.347 3,790 24.6 87.3 44.9%
38 愛 媛 10,146 7.32 47.3 48.0 1.52 1.48 105.6 4.83 1.71 2.04 1.02 1.68 0.337 4,984 23.2 79.6 44.0%
39 ⾼ 知 5,052 6.94 46.7 47.2 1.50 1.49 110.5 5.16 1.70 2.07 1.06 1.74 0.343 2,389 22.1 71.9 40.6%
40 福 岡 45,236 8.87 49.3 50.3 1.52 1.43 119.4 5.23 1.73 1.99 1.08 1.77 0.343 22,733 24.8 73.5 40.4%
41 佐 賀 7,064 8.48 52.4 53.1 1.64 1.64 120.2 5.14 1.92 2.17 1.10 1.82 0.370 3,110 23.1 76.0 43.8%
42 ⻑ 崎 11,020 8.00 52.4 53.0 1.66 1.60 121.4 5.25 1.83 2.18 1.13 1.86 0.367 5,038 23.9 79.1 43.1%
43 熊 本 15,577 8.72 54.5 55.3 1.68 1.61 125.3 5.28 1.84 2.14 1.13 1.87 0.374 6,794 23.8 77.0 43.6%
44 大 分 9,113 7.81 50.0 51.2 1.59 1.54 113.4 4.94 1.77 2.10 1.07 1.77 0.346 4,347 23.9 79.8 43.6%
45 宮 崎 9,226 8.36 53.8 54.4 1.69 1.63 119.8 5.18 1.79 2.24 1.11 1.85 0.364 4,002 23.4 82.8 44.9%
46 鹿 児 島 14,125 8.57 55.0 55.7 1.69 1.60 126.6 5.37 1.84 2.22 1.14 1.89 0.374 6,238 24.3 79.7 43.4%
47 沖 縄 16,942 11.82 64.0 64.8 1.96 1.86 148.4 5.80 2.03 2.55 1.32 2.18 0.422 7,028 26.5 85.7 43.6%
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別添２ 分析に用いた 17 指標の数値：全国、都道府県(2020 年)
総人口の出生力 女性の出生力 女性の結婚力

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

出生数
粗出生率（総
人口千対）

総出生率（15
〜44歳総人口

女性千対）

日本人女性総
出生率（15〜
44歳日本人女

性千対）

合計特殊出生
率

コーホート合計出
生率

日本人有配偶
女性総出生率
（15〜44歳日
本人有配偶女

性千対）

合計有配偶出
生率(20〜49

歳）

国勢調査にも
とづく夫婦完
結出生児数

既婚者コーホート
合計出生率

ログリニア夫
婦出生力指数

ログリニア指
数にもとづく
夫婦完結出生

児数

出生初婚比 初婚数

日本人女性総
初婚率（15〜
44歳日本人女

性千対）

日本人女性総
未婚者初婚率
（20〜39歳日
本人未婚女性

千対）

日本人女性有
配偶者割合

(20〜39歳）

2020年 2020年 2020年 2020年 2020年
1995年に15〜19歳

1980年に0〜4歳
2020年に40〜44歳

2020年 2020年 2020年
1990年に15〜19歳

1975年に0〜4歳
2020年に45〜49歳

2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年

0 全 国 840,835 6.67 41.8 43.6 1.33 1.48 102.8 4.39 1.68 1.77 1.00 1.68 0.296 437,169 21.7 64.8 40.9%

1 北 海 道 29,523 5.65 38.0 38.8 1.20 1.34 92.2 3.97 1.57 1.64 0.91 1.54 0.271 16,217 20.9 63.6 40.5%

2 ⻘ 森 6,837 5.52 40.8 41.4 1.32 1.48 97.9 4.46 1.65 1.83 1.00 1.68 0.298 3,236 19.3 63.6 41.0%

3 岩 手 6,718 5.55 40.5 41.3 1.32 1.55 94.2 4.14 1.71 1.88 0.96 1.63 0.306 3,206 19.3 65.2 42.6%

4 宮 城 14,480 6.29 38.2 39.0 1.20 1.41 93.1 4.14 1.67 1.70 0.91 1.53 0.289 7,479 19.7 57.6 40.4%

5 秋 田 4,499 4.69 37.7 38.2 1.23 1.44 86.6 4.23 1.63 1.79 0.92 1.55 0.295 2,169 18.2 61.0 41.2%

6 山 形 6,217 5.82 42.2 42.9 1.36 1.61 94.5 4.19 1.75 1.88 0.97 1.65 0.315 2,917 19.8 67.6 43.8%

7 福 島 11,215 6.12 43.4 44.2 1.38 1.63 98.6 4.33 1.76 1.94 0.99 1.68 0.301 5,294 20.5 68.9 44.0%

8 茨 城 17,389 6.07 40.7 42.4 1.34 1.51 96.4 4.36 1.72 1.80 0.97 1.65 0.300 8,553 20.0 65.3 42.9%

9 栃 木 11,808 6.11 40.6 42.2 1.32 1.55 93.7 4.19 1.71 1.80 0.95 1.62 0.295 6,012 20.7 68.8 43.4%

10 群 馬 11,660 6.01 40.6 43.1 1.38 1.57 99.4 4.35 1.75 1.83 1.00 1.70 0.304 5,725 19.9 66.6 42.8%

11 埼 玉 47,328 6.44 39.6 41.5 1.26 1.42 96.7 4.14 1.63 1.66 0.94 1.59 0.305 24,017 20.1 59.1 41.4%

12 千 葉 40,168 6.39 39.6 41.5 1.26 1.39 97.5 4.13 1.62 1.66 0.95 1.60 0.301 20,582 20.3 59.4 41.0%

13 東 京 99,661 7.09 37.2 39.9 1.12 1.22 103.7 4.01 1.47 1.56 0.95 1.57 0.241 64,613 24.1 59.9 35.0%

14 神 奈 川 60,865 6.59 39.6 41.4 1.25 1.40 98.3 4.21 1.57 1.67 0.96 1.61 0.282 33,323 21.7 61.0 40.2%

15 新 潟 12,981 5.90 41.5 42.3 1.33 1.54 95.5 4.31 1.74 1.86 0.97 1.64 0.306 6,405 20.5 66.0 42.6%

16 富 山 6,256 6.05 43.2 45.0 1.42 1.58 99.0 4.33 1.73 1.80 1.01 1.72 0.307 3,182 22.0 74.0 44.3%

17 石 川 7,712 6.81 44.7 46.0 1.46 1.59 105.2 4.38 1.78 1.84 1.04 1.77 0.322 3,681 21.3 67.3 43.7%

18 福 井 5,313 6.93 47.4 49.8 1.55 1.72 107.9 4.59 1.85 1.98 1.09 1.86 0.334 2,566 22.9 79.3 44.9%

19 山 梨 5,184 6.40 44.4 46.1 1.47 1.57 107.4 4.66 1.76 1.85 1.07 1.82 0.310 2,592 22.2 71.5 42.9%

20 ⻑ 野 12,864 6.28 44.5 46.1 1.45 1.62 102.0 4.38 1.75 1.87 1.04 1.77 0.307 6,378 22.1 75.1 43.7%

21 岐 阜 12,092 6.11 41.0 43.6 1.41 1.57 97.4 4.40 1.81 1.79 0.99 1.69 0.313 5,772 19.6 66.9 44.7%

22 静 岡 22,497 6.19 42.2 44.5 1.38 1.60 97.2 4.25 1.72 1.81 0.98 1.67 0.296 11,289 21.2 73.0 44.3%

23 愛 知 55,613 7.37 44.2 47.1 1.43 1.60 103.6 4.20 1.72 1.81 1.00 1.71 0.297 29,960 23.8 76.5 45.2%

24 三 重 11,141 6.29 42.2 44.8 1.41 1.59 99.4 4.38 1.74 1.82 1.00 1.70 0.307 5,570 21.1 71.8 44.5%

25 滋 賀 10,437 7.38 45.3 47.2 1.49 1.63 103.3 4.53 1.80 1.88 1.05 1.78 0.337 4,949 21.5 70.5 44.9%

26 京 都 16,440 6.38 38.7 40.2 1.25 1.37 105.6 4.48 1.72 1.71 1.01 1.68 0.293 8,628 20.3 54.0 37.7%

27 大 阪 61,878 7.00 41.5 43.4 1.31 1.42 108.5 4.52 1.67 1.77 1.02 1.70 0.287 34,465 23.1 63.5 39.2%

28 兵 庫 36,953 6.76 43.1 44.5 1.39 1.49 104.4 4.57 1.73 1.78 1.03 1.74 0.311 18,311 21.3 64.5 41.7%

29 奈 良 7,831 5.91 39.2 39.9 1.27 1.39 98.5 4.68 1.78 1.66 0.98 1.65 0.309 3,722 18.6 54.2 39.7%

30 和 歌 山 5,732 6.21 44.8 45.5 1.43 1.56 105.0 4.53 1.76 1.83 1.04 1.77 0.318 2,840 22.2 71.8 42.6%

31 鳥 取 3,783 6.84 47.1 48.3 1.51 1.65 110.4 4.73 1.83 1.98 1.10 1.87 0.335 1,681 20.9 69.9 42.9%

32 島 根 4,473 6.66 48.6 50.3 1.59 1.75 110.1 4.67 1.85 2.05 1.11 1.89 0.355 2,023 22.0 77.3 45.2%

33 岡 山 13,521 7.16 45.5 47.2 1.47 1.62 110.7 4.67 1.81 1.91 1.07 1.81 0.330 6,549 22.1 67.9 43.0%

34 広 島 19,606 7.00 45.3 47.2 1.47 1.59 105.3 4.39 1.76 1.82 1.04 1.77 0.319 9,772 22.6 74.1 44.4%

35 山 口 8,203 6.11 44.4 45.6 1.47 1.57 102.7 4.38 1.76 1.85 1.04 1.77 0.318 3,872 20.9 71.8 44.6%

36 徳 島 4,521 6.28 44.8 46.1 1.47 1.56 108.6 4.88 1.75 1.84 1.10 1.86 0.320 2,159 21.4 67.4 41.2%

37 香 川 6,179 6.50 44.4 45.9 1.46 1.64 100.3 4.47 1.75 1.88 1.03 1.76 0.306 3,061 22.0 76.1 44.6%

38 愛 媛 8,102 6.07 42.9 44.0 1.40 1.55 99.7 4.49 1.75 1.84 1.01 1.72 0.311 3,968 21.0 69.5 43.0%

39 ⾼ 知 4,082 5.90 43.8 44.5 1.42 1.52 108.3 4.72 1.72 1.92 1.09 1.83 0.320 1,914 20.5 64.4 39.8%

40 福 岡 38,966 7.59 44.8 46.2 1.40 1.49 113.0 4.83 1.77 1.80 1.08 1.81 0.318 18,720 21.5 62.0 39.7%

41 佐 賀 6,004 7.40 48.6 49.8 1.58 1.66 114.2 4.96 1.94 1.99 1.14 1.94 0.358 2,533 20.5 68.4 43.4%

42 ⻑ 崎 9,182 7.00 49.9 50.8 1.60 1.66 116.2 5.00 1.86 2.00 1.16 1.97 0.342 4,007 21.8 73.0 43.2%

43 熊 本 13,011 7.48 50.0 51.4 1.60 1.68 117.3 5.04 1.90 1.98 1.16 1.96 0.355 5,600 21.5 71.1 43.1%

44 大 分 7,582 6.75 47.2 48.7 1.54 1.60 109.9 4.69 1.81 1.90 1.11 1.88 0.326 3,613 22.5 76.6 43.6%

45 宮 崎 7,720 7.22 50.3 51.3 1.64 1.72 114.0 4.99 1.84 1.98 1.17 1.99 0.357 3,223 21.0 74.2 44.1%

46 鹿 児 島 11,638 7.33 50.2 51.4 1.61 1.67 117.3 5.09 1.88 1.99 1.18 1.99 0.351 4,874 21.0 70.6 42.5%

47 沖 縄 14,943 10.18 59.1 60.5 1.83 1.97 142.0 5.51 2.08 2.34 1.35 2.28 0.395 5,947 23.5 74.3 42.3%
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外国人受入れ拡大の公的年金財政影響
シミュレーションに関する基礎研究

石井太・小島克久・是川夕・南英明・佐藤格・堀口侑

1. はじめに

わが国は現在、先進諸国の中でも極めて低い出生水準となっており、また、このような低水準
出生率の継続が見込まれることから、今後、恒常的な人口減少過程を経験するものと見られてい
る。さらにこれに加え、平均寿命は国際的にトップクラスの水準を保ちつつ、なお延伸が継続し
ており、少子化と長寿化が相俟って、他の先進諸国でも類を見ないほど急速に人口の高齢化が進
行するものと見られている。国立社会保障・人口問題研究所のの「日本の将来推計人口」（令和 5

年推計）」(国立社会保障・人口問題研究所 2023)によれば、2020年に 1億 2,615万人であった
日本の総人口は今後一貫して減少し、出生中位・死亡中位仮定によれば 2070年には 8,700万人
まで減少すると見込まれる。また、65歳以上人口割合は 2020年の 28.6%から上昇を続け、同じ
く出生中位・死亡中位仮定によれば 2070年には 38.7%と概ね４割の水準に到達することが見込
まれるのである。
わが国ではこれまで、外国人人口受入れに関しては比較的保守的な政策を採ってきたことから、

これら少子・高齢化がもたらす問題の解決策としての外国人人口受入れに関する本格的な定量分
析が十分に行われてきたとは言い難い状況にある。このような分析を行った先行研究として、著
者らの一部は石井・是川 (2015)との研究を行ったが、そこで用いた手法はやや機械的な複数の
前提条件の下でシミュレーションを行ったものであった。そこで、筆者らはこれを発展させ、よ
り現実的な外国人受入れ政策に対応した影響を考察する観点から、介護労働者の受入れのシナリ
オについて諸外国の例などを参考により具体的に設定し、外国人介護労働者の受入れが将来の人
口変動及び公的年金財政に与える影響を定量的シミュレーションにより評価する研究を行ったと
ころである (石井他 2018)。
本研究は、これらの先行研究をベースとしつつ、先行研究ではこれまで行われていない、直近

の令和 6年財政検証をベースとした外国人受入れシミュレーションに関する基礎的な研究を行っ
たものである。

2. 先行研究と本研究の位置付け

移民は、通常、貧しい国から経済的に発展した国へ向かうことから、受入れ国における財政影
響がしばしば問題とされる。移入者は公的援助を必要としたり、子どもへの教育費用がかかるこ
とから、非移入者の税負担増を招くのではないかという議論がある一方で、高齢化を緩和し、年
金の負担を軽減するのではないかという議論もある。一般に、多くの移入者は負担をするとと

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））
「ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究」
課題番号23AA2005（研究代表者 小池司朗）
令和６年度 総括研究報告書　令和7(2025)年3月
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もに受益もあることから、ネットでの財政影響が問題となる。このような外国人受入れに関し
て影響評価を行った人口学分野での代表的な先行研究として Lee and Miller (1997)が挙げられ
る。Lee and Miller (1997)では、移入者の受益・負担に関する年齢プロファイルを世代毎に推定
し、長期的な人口プロジェクションと組み合わせることにより、追加的移民に関する影響を評価
している。Lee and Miller (1997) の研究の対象は公的年金に限らず、全ての受益と負担である
が、長期的な人口シミュレーションを用いて移民の影響を評価するという点は本研究と共通して
いる。特に、年金財政への評価に関し、このようなアプローチはアクチュアリアル（年金数理的）
な財政影響評価法とも共通性があるものと考えられる。公的年金の財政をアクチュアリアルに評
価するものの代表例は厚生労働省が行っている財政検証（旧財政再計算）(厚生労働省年金局数理
課 2015)であるが、財政検証では人口プロジェクションを基礎データとして用いており、人口シ
ミュレーションとの親和性が高い。
一方、わが国に外国人を受け入れとした場合の公的年金への影響に関する先行研究としては

様々な角度のものがあり、外国人の社会保障制度上の取扱いについて制度面からアプローチした
高藤 (2001)や、経済理論面からのアプローチしたものとして、公的年金と移民受入れに関して
移民の経済厚生格差への影響を評価した上村・神野 (2010)などが挙げられるが、本研究に関し
ては、シミュレーションやモデル等を活用した定量的な財政影響評価、特にアクチュアリアルな
アプローチを用いて財政影響評価を行ったものがより直接的な先行研究といえよう。
公的年金に関してその財政をアクチュアリアルに評価するものの代表例が財政検証であること

は先述の通りであるが、学術分野においても公的年金財政をアクチュアリアルなアプローチを用
いて評価した先行研究は多数存在する。山本 (2010b)はそれらに関する包括的なレビューを行っ
たものであるが、OSU モデルを提案した八田・小口 (1999)や財政検証のプログラムを応用した
山本 (2010a)や山本 (2012)などが代表的なものとして挙げられる。
また、公的年金財政への影響を念頭に、外国人の移入などを変化させた場合の長期的な将来人

口の動向、特に老年従属人口指数に与える影響を分析したものとして石井 (2008)が挙げられる。
これをさらに具体化し、わが国に外国人労働者を受け入れたとした場合の長期的な将来人口の動
向をシミュレーションするとともに、その公的年金等に与えるマクロ的な財政影響を定量的に評
価したのが石井他 (2013)であり、さらに国際人口移動に関してより幅広い選択肢を設定し、それ
らに対応する外国人女性の出生パターンの違いを考慮して評価を行ったものが石井・是川 (2015)

である。
また石井他 (2018)は、外国人の受入れについてやや機械的に複数の前提条件を設定し、シミュ

レーションを行って財政影響を評価した石井・是川 (2015)とは異なり、より現実的な外国人受
入れ政策に対応した影響を考察する観点から、介護労働者の受入れを対象とし、諸外国の例など
を参考に具体的なシナリオを設定して介護労働者の受入れが将来の人口変動及び公的年金財政に
与える影響を定量的シミュレーションにより評価したものである。
本研究は、これらの先行研究をベースとしつつ、先行研究ではこれまで行われていない、直近

の令和 6年財政検証をベースとした外国人受入れシミュレーションに関する基礎的な研究を行う

–136–



ことを目的とする。

3. シミュレーションの方法論

本節ではシミュレーションを行うための方法論について述べる。本研究で行うシミュレーショ
ンの全体構成は図 1に示すとおりであり、将来の人口シミュレーションを行う「人口ブロック」
と年金制度（厚生年金・国民年金）への評価を行う「年金ブロック」から成る。人口ブロックで
は、外国人受入れに関するシナリオ設定とともに、外国人人口の長期シミュレーションを実行す
る。年金ブロックでは、人口ブロックで推計された人口に基づき給付費推計を行い、全体の収支
計算を実行する。

図 1 全体構成

出所：筆者作成

3.1 人口ブロック

外国人受入れに関する将来人口の変化については、国立社会保障・人口問題研究所 (2023) の
「日本の将来推計人口」（令和 5年推計）の仮定値及び推計結果を利用し、これにさらに以下のよ
うな前提の下に外国人労働者を政策的に受け入れたとして将来人口の仮想的シミュレーションを
実行した。
政策的に受け入れる外国人労働者数は、パーソル総合研究所・中央大学 (2024)の労働力不足推

計等を参考に、2025年以降、2040年まで毎年 12.6万人とした。また、2041年以降は令和 5年
推計と同様に、2040年における男女別・年齢別入国超過率を一定とした。この受け入れ人数に基
づき、令和 5年推計における男性割合 (49.8%)及び外国人入国超過年齢分布を利用して、性・年
齢別内訳を推計した。ただし、外国人入国超過年齢については、18歳以上に限定するとともに、
ネットでの純移入が負、すなわち出国超過となる年齢については 0を仮定して、年齢合計が 1と
なるように正規化を行った。このシミュレーションをケース Aと呼ぶ。
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本研究では、これらの政策的な外国人労働者受け入れのみを対象としたケース Aとともに、受
入れ外国人の家族帯同・形成及び出生行動による第２世代以降の誕生を考慮に入れたシミュレー
ション (ケース B)も実行した。ケース Bでは、政策的に受け入れを行った外国人労働者の配偶
関係について、男女ともそれぞれ未婚・有配偶が半数ずつであり、有配偶者については配偶者と
子とともに入国すると仮定した。配偶者については、男性の受け入れ外国人労働者については 2

歳下の女性、女性については 2歳上の男性が同時に入国するとし、子どもについては、各年の政
策的受け入れ外国人総数に対し、令和 5年推計の外国人入国超過年齢分布の 18歳以上合計に対
する 18歳未満の年齢別分布を用いて入国人数を推計した。また、外国人女性の出生力について
は、令和 5年推計における外国人出生仮定を用いた。

3.2 年金ブロック

年金の財政影響評価に当たっては、令和 6年財政検証システムを基本とし、これに外国人労働
者を受け入れた場合の影響を評価できるようなモジュールを独自に開発して加えることによって
シミュレーションを実行した。
本研究では、図 1で示したとおり、人口ブロックで推計された外国人人口に基づいて外国人被

保険者数およびこれに対応する給付費を推計し、基礎年金拠出金・国庫負担推計及び国民年金・
厚生年金収支計算にこれらを投入することによって公的年金への財政影響を評価している。これ
により、財政検証と整合的かつ制度に忠実にシミュレーションを行うことが可能となっている。
令和 6年財政検証では長期的な経済前提について標準的なケースを置かず、高成長実現ケース、

成長型経済移行・継続ケース、過去 30年投影ケース、１人当たりゼロ成長ケースの 4通りの複
数のケースを前提とすることにより、財政検証の結果について幅を持って解釈できるようにされ
ている。本研究での公的年金財政影響評価も、経済前提によって結果は異なるものとなりうるこ
とから、本来は財政検証同様複数ケースを設定してすることが望ましい。しかしながら、本研究
は財政影響を所得代替率の変化で適切に評価することが主目的であることから、基本ケースとし
て、過去 30年投影ケース (物価上昇率:0.8%, 賃金上昇率 (実質<対物価>):0.5%, 運用利回り (実
質<対物価>):2.2%)を選択し、これに基づいて外国人受入れに関する財政評価を行うこととした。
次に、シミュレーションにおける年金制度上の取り扱いについて述べる。現在の年金制度にお

いては、短期に滞在した外国人に対しては国民年金、厚生年金から脱退一時金を請求することが
できる。また、保険料の二重負担防止及び年金加入期間の通算の観点から、外国との間で社会保
障協定が締結されており、現在、23ヶ国と協定を署名済で、うち 22ヶ国分が発効している (2022

年 6月現在)。このように、現行法においては外国人の年金制度上の取扱いは日本人とは異なるも
のとなっている。これまで、わが国では国際人口移動の水準が低く、また定住化する者もそれほ
ど多くなかったと考えられ、日本での一定期間の滞在後帰国し脱退一時金を受け取ることで年金
制度上の影響もほとんど考慮する必要がなかったと考えられる。しかしながら、本研究で評価を
行おうとしているのは、より本格的に外国人労働者を受け入れ、かつ、彼らが定住化し、家族形
成などを行ったとした場合の影響についてであり、本研究においては、受け入れた外国人は年金
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制度上日本人と全く同じ取扱いをするという前提を置いている。
具体的な年金制度への適用について、石井他 (2018)では、受け入れた外国人労働者が全て厚

生年金適用となるケース、厚生年金と国民年金に 50%ずつ適用されるケースの２通りを仮定した
が、ここでは前者のケースに相当する、受け入れた外国人労働者が全て厚生年金適用となること
を仮定した*1。また、配偶者として入国する男性については厚生年金適用となるものとする。ま
た、第２世代以降についても第１世代と同様の適用が行われるとしてシミュレーションを実行し
た。厚生年金のシミュレーションには、受け入れた外国人労働者とその配偶者、及び第２世代以
降の者に関する賃金プロファイルについての仮定が必要となるが、これらについては低賃金労働
者を想定し、賃金構造基本統計調査の中学卒男性・中学卒女性のデータを利用して設定を行った。

4. 結果と考察

4.1 人口ブロック
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図 2 総人口の見通し

出所：筆者推計

総人口のシミュレーション結果を示したものが図 2 である。基本ケースでは、総人口は 2070

年において 8,700 万人、2120 年において 4,973 万人まで減少するものと見込まれる。これに対
し、外国人労働者等の受入れのみを考えた CASE Aでは、2070年において 9,207万人と 507万
人の増加、2120年において 5,472万人と 498万人の増加となる。一方、家族呼び寄せや第二世代
以降の誕生を仮定した CASE Bでは、2070年において 9,773万人と 1,073万人の増加、2120年
において 6,452万人と 1,479万人の増加となる。

*1 受入れ外国人等のうち、厚生年金には 18～64歳を適用対象とした。
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出所：筆者推計

次に、公的年金財政に大きく影響を与える老年従属人口指数（20～64歳人口に対する 65歳以
上人口の指数）をみてみよう（図 3）。基本ケースでは、老年従属人口指数は 2070 年において
0.795、2120年において 0.858まで上昇するものと見込まれる。これに対し、外国人労働者等の
受入れのみを考えたケース Aでは、2070年において 0.730と 0.065ポイント低下するのに対し、
2120 年において 0.863 と 0.005 ポイントの上昇で、基本ケースと概ね変わらない水準まで上昇
してしまう。一方、ケース Bでは、2070年において 0.682と 0.114ポイント低下するのに対し、
2120年において 0.800と 0.057ポイントの低下となる。
基本ケースでは老年従属人口指数が急速に上昇して推移するのに対し、ケース Aでは当初、受

け入れた外国人の影響により老年従属人口指数が低く推移するが、長期的には受け入れた外国人
の高齢化によって老年従属人口指数が上昇し、低下の効果は次第に弱くなることがわかる。一方、
ケース Bでは、配偶者の入国や第二世代以降の誕生によって、長期的にも基本ケースよりも低い
値で推移する。このように、外国人労働者の第二世代以降の誕生が老年従属人口指数の上昇を大
きく緩和していることが観察される。

4.2 年金ブロック

次に、厚生年金の最終的な所得代替率による財政影響評価結果について述べる。本研究におい
て基本ケースとした令和 6年財政検証の過去 30年投影ケースにおいては、厚生年金の標準的な
年金受給世帯の所得代替率は最終的に 50.4% となる。その内訳は報酬比例部分（以下「比例」）
24.9%、基礎年金部分（以下「基礎」）25.5%であり、マクロ経済スライドによる給付水準調整の
終了年度は、比例 2026年度に対し、基礎 2057年度となっている。
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図 4 所得代替率の見通し

出所：筆者推計

これに加え、外国人受入れの各ケースに基づく厚生年金の所得代替率を含めてグラフに示した
ものが図 4である。まず、ケース Aでは代替率は 53.6%と基本ケースに対して 3.2%ポイント
上昇するのに対し、ケース B では 56.0% と 5.6% ポイントもの上昇となっている。上昇の内訳
を見てみると、ケース A では報酬比例部分で 0.1% ポイント、基礎年金部分で 3.1% ポイント、
ケース Bでは報酬比例部分で 0.1%ポイント、基礎年金部分で 5.5%ポイントであり、基礎年金
部分の上昇によるところが大きい。このように、受け入れた外国人を厚生年金で適用すると、基
礎年金の所得代替率がより大きく上昇することから、基礎年金水準低下問題に対応する効果が強
いことがわかる。
次に、人口ブロックでの長期的な人口シミュレーションと厚生年金財政との結びつきを考察す

る観点から、マクロ経済スライドによる給付調整を行う前の厚生年金の賦課保険料率の見通しを
比較してみよう。図 5が各ケースに対応した賦課保険料率の見通しを示したものである。まず、
基本ケースと比較すると、ケース A、ケース B とも賦課保険料率は下がっているが、ケース A

では次第に低下効果が弱くなってしまうのに対し、ケース Bではその効果が継続してことがわか
る。この動向は人口ブロックで観察した老年従属人口指数と類似している。

5. おわりに

本研究では、外国人受入れが公的年金財政に与える影響のシミュレーションを行った。しばし
ば、外国人労働者受入れに関する議論は、当面の労働力不足を補うだけの短期的視点で行われる
ことがあるが、公的年金への財政影響は、老年従属人口指数と賦課保険料率の相似関係に見られ
たように、長期的な人口動向の変化に大きく影響を受ける。また、受け入れた外国人を厚生年金
へ適用する場合、基礎年金の水準低下幅の拡大が抑えられることから、基礎年金水準低下問題に
対応する効果があることが明らかとなった。このように、外国人受入れに関する公的年金への影
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図 5 賦課保険料率（マクロスライド調整前）の見通し

出所：筆者推計

響評価にあたっては、本研究で考察を行ったような様々な影響を織り込んだ長期的な評価を行う
ことが具体的な施策の議論にとって極めて重要であるといえよう。
なお、本研究では外国人労働者受入れの影響について、公的年金に対して将来人口が与えるイ

ンパクトの評価を対象として行ったが、外国人の受入れについては年金だけではなく、教育や治
安の問題、また、文化的側面など、多様な角度からの議論も必要である。本研究は、そのような
様々な観点からの議論を行うための一つの視点として、これまであまり行われてこなかった具体
的な受入れシナリオに対応した定量的な長期シミュレーション結果を研究成果として提示したも
のである。今後の外国人労働者の受入れに関する政策議論にあたって、本研究で提示したシミュ
レーション結果が活用され、人口学的な視点を踏まえた、長期的かつ幅広い観点からの定量的な
議論が行われることを望むものである。

本研究は、厚生労働行政推進調査事業費補助金政策科学推進研究事業 JPMH20AA2007(「長期的人口減
少と大国際人口移動時代における将来人口・世帯推計の方法論的発展と応用に関する研究」，研究代表者：小
池司朗）による助成を受けたものである。
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わが国の家族介護者支援策と新型コロナ禍での家族介護負担の変化

小島克久

１．はじめに 

新型コロナ感染症の広がりは、わが国の社会経済にさまざまな影響を与えた。社会保障の

分野の例を挙げると、医療機関の受診控え、介護サービスの利用控えなどが指摘された。特

に介護分野では、新型コロナの影響で訪問、通所系の介護事業所が一時休止すると、利用者

が介護サービスを利用できないという影響を受ける。介護事業者が担っていた介護を、誰か

が担うことになる。その場合、同居や近くに住む家族が担うことが考えられる。一方で、介

護事業所の休止がない場合でも、新型コロナの感染を懸念して、利用者は家族側が介護サー

ビスの利用を減らす、利用しないということも考えられる。その場合でも、家族の介護負担

が増えることが考えられる。

新型コロナ感染症による家族介護者への影響に関する研究はすでに行われている。例え

ば、Gallagher et al.(2020)では、新型コロナは家族介護者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼ

していることや、彼らの多くは精神医学的サポートを一切利用していないことなどを明ら

かにしている。Budnick et al. (2021) では、介護負担が大きいと感じている介護者ほど、新

型コロナによるパンデミック中に最も苦しんだ人々であること。こうした人々への現在お

よび将来にわたる支援の必要性を指摘している。Cohen et al. (2021) では、新型コロナの

19 パンデミックによる 50 歳以上の家族介護者の介護負担の変化を分析している。その結

果、新型コロナの影響による介護負担（介護者の身体・精神的健康への影響）の増加は介護

強度（家族介護者による介護の種類と量）の増加と関連していること。その変化は複雑であ

るが、男女差があり、女性の方でこの傾向がより顕著であることを明らかにしている。

わが国の分析でも、菅原（2022）では、新型コロナの影響を要介護認定、介護サービス提

供などの側面からまとめている。特に。新型コロナ感染拡大の第一波の間に通所・訪問介護

部門で利用控えがおき、女性による家族介護による代替が行われていたことを示唆してい

る。Nakamoto et al. (2022) では、2020 年 8～9 月に実施のインターネット調査のデータ

から、56.7%の家族介護者が介護負担の増加あること。新型コロナによる介護負担増加を経

験した者は、そうでない者と比べて、メンタルヘルス不調となるリスクが 1. 9 倍高いこと

を明らかにしている。Taniguchi et al. (2022) では、家族介護者は介護していない者よりも

孤独感の増加、自己申告による精神状態の悪化、自殺念慮の新規発生を経験する可能性が高

いことを明らかにしている。

これらの研究は新型コロナの家族介護への心身の健康面への影響が主体であり、新型コ

ロナの家族介護への影響全般を示唆しているのは、菅原（2022）にとどまる。一方で、後述

するように、厚生労働省「介護保険事業状況報告」によると、新型コロナの期間中も介護サ

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））
「ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究」
課題番号23AA2005（研究代表者 小池司朗）
令和６年度 総括研究報告書　令和7(2025)年3月

–145–



ービス利用者数は増加している。つまり、この統計では新型コロナの家族介護に与えた全国

平均の影響を簡単に明らかにすることができない。そこで、世帯に着目した調査で、新型コ

ロナの前後での家族介護の変化を明らかにする必要がある。 
本稿ではこのような問題意識のもと、①わが国の家族介護者支援の概観、②わが国の介護

サービス利用者の推移（特に新型コロナの前後）、③厚生労働省「国民生活基礎調査」から

みた家族介護者の状況、特に新型コロナ前後での介護負担の変化、についてみていく。1 
 
２．使用データと分析方法 

（使用データ） 
本稿で用いた主なデータ（統計）は以下の通りである。すべて公表済みの統計である。 
まず、要介護認定者数、介護サービス利用者数に関するデータは厚生労働省「介護保険事

業状況報告（年報）」から用いた。この調査は、「介護保険制度の施行に伴い、介護保険事業

の実施状況を把握し、今後の介護保険制度の円滑な運営に資するための基礎資料を得るこ

とを目的とする」ものである。調査は、介護保険の保険者である市区町村や広域連合を対象

としいえいる。市区町村などの保険者は第 1 号被保険者数などの情報を決められた様式に

基づいて、電子的な方法で報告する。厚生労働省はその報告を集計し、毎月のデータ（月報

（暫定版））と毎年のデータ（年報）を公表する。本稿ではこの調査の結果から、要介護認

定者数、介護サービス利用者数のデータを用いた。 
 次に、家族介護者の状況のデータは、厚生労働省「国民生活基礎調査」（介護票）から用

いた。この調査は、「保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚

生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出

するための親標本を設定すること」を目的に行われている。調査は毎年行われるが、それは

世帯と世帯員（世帯票）および所得に関する事項（所得票）の調査のみである（簡易調査）。

ただし、3 年に 1 回は調査対象を大幅に増やして、世帯の貯蓄に関する事項（貯蓄票）、世

帯員の健康に関する事項（健康票）、介護保険法の要介護者・要支援者を対象とした事項（介

護票）も加えて調査している（大規模調査）。本稿では介護票で調査されている、家族介護

者の状況の集計結果を用いた 2。 
 また、家族介護者への支援策は、厚生労働省資料などから整理し、施策の分類は OECD
（2011）に基づいて行った。 
（分析方法と倫理的配慮） 
上記のデータから、公表統計をもとに図表を作成する方法を用いた記述統計による分析

である。「国民生活基礎調査」などの調査票情報（個票データ）の利用は行っていない。ま

1 この調査の概要は以下の厚生労働省 web ページを参照。 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/84-1a.html#link01 （2024 年 10 月 5 日確認） 
2 この調査の概要は以下の厚生労働省 web ページを参照。 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21tyousa.html#anchor02 
（2024 年 10 月 5 日確認） 
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た、本稿の分析のために人を対象とした調査、試料の収集も行っていない。そのため、デー

タ分析で懸念される、個人情報の流出、毀損などを含む倫理上の問題は発生しなかった。

３．わが国の家族介護者支援策の概観 

わが国の介護制度を家族介護者支援策との視点からまとめたものが図 1 である。わが国

の介護保険には、家族介護者支援を直接の目的とした給付は存在しないが、家族介護者支援

にどのように資するかという視点からまとめてみた。

まず、介護保険では図中で A と示した「介護保険サービス（現物）」があり、居宅サービ

ス、地域密着型サービス、施設サービスが提供される。2022 年度で約 10.5 兆円の給付であ

るが、これらのサービスが存在しない場合、高齢者介護はすべて家族が担うことになる。そ

のため、介護保険からサービスは、家族の介護負担軽減に貢献しており、その点では家族介

護者を間接的に支援している。図中で B と示した「地域支援事業」も介護保険の事業であ

る。2022 年度で約 5300 億円の給付となっているが、地方自治体が、介護予防や要介護状

態になったときの自立した生活を支援することを目的とした事業を実施するものである 3。

この事業の中で、地方自治体が任意で行う事業であるが、家族介護者支援事業がある。介護

に関する相談、介護技術講習会の実施、介護サービス情報の提供などが該当する。地域によ

っては、家族介護者向けの給付金があり得る。

次に、介護保険以外では図中で C と示した、介護休業、介護休暇がある。前者は 1 年間

に 93 日が取得可能であり、無給である。後者は 1 年間で 5 日間取得可能であり、有給また

は無給である。これらの状況を厚生労働省「雇用均等基本調査」の 2022 年の数値で見ると、

介護休業は 90％以上の事業所（事業所規模 30 人以上）に規定があるが、取得者のいる企業

の割合は 1.4％である。介護休暇は 86.5％以上の事業所（事業所規模 30 人以上）に規定が

あるが、取得者のいる企業の割合は 2.7％である 4。この仕組みは、家族介護者の就業と介

護の両立に資するものと考えられる。

さらに、税制では介護費用の控除があり、図では D で示している。これは所得税の税制

のうち、医療費控除として介護保険サービスの対価を含めることが認められている。医療費

控除とは、医療費の自己負担等を、次の式で計算した金額（最高で 200 万円）を控除できる

仕組みである。

医療費控除＝（実際に支払った医療費の合計額-生命保険などで補填される金額）-10 万円

または（注）の金額

3 地域支援事業の詳細は、以下の url の厚生労働省「地域支援事業交付金について」を参

照。https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou02a_day2.pdf （2024 年 10 月

8 日確認）。介護保険サービス、地域支援事業の規模は、厚生労働省「介護保険事業状況報

告（年報）」による。
4 この調査の結果の概要は以下の厚生労働省 web ページを参照。 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r04.html （2024 年 10 月 8 日確認） 
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 （注）：その年の所得総額が 200 万円未満の場合、その金額の 5％相当の金額 
 
この「実際に支払った医療費の合計額」に介護保険サービスの自己負担を含めることができ

る 5。これにより、要介護者や家族介護者の介護費用の負担軽減に寄与していると考えられ

る。 
 最後に図中で E と示した柔軟な働き方がある。これは例えばフレックスタイム制、労働

時間の短縮などがあろう。これらは介護だけに限らないが、家族介護者に柔軟な働き方を提

供することで、仕事と介護の料率に資するものと考えられる。 
 このように、わが国の介護制度を直接又は間接的に家族介護者支援に資するという視点

からまとめると上のようになる。OECD（2011）で示された家族介護者支援策の分類に当て

はめると、図 1 の下にまとめたとおりである。A から E までの仕組みがこの分類のどこか

に当てはまる。つまり、わが国の介護制度には、家族介護者を直接に支援する総合的パッケ

ージは存在しないが、介護保険などの制度で何らかの形で支援するようになっている。 

 

４．新型コロナの時期を含むわが国の介護サービス利用 
 わが国の介護サービス（介護保険のサービス）利用者数をまとめたものが、図 2 である。

厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」から、居宅サービス、地域密着型サービス（2006
年度から）、施設サービスの順に積み上げ棒グラフを作成し、その高さが介護サービス利用

5 医療費控除に含まれる介護サービス費用に関する詳細は、以下の国税庁 web サイト（介

護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料について）を参照。 
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/02.htm （2024
年 10 月 8 日確認） 

図1 わが国の介護制度における家族介護者支援

出所：厚生労働省資料、OECD資料をもとに筆者作成
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者となる。折れ線グラフは要介護者に占める介護サービス利用者割合である。要介護認定を

受けても、医療機関に入院中（介護保険からのサービスはまだ使わない）、家族介護で対応

できるので、介護サービスはまだ使わないなどの理由で、要介護認定を受けても介護サービ

スを利用しない場合がある。そのため、要介護認定者の全員が介護サービス利用者になるわ

けではない。

図 2 から介護サービス利用者の数の動きを見ると、介護保険が実施された 2000 年度は約

184 万人であったが、その人数は増加傾向にあった。最初の介護保険法の改正のあった 2005
年には約 337 万人に達し、2014 年度には約 503 万人と 500 万人を超えた。そして 2022 年

度には約 599 万人に達している。図を見ると、特に積み上げ棒グラフの一番下の「居宅サ

ービス」の利用者数の方が多い形で推移している。

新型コロナの前後の時期で見ると、2019 年度の介護サービス利用者数は約 567 万人であ

った。新型コロナの時期に入ってもその数が減少することはなく、2020 年度で約 575 万人、

2021 年度で約 589 万人となり、2022 年度の約 599 万人に至っている。新型コロナの影響

で介護サービスの利用が減ったのではと考えられるが、年度ベースでは介護サービス利用

者数は増加傾向にある。

この図で新型コロナ前後の介護サービスの種類別の利用者数を見ると、居宅サービスは

2019 年度の約 384 万人から 2022 年度の約 413 万人へと推移している。つまり、この間の

利用者数の減少は見られない。地域密着型サービスも 2019 年度の約 88 万人でから、2020
年度の約 87 万人へと減少が見られる。しかし、その後は増加に転じ、2022 年度の約 90 万

人に達している。施設サービスは 2019 年度の約 95 万人から、2020 年度、2021 年度の約

96 万人を経て、2022 年度には約 95 万人となり、安定的に推移している。つまり、地域密

着型サービスで利用者の減少が見られたが、介護サービス全体の利用者数は増加傾向を維

持し続けたことになる。
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図2 介護サービス利用者数の推移

要介護認定者に占める介護サービス利用者割合

出所：厚生労働省「介護保険事業状況報告」. 
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そして、要介護者に占める介護サービス利用者割合は、2000 年度の 71.9％から変動を持

ちながらも上昇傾向をたどっている。2005 年度では 78.0％、2010 年度では 81.6％、2015
年度では 84.0％であり、2022 年度には 86.3％にまで上昇している。新型コロナの前後で見

ると、2019 年度が 84.8％であったが、新型コロナの時期に入った 2020 年度では 84.3％に

低下している。しかし、2021 年度には 85.4％、2022 年度には 86.3％となり、上昇傾向を

維持している。

このように、介護サービス利用者数は介護保険実施以降、増加傾向をたどっている。特に

新型コロナの前後の時期（2019 年度から 2022 年度）の時期で見ても、一時的には、一部

のサービスでの利用者数の減少や、要介護者に占める介護サービス利用者割合の低下が見

られた。しかし、介護サービス利用者の増加の傾向は維持されている。この数値だけを見る

と、新型コロナの時期も介護サービスは確実に提供され、家族介護者への影響は見られなか

ったように見える。家族介護者がどのような場面で介護を担っているのか、新型コロナでそ

の担い方に変化があったか否かについては、この統計ではわからない。要介護者と彼らの家

族のことを直接調査した統計を見る必要がある。

５．新型コロナの時期を含むわが国の家族介護者の状況

（介護者の状況の変化）

上記で述べた要介護者と介護者の状況は、厚生労働省「国民生活基礎調査」で 3 年に 1 度

実施している「介護票」の結果からわかる。この調査票には、家族などの介護者に関する調

査項目もあるためである。その結果は、「介護者」に関する結果の概要や統計表でとして公

表されている。

 その統計表をもとに、主な介護者の同別居・続柄等の別、男女別（同居の家族のみ）の構

成比の推移を表 1 にまとめた。まず、別居の家族、事業者などを含めた主な介護者の同別

居・続柄等の構成比を見ると、最も多いのは「同居の家族」であり、2022 年で 45.9％を占

める。その内訳を見ると、配偶者が 22.9％、子が 16.2％、子の配偶者が 5.4％などとなって

いる。同居の家族の割合は 2001 年の 71.1％から低下傾向にあり、2004 年調査から 2013 年

調査までは 60％台、2016 年と 2019 年の調査では 50％台に低下している。しかし、主な介

護者としての割合は依然として高い。特に配偶者、子の割合は 2001 年以降それぞれ 20％
台、20％付近で安定的に推移している。一方で子の配偶者の割合は 2001 年の 22.5％から

大きく低下し、2022 年の 5.4％に至っている。なお、別居の家族等の割合は、2022 年で

11.8％であり、2001 年の 7.5％から大きく上昇している。事業者の割合も 2022 年で 15.7％
であり、2001 年の 9.3％から上昇している。 
同じ表から同居の家族に限られるが、男女別の割合を見ると、女性の割合が高い。2022

年では 68.9％となっている。2001 年には女性の割合は 76.4％であったので、同居の家族介

護者のうち、女性の割合は低下し、男性の割合が上昇する傾向にある。しかし、女性の割合

は 2022 年でも 7 割近くを占めるので、同居の女性の家族が家族介護で大きな役割を果たし
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ている傾向は続いている。 
同居の家族介護者の年齢として、65 歳以上の者の割合を男女別に見てみた。男性の 65 歳

以上の者の割合は、2001 年の 51.9％から変動を持ちながら推移してきた。2013 年までは

50％付近の水準であったが、2016 年と 2019 年には 58～59％、2022 年には 61.5％とｍな

っている。女性の 65 歳以上の者の割合は、2001 年で 36.0％であり、2004 年でも 37.2％で

あった。2007 年から 2016 年までは 40％台で上昇傾向をたどり、2019 年には 58.7％、2022
年には 62.5％に達している。家族介護者の高齢化は男女ともに見られるが、同居の男性介

護者はもともと高年齢者が多いが、より高齢の介護者が増える傾向にある。女性の場合、高

年齢者の割合は男性よりも低かった。しかし、介護者の高齢化の速度は男性よりも急速であ

る。高齢の家族が、配偶者や親を介護するケースが多くなっているものと考えられる。 

 
 
（介護の場面別に家族介護者が担う介護） 
新型コロナの時期に彼らが担う介護の場面にどのような影響があったのか。これを検証

するには、介護の場面別に家族介護者が介護を担う割合を見る必要がある。これもこの調査

からわかる。 
 図 3 は、介護の場面別に家族のみ（事業者以外の主な介護者とその他の介護者の合計）で

担っている割合である、この割合が高い順に上から介護の場面を並べている。これらがすべ

て介護保険からのサービスの対象になるわけではない。主な調査年次として、2001 年、2010
年、2016 年、2019 年、2022 年として、新型コロナの前後の時期に重点を置いた。 

まずこの図からわかることとして、介護の場面によって家族だけで担っている割合に差

があり、例えば 2022 年で見ると、入浴介助で 20％台、洗髪、身体の清拭で 30％台である。

これらは訪問介護、訪問入浴事業者が担う場合が多いためではないかと思われる。一方で、

買い物は 80％台、洗濯、服薬の手助けは 70％台を占める。掃除、話し相手などは 60％台を

占める。これらは必ずしも介護保険からのサービスではなく、日常生活や健康管理を支援す

る内容である。そのため、家族が担うことが多くなるものと思われる。この傾向に年次によ

2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022

同居の親族 71.1% 66.1% 60.0% 64.1% 61.6% 58.7% 54.4% 45.9%

配偶者 25.9% 24.7% 25.0% 25.7% 26.2% 25.2% 23.8% 22.9%

子 19.9% 20.3% 17.9% 20.9% 21.8% 21.8% 20.7% 16.2%

子の配偶者 22.5% 18.8% 14.3% 15.2% 11.2% 9.7% 7.5% 5.4%

別居の親族 7.5% 8.7% 10.7% 9.8% 9.6% 12.2% 13.6% 11.8%

介護サービス事業者 9.3% 13.6% 12.0% 13.3% 14.8% 13.0% 12.1% 15.7%

男性 23.6% 25.1% 28.1% 30.6% 31.3% 34.0% 35.0% 31.1%

女性 76.4% 74.9% 71.9% 69.4% 68.7% 66.0% 65.0% 68.9%

65歳以上の割合（男性） 51.9% 48.2% 50.1% 50.3% 51.8% 58.1% 59.1% 61.5%

６５歳以上の割合（女性） 36.0% 37.2% 44.8% 42.3% 49.9% 48.2% 58.7% 62.5%

表1 介護者の状況（2001～2022年）

出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」（介護票）

要介護者と
の関係

同居の親
族
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る大きな変化はなく、介護事業者がカバーしない性格を持つ介護の場面を中心に家族が果

たす役割が大きい。

次に、家族のみで介護を担っている割合の平均（図 3 では「単純平均」）は、2001 年では

70.1％、2010 年は 58.2％、2016 年では 57.6％、2019 年では 56.1％、2022 年で 57.9％で

ある。この数値から家族介護者の役割は小さくはなっているが、割合の水準自体は依然とし

て高い。つまり、高齢者介護における家族の役割は依然として大きいといえる。

（新型コロナの前後で見る家族介護の役割の変化）

同じ図 3 から新型コロナの前後の時期として、2019 年と 2022 年の加須行く介護者の役

割の変化を見てみよう。まず、家族のみで介護を担っている割合の平均（図 3 の「単純平

均」）を改めて見ると、2019 年は 56.1％と 2016 年から 1.5％低下の一方で、2022 年は 57.9％
と 2019 ネから 1.8％上昇している。家族介護者の役割が新型コロナの前と後で大きくなっ

70.1%

58.2%
57.6%

56.1%

57.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入浴介助

洗髪

身体の清拭

排泄介助

口腔清掃

体位交換・起居

洗顔

単純平均

着替

食事介助

散歩

食事の準備・後始末

話し相手

掃除

服薬の手助け

洗濯

買い物

図3 介護の場面別家族介護者等のみで介護を担っている割合

2022

2019

2016

2010

2001

出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」（介護票）

注：主な介護者とその他の介護者のみで介護を担っている割合
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たことがわかる。

次に介護の場面別で見ると、家族のみで介護を担っている割合の 2019 年から 2022 年の

間の変化が最も大きいのは、体位交換・起居の 6.1％であり、洗髪の 4.4％、洗顔の 4.2％が

これに次ぐ。また、航空清掃、身体の清拭、散歩がそれぞれ 3.8％、3.4％、2.0％と単純平

均の 1.8％を超える。散歩や体位交換・起居のように、家族だけで担っている割合が 60～
50％台の者がある一方、身体の清拭や洗髪のようにこの割合が 30％台のものもある。単純

平均よりも家族のみで介護を担っている割合の変化が小さい介護の場面で見ても、マイナ

スを記録しているのは食事介助（-1.5％）と話し相手（-0.5％）だけである。その他の介護

の場面ではプラスを記録している。

この結果から、新型コロナの影響により、要介護者の自宅で訪問介護などの利用を減らす

一方で、家族がその代替を担っているのではと考えられる。介護サービスの利用を減らした

とは言っても一時的にサービスの量を減らす一方で、何らかの方法で介護サービスの利用

の数量そのものは維持されたのではと考えられる 6。

（家族介護者の年齢・要介護者の家族類型別に見る新型コロナの前後で見る家族介護の役

割の変化）

図 3 の元データの統計表は、家族介護者の年齢階級、要介護者の世帯の家族類型別でも

見られる。家族介護者の負担が家族介護者のどの世代、どの家族構成の世帯で見られるかを

検討する。

6 これについて篠原（2021）では、「サービスが受けにくくなったので、サービスが受け

られる時にはより長時間でという方向になっていたこと」を指摘している。

57.6%

61.4%

63.5%

58.0%

56.1%

57.3%

62.5%

59.3%

57.9%

60.1%

64.6%

59.2%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

64.0%

66.0%

40-64 65-74 75-84 85+

図 4 家族介護者等のみで介護を担っている割合

（要介護者の年齢別）

2016 2019 2022

出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」（介護票）
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図 4 は、家族のみで介護を担っている割合の平均（図 3 の「単純平均」）を要介護者の年

齢階級別に見たものである。この図から、家族介護者等だけで介護を担っている割合を 2022
年の数値で見ると、75～84歳が 64.6％と最も高く、65～74歳の 60.1％、85歳以上の 59.2％、

40～64 歳の 57.9％が続く。85 歳以上を除くとより高齢の要介護者に対して家族だけで介

護を担っていることがわかる。

2019 年から 2022 年の変化を見ると、要介護者の年齢階級の 40～64 歳、65～74 歳、75
～84 歳で上昇している。その上昇幅を見ると、65～74 歳で 2.8％と最も大きい。75～84 歳

で 2.1％、40～64 歳で 1.8％の上昇であり、85 歳以上は-0.1％とほぼ横ばいとも言える変化

である。また、40～64 歳、75～84 歳では 2016 年の水準を上回っている。もともと家族だ

けで介護を担っている事が多い高齢層、特に 84 歳までの後期高齢者の介護のために家族の

負担が増えていることがわかる。

図 5 は、家族のみで介護を担っている割合の平均（図 3 の「単純平均」）を、要介護者の

世帯の家族類型別に見たものである。この図からわかる特徴として、単独世帯でこの割合が

顕著なくらいに低く、2022 年では 33.3％である。一方、夫婦のみ世帯、夫婦と未婚の子の

みの世帯、ひとり親と未婚の子のみの世帯ではこの割合が高く、それぞれ 68.3％、67.3％、

66.2％となっている。 
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62.3%

64.7%

25.2%

66.6%
68.4%
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図5 家族介護者等のみで介護を担っている割合（要介護者
の世帯の家族類型別）

2016

2019

2022

出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」（介護票）
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2019 年から 2022 年のこの割合の変化を見ると、もともと割合が低い単独世帯で変化が

最も大きく、2019 年から 2022 年の間に 8.1％の上昇となっている。ひとり親と未婚の子の

世帯がこれに次ぐ 5.6％の上昇であり、夫婦のみ世帯でも 1.7％の上昇となっている。夫婦

と未婚の子の世帯、三世代世帯、その他の世帯ではマイナスを記録している。つまり、世帯

規模が明らかに小さな世帯で家族介護負担が増加している。単独世帯では近くに住む子ど

も、夫婦のみ世帯では配偶者、ひとり親と未婚の子のみの世帯では同居の子の介護負担が増

えたのではと考えられる。

６．考察 

本稿で明らかにしたことをまとめると以下の通りである。

① わが国では介護保険などの介護制度があり、これらは直接、間接に家族介護者を支援し

ている。

② 新型コロナの中、介護サービス利用者数は増加している一方で、2019 年から 2022 年に

かけて、家族介護の負担増が見られる。新型コロナの間に介護サービスの利用を完全に

やめたのではなく、一時的に止めるなどの対応があったと考えられるが、その変化を補

うために、家族介護の負担が増えたと考えられる。

③ その影響は一様ではなく、要介護者の年齢階級では 85 歳以上を除く後期高齢者を中心

に、それより若い年代の要介護者で家族介護者の負担が増えている。また、より少人数

世帯の要介護者の介護のための家族の負担も増えている。特に、後者は世帯員数が少な

いため、同居家族からのサポートが期待できない場合が多い。

 新型コロナが介護に与えた影響の検証は容易ではない。しかし、公表済の政府統計だけを

使った分析でも、家族介護者の負担増加という影響を明らかにすることができた。その影響

は、要介護者の年齢、世帯構成によって異なり、後期高齢者、小規模な世帯を中心に家族介

護負担の増加が顕著という、影響が大きな集団を推定することもできた。後期高齢者が要介

護者になる場合、家族介護者は配偶者、子が想定される。介護者の側も高齢であることを考

えると、「仕事と介護の両立」が想定する若年層の支援策ではカバーされない可能性がある。

高齢でリタイアした家族介護者には介護休業は機能しない。むしろ、レスパイトケアのよう

な家族介護者に休息を与える機能のある介護サービスの提供が有効であろう。高齢の男性

介護者が孤立しないような、介護などに関する各種相談サービスも有効であろう。

 大規模感染症や災害時に、最も影響を受け、最も困っている人を把握し、その人に合った

支援を提供できるような体制の構築、運営が重要であることが、今般の新型コロナによって

明らかになったと考えられる。

 今回の分析では、公表済の政府統計のみで行った。その分析は集計された統計表の範囲に

限られる。介護負担が増えた家族介護者の属性のより精緻な特定、彼らの生活や健康への影

響の分析のためには、個票レベルでの分析が不可欠である。本稿での分析も今後の分析の基

礎とした上で、今後の分析を行う必要があろう。
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ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究

背
景
・
目
的

研
究
方
法

期
待
さ
れ
る
効
果

・出生率の一段の低下
・平均寿命の意図しない変化
・外国人住民数の増加の停滞
・東京圏一極集中の鈍化、etc.

・リモートワーク、オンライン授業・会議の普及
・外出の自粛、移動制限
・水際対策の強化
・出会いの場の減少、マッチングアプリの台頭
・働き方改革の進展、価値観の変化、etc.

・地域別新型コロナの感染状況と短期的な人口移動
傾向変化に関する分析

・結婚・出生に関する意欲・行動に対する新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響に関するサーベイ
・2020～2025年死亡数の（将来）推計値の前回推計
との比較

・新型コロナウイルス感染症拡大が国際人口移動に
与えた影響に関する研究のレビュー
・結婚・出生意欲低下の要因分析
・X‐13‐ARIMA‐SEATS法と（その他の手法一般を含む）
死亡の季節性に関する実証研究の整理

・コロナ禍が地域別の人口移動および出生にもたら
した影響の詳細分析

・新型コロナウイルス感染症拡大期以降の外国人の
地域別分布および国内人口移動に関する分析

・新型コロナウイルス感染症拡大期以降の外国人人
口の動向が地域人口の変動に及ぼす影響に関する
分析

・新型コロナショック（発生～解消）の小地域人口へ
の影響に何か特徴的なパターンを見出せるかにつ
いて、探索的検討

・結婚・出生の意欲及び行動の減退に対する政策的
対応の考察

① 新型コロナウイルスの人口
動態への影響に関する研究

・国勢調査、住民基本台帳人口調査、人口動態
調査等の各種人口統計（外国人統計を含む）の
差の分析と推計情報収集（情報収集、分析、推
計）

・ひのえうま等干支等の人口動向に非連続的影
響を与える事象の影響分析と推計（情報収集、
分析、推計）

・出生順位を考慮した配偶関係別多相生命表に
関する研究のレビュー
・出生に対する期間効果の研究

・出生順位別配偶関係多相生命表に対応した出
生・死亡モデルに関する研究
・出生順位別年齢パターンの研究

・出生モデルと統合した配偶関係別将来人口推
計モデルに関する研究
・出生に対する期間効果の研究

・コロナ禍の影響を踏まえた地域別人口移動の
将来仮定設定に関する分析

・小地域データを用いた人口減少時の人口変動
メカニズムの解明とシミュレーション（情報収集、
分析、推計）

・新型コロナ禍における介護サービス利用の地域
差の分析（基礎的な分析、詳細分析）

・新型コロナ禍における介護サービス利用と家族
介護の関係の分析（基礎的な分析、詳細分析）

・コロナが外国人受入れ動向や、外国人受入れ
に関する社会保障に与える影響に関するレ
ビュー

・コロナ禍やコロナ後における外国人受入れ動向
に対応した将来人口に関する研究

・ポストコロナ時代における外国人受け入れに関
する社会保障シミュレーションに関する研究

②コロナ禍およびコロナ後を見据え
た将来人口・世帯推計モデルの開発

③コロナの影響を踏まえた
将来推計の政策的シミュレーション
への応用に関する研究

不透明な将来の社会情勢、人口動態
将来人口・世帯数推計の精度低下の懸念

新型コロナウイルスの社会、人口動態への影響を
国際的、歴史的、制度的な観点から検証する必要性

近年における人口動態変化の要因分解により、コロナ禍によってもたらされた人
口動態の変化を抽出する。

社人研が実施する将来人口・世帯推計における各種の仮定設定に直接的に寄
与し、高精度の将来推計値の提供が可能となる。

主に歴史的な文脈のなかで、コロナ禍およびその社会や人口動態への影響を位
置づける。

今後、類似の条件のなかでの将来推計においても、本プロジェクトで得られた研
究成果が効果的に活用される。

短期的な効果 長期的な効果

将
来
推
計
へ
の
影
響

新型
コロナ

ウイルス
感染拡大

得られた研究成果をポストコロナ時代の将来
人口・世帯数推計に実装

–
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別紙４ 

研究成果の刊行に関する一覧表

 書籍 

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の
 編集者名

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ

小池司朗 東京出生率0.99の
衝撃 基本から知
る低出生の現実

中公新書・
人口戦略会
議編著

地方消滅２ 
加速する少子
化と新たな人
口ビジョン

中央公論
新社

東京都 2024 pp.148-1
66 

小島克久 高齢者の生活と社
会

『社会福祉
学習双書』
編集委員会 

社会福祉学習
双書 2025 第
3巻高齢者福
祉論

全国社会
福祉協議
会出版部

東京都 2025 2 9 7ペー
ジ

 雑誌 

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年

小池司朗 地域別将来人口推計
の観点から国勢調査
に期待すること

統計 76巻第1号 pp.20-27 2025 

小池司朗 東京出生率0.99の衝撃
 基本から知る低出
生の現実

中央公論 138巻第9号 pp.114-121 2024 

Hayashi R, Ima
naga T, Marui 
E, Kinoshita H,
 Ishii F, Shino
hara E, Beppu 
M 

Senility deaths in a
ged societies: The c
ase of Japan 

Global Healt
h & Medicin
e 

Vol.6 Issue
1 

pp.40-48 2024 

Christina von 
Hodenberg, Ker
stin Brückweh, 
Eva Maria Gaje
k, Reiko Hayas
hi, et al. 

Social Science Data 
as a Challenge for C
ontemporary History 

Journal of M
odern Europ
ean History 

Vol.22(4) pp.460-474 2024 

林玲子 アジアの人口高齢化と
介護制度構築における
課題

保健医療科学 73巻3号 pp.174-184 2024 

小島克久 日本社会保障面 的挑
——基于人口减少社会

的 角

社会保障 第8巻2期 pp.39-55 2024 
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岩澤美帆・鈴木貴
士 

人口・子育て環境の地域
性と出生力 

人口問題研究 80巻1号 pp.3-25 2024 

岩澤美帆・余田翔
平 

結婚からの解放か、結婚
の剥奪か、結婚からの離
脱か？－1982年～2021
年における未婚状態の
類型化とその変化－ 

人口問題研究 80巻2号 pp.161-185 2024 

石井太 結婚の多相生命表：基
礎的概念と手法 

人口問題研究 80巻3号 pp.301–325 2024 

石 井 太 ・ 別 府 志
海・余田翔平・岩
澤美帆・堀口侑 

多相生命表を用いた配
偶関係別将来人口推計 

人口問題研究 80巻3号 pp.365–384 2024 

別 府 志 海 ・ 石 井
太・余田翔平・岩
澤美帆・堀口侑 

年次別およびコーホー
ト別の結婚の多相生命
表：1980～2021年およ
び1965～1985年生ま
れの結婚をめぐる日本
人のライフコース 

人口問題研究 80巻3号 pp.326–343 2024 

守泉理恵 日本・中国・韓国の少子
化の進展とその政策対
応に関する国際比較 

人口問題研究 80巻2号 pp.227–257 2024 

菅桂太・小池司
朗・藤井多希子・
小山泰代・貴志匡
博・久井情在・中
川雅貴・大泉嶺・
井上希・山内昌
和・鎌田健司 

団塊世代、団塊ジュニ
ア世代、団塊孫世代の
三世代にわたる地域人
口分布の変化と特徴 

Estrela 366号 pp.2-21 2024 

小池司朗・菅桂
太･藤井多希子・
小山泰代・貴志匡
博・久井情在･ 中
川雅貴・大泉嶺・
井上希・西岡八
郎･江崎雄治・山
内昌和・丸山洋平
  

地域人口の将来見通し
 : 日本の地域別将来推
計人口(令和5年推計)よ
り 

厚生の指標 71巻6号 pp.34-41 2024 

小池司朗・藤井多
希子・小山泰代・
菅桂太･清水昌
人・中川雅貴・大
泉嶺・貴志匡博・
久井情在･鈴木
透・西岡八郎･石
井太・山内昌和
  

日本の世帯数の将来推
計（全国推計）（令和6
（2024）年推計）―令和
2（2020）～32（2050）
年― 

人口問題研究 80巻2号 pp.258-292 2024 
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藤井多希子・小池
司朗・小山泰代・
菅桂太･清水昌
人・中川雅貴・大
泉嶺・貴志匡博・
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世帯の将来見通し : 日
本の世帯数の将来推計
(全国推計)(令和6(2024)
年推計)より 

厚生の指標 71巻14号 pp.31-37 2024 

小池司朗・小山泰
代・藤井多希子・
菅桂太･清水昌
人・中川雅貴・大
泉嶺・貴志匡博・
久井情在･鈴木
透・西岡八郎･石
井太・山内昌和
  

日本の世帯数の将来推
計（都道府県別推計）令
和6（2024）年推計―令
和2（2020）～32（2050）
年― 

人口問題研究 81巻1号 pp.85-99 2025 

吉田航（研究協力
者） 

結婚・出産がもたらす
女性内賃金格差の規定
要因－働き方の分布と
報酬による要因分解－ 

人口問題研究 80巻2号 pp.205–226 2024 
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令和７年  ５月 ３０日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名 国立社会保障・人口問題研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 林 玲子          
 

    次の職員の令和６年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                       

２．研究課題名  ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究                

３．研究者名  （所属部署・職名）人口構造研究部・部長                           

    （氏名・フリガナ）小池 司朗（ｺｲｹ ｼﾛｳ）                         

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



令和７年  ５月 ３０日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名 国立社会保障・人口問題研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 林 玲子          
 

    次の職員の令和６年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                       

２．研究課題名  ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究                

３．研究者名  （所属部署・職名）国立社会保障・人口問題研究所 所長                

    （氏名・フリガナ）林 玲子（ハヤシ レイコ）                      

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



令和７年  ５月 ３０日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名 国立社会保障・人口問題研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 林 玲子          
 

    次の職員の令和６年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                       

２．研究課題名  ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究                

３．研究者名  （所属部署・職名）国立社会保障・人口問題研究所 副所長               

    （氏名・フリガナ）小島 克久（コジマ カツヒサ）                    

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



令和７年  ５月 ３０日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名 国立社会保障・人口問題研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 林 玲子          
 

    次の職員の令和６年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                       

２．研究課題名  ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究                

３．研究者名  （所属部署・職名）人口動向研究部・部長                       

    （氏名・フリガナ）岩澤 美帆（イワサワ ミホ）                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年  ５月 ３０日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名 国立社会保障・人口問題研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 林 玲子          
 

    次の職員の令和６年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                       

２．研究課題名  ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究                

３．研究者名  （所属部署・職名）人口動向研究部・第１室長                     

    （氏名・フリガナ）守泉 理恵（モリイズミ リエ）                    

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年  ５月 ３０日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名 国立社会保障・人口問題研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 林 玲子          
 

    次の職員の令和６年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                       

２．研究課題名  ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究                

３．研究者名  （所属部署・職名）人口構造研究部・第１室長                       

    （氏名・フリガナ）菅 桂太（スガ ケイタ）                       

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年  ５月 ３０日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名 国立社会保障・人口問題研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 林 玲子          
 

    次の職員の令和６年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 
１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                       

２．研究課題名  ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究                

３．研究者名  （所属部署・職名）国際関係部・第１室長                       

    （氏名・フリガナ）中川 雅貴（ナカガワ マサタカ）                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年  ４月  ７日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名  慶應義塾大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  伊藤 公平          
 

    次の職員の令和６年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 

１．研究事業名   政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                      

２．研究課題名   ポストコロナ時代における人口動態と社会変化の見通しに資する研究                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）   経済学部教授                        

    （氏名・フリガナ）   石井 太（イシイ フトシ）                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 




